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医療事故救済特区
（事故調査委員会
の調査と調整する
旨の規定の創設）

医師法２１条
刑法２１１条

「新医師確保総合
対策」（平成18年8
月31日、地域医療
に関する関係省庁
連絡会議）

　医師は、死体又妊娠４月以上
の死産児を検案して異状がある
と認めたときには、２４時間以内
に所轄警察署に届け出なけれ
ばならない。
　業務上必要な注意を怠り、
よって人を死傷させた者は、五
年以下の懲役若しくは禁錮又は
百万円以下の罰金に処する。重
大な過失により人を死傷させた
者も、同様とする。

医療事故発生において、現在の法律で
は患者、家族が警察に訴えた場合、医
師は逮捕される場合がある。医療事故
は通常の犯罪と異なる。そこで事故調査
委員会の判断が出るまで逮捕などの執
行を緩める措置を愛知県内で求めた
い。医療現場では医療事故は必ず発生
する。現状では突然、医師が逮捕される
可能性があるため、医師は多くの患者を
抱えながらも、突然逮捕される不安で医
療に真摯に集中出来きず、治療中の患
者の生命をも危険にさらす可能性も危惧
される。そこで事故調査委員会が結論を
出すまで逮捕の執行を猶予する措置を
求める。

愛知県の主要機関メンバーで理事が構成
される日本医学歯学情報機構が中心とな
り、適正な医療事故の調査を行う。その結
果を警察に提出し、この報告書をふまえて
審査を行う事により、警察は専門家による
詳しい情報を入手するとともに、いわゆる
患者よりの一方的な情報による誤認逮捕
を防ぐことが出来る。さらに医師はその間
に現在治療中の患者への対応等の手配
が可能となる。（詳細別紙）

医療界においては医療の高度化、国民の高齢化によ
り医療事故の多発、また患者の医療不信により警察
に届け出て刑事事件として対応する事例が生じてい
る。しかも医療を受ける患者は健康状態ではなく医師
自身過労などにより一生懸命従事しているに関わら
ず、発生した事故に対して、何故、犯罪として取り扱わ
れなければならないのか、という思いが強い。現状の
刑法においては想定外の状況であると考える。医療
事故においては逮捕される前に十分事故調査が専門
家らにより行われ、これを参考にして捜査機関は対応
するシステムを政令または省令として目指すための特
区においてモデル化を試みる。

C Ⅰ

　重大な医療事故が発生し、業務上過失致死罪
等が疑われる場合、警察が発生段階から関与し
ないことになると、証拠の収集・保全等の初動捜
査をおこなうことができず、その結果、真相の解
明及び事案の適切な処理に支障が生じ、被害者
等の刑事司法に対する信頼を損なうことになり，
ひいては治安に影響を及ぼすことになりかねな
い。加えて，司法制度は、全国一律の公平な制
度が確保されていることが必要であることも考え
ると、本提案は特区になじむものではないと考え
る。

C Ⅰ
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診療情報の提供に
関し、その提供方
法・利用方法・診療
報酬算定条件の緩
和

医師法（昭和23年
法律第201号）

医療法（昭和23年
法律第205号）

診療報酬の算定方
法（平成18年厚生
労働省告示第92
号）

　 震災対策等のために医療機
関が自らの責任において当該
医療機関の診療情報をバック
アップデータとして第三者機関
に預託することは、これを妨げ
ていない。
   診療情報提供料（Ⅰ）につい
ては、保険医療機関が、診療に
基づき、別の保険医療機関での
診療の必要性を認め、患者の
同意を得て、診療状況を示す文
書を添えて患者の紹介を行った
場合等に算定できる。また、診
療情報提供料（Ⅱ）については、
保険医療機関が、治療法の選
択等に関して当該保険医療機
関以外の医師の意見を求める
患者からの要望を受けて、治療
計画等別の医療機関において
必要な情報を添付し、診療情報
を示す文書を患者に提供するこ
とを通じて、患者が当該保険医
療機関以外の医師の助言を得
るための支援を行った場合に算
定できる。

現行法で規定されている診療情報につ
いて、一定の要件を満たしている場合に
は、情報管理法人又は情報管理団体に
提供されたものも医療機関に診療情報
を提供したものとみなし、これら法人等よ
り同情報を交付された場合は原始情報
提供医療機関から交付されたものとみ
なし、同情報に関する診療報酬を算定す
ることを可能とする。また、同情報を医師
の処方箋もしくは調剤指示書とみなすこ
とを可能とする。

　診療情報を第三者機関に保存すること
等により、大規模災害時等の患者に対す
る適正な医療及び投薬の確保を目指す。
具体的には、医師が診療情報を提供した
り、処方箋もしくは調剤指示書を交付する
にあたり、現行法規定の書式は文書によ
るものであるため、災害時等の紛失・誤棄
や保存時の改ざんの危険性があることか
ら、その提供方法等に新たな選択肢を加
える。その方法にあっては、ＩＴ技術を利用
するものとし、情報利用に関しては使用制
限を設ける。これにより災害罹災時や避
難時、緊急受診等でかかりつけ医師によ
る診療が不可能な状況においてもスムー
ズな医療や投薬が提供されるようになり、
医療費の抑制にも繋がる。

【提案理由】三重県は東海及び東南海地震や豪雨等
の大規模災害の発生、医療機関の遠隔化等により、
患者が継続した医療を受けることが困難となる場合が
多々予想されている。しかし現行法では診療情報等を
記載した文書を携帯していなければ、継続的な医療
の確保が難しい。そこで、本特例措置により診療情報
を情報管理第三者機関に保存、活用することにより、
災害前等より継続した医療が受けられるようになる。
また、出張や旅行先での緊急時にも同情報を利用す
ることができるようになり、不必要な検査等も削減さ
れ、医療費の抑制も期待できる。
【代替措置】情報の提供及び利用方法を充分な保護
の下で限定することにより、診療情報等の交付は書面
でなくとも、第三者機関による電磁記録として行えばそ
の信頼性は確保できるものと考える。

Ｄ及びＣ Ⅲ及びⅠ

診療情報については、医師が患者との信頼関
係に基づいて自らの所属する医療機関において
管理することを基本としているものの、震災時等
に診療情報が紛失するなどのリスクを軽減し、
効率的な情報の管理が医療サービスの向上に
資すると考えられるため、一定の要件の下で、
第三者機関に対して診療情報を預託し管理させ
ることも認めているものである。
よって、診療報酬においても、診療情報提供料
の要件（患者の同意等）を満たすとともに、当該
診療情報が預託元医療機関が真正に作成した
ものであることが担保される枠組みが用意され
ている場合には、現行においても既に御要望は
実現可能である。
なお、診療情報を医師の処方せんとみなすと
いう御提案の趣旨が明らかではないが、無診察
で医師が処方せんを交付した場合には、適切な
処方がおこなわれていない可能性が極めて高
く、患者に多大な危害を及ぼすおそれがあること
から、御要望を認めることは困難である。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

医療機関が預託した情報は、預託機関
以外がこれを閲覧・利用することは患者
個々のみならず医療機関の個人情報
保護の観点からも原則的に使用不可能
かと考えます。本提案は、災害時等に
備えて患者自らが行動する場合の規制
の緩和を目的としておりますので、あく
までも主は患者とお考えください。その
観点におきまして、①診療情報の交付
が、患者がその情報を第三者機関に預
託することを目的としている場合にも診
療情報提供料を算定できるようにする。
②第三者機関は民間の認証基準を有
するものとする。③診療情報には緊急
用処方箋も含む。との緩和をご検討い
ただきたく申し上げます。（別様詳細あ
り）

C Ⅲ及びⅠ

①② 診療情報提供料は、医療機関等の間の連
携強化及び機能分化を促進するために、保険医
療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必
要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当
該機関に対して、診療情報を示す文書を添えて患
者の紹介を行った場合に算定するものであり、患
者が診療情報を保存する目的のために、医療機
関が診療情報の提供を行うことを評価したもので
はない。現在においても、患者が自らの診療情報
を外部機関に預託することは差し支えないが、そ
の行為そのものは「必要かつ適切な医療」ではな
いため、御要望を実現することは極めて困難であ
る。
③ 薬剤の処方は、医師の診療行為に付随する
ものであり、患者の様態、併用する薬剤等に応じ
て適時変更があり得るものであるため、処方せん
の有効期限を短期間に制限することは合理的で
あると考えている。また、処方せんは診療情報に
基づき医師の判断によって発行されるものであ
り、診療情報そのものが処方せんではないことか
ら、診療情報を処方せんとみなすことは、適切な
処方がおこなわれない可能性が極めて高く、患者
に多大な危害を及ぼすおそれがあることから、御
要望を認めることは極めて困難である。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

本提案は、災害時等の緊急受診時等
において「必要かつ適切な医療」が受
益できることを目的としております。こ
の観点において、以下に関してご回
答ください。①貴省ご見解を「緊急時
において必要かつ適切な医療を速や
かに行うことを目的とする場合」にま
で拡大していただきたくご検討くださ
い。②本提案を保険診療行為から引
き続く自由診療行為として行った、ま
たは自由診療行為として保険診療行
為の内容を診療情報として交付する
場合、これらが「混合診療」に該当し
ないようご検討ください。③長期日数
処方の部分調剤後処方箋を、患者自
らが第三者機関に預託し、そのデー
タを緊急用処方箋として使用できるよ
うご検討ください。（別様記載あり）
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純銀板を入れ歯に
貼りつけ純銀から
出る銀イオンで口の
中の菌を少しでも少
なくする抗菌義歯と
して純銀板の貼り付
けとその効能書きを
パンフレット及びポ
スターに書く要件の
緩和

薬事法第１２条第
１項、第１３条第１
項、第１４条第１
項、第６４条で準
用する第５５条第
２項、第６８条
医薬品等適正広
告基準

医療機器を製造販売するに
は、品目毎に承認等を受ける
こと、医療機器製造販売業及
び製造業の許可が必要であ
る。
承認されれば、医療関係者
向けの広告は可能である。

「医療機器としての承認を取らなければ
広告が打てない」という基本はよく理解
できます。しかし、私の使う金属は歯科
用銀地金（純銀）です。これを入れ歯に
貼り付けているだけです。この銀地金に
は厚生省の定義があり、歯科用合金の
原料として用いる銀地金を主として歯科
用修復及び器材の作製に用いる。従っ
て歯科用の銀地金には厚生省の承認が
必ず必要になるはずです。今回、品目毎
に承認を取らなくとも広告が打てるように
大幅な規制の緩和をお願いします。

技工士の収入は歯科医の３分の１、労働
時間は毎日１０時間を越えており、何とか
努力をしようにも今の医療体制では到底
向上は見込めません。後は新しい分野を
開拓する以外ないのが現状です。自分達
だけなら、区域だけでもいいのですが、苦
しい技工士全体の為を思うと、この抗菌義
歯は侮れないものがあります。現在の技
工料金の（歯科医に値引きを半ば強制さ
れている）10%は上がります。健保とは違
い技工士独自の発案であるので、料金は
歯科医n%、技工士n%とはっきり決められる
メリットと安心感があります。

現状の規制の問題点は純銀は歯科用銀地金とあるよ
うに安全がほぼ確立した事実があるのにも関らず品
目毎に承認を取らなければならないのは零細企業に
とって目的を目の前にして足止めされている状態で
す。全くの新製品であれば安全有効が先決ですが、歴
史があり成分不変の純銀は過去の経過も考量して欲
しい。愛知県の薬務化では銀の薬害の報告はないが
前例が無い為許可出来ないと言いながらも前向きの
助言や資料を頂きました。その中で、純銀に一定以上
の湿気があれば銀イオンが発生し、その銀イオンに触
れた菌は死滅するという事実があります。この事実を
生かしてほしい。もし、特例の適用にあたって、何らか
の弊害が発生した場合は入れ歯を外してしまえば良
いだけです。責任主体は歯科医師ですが、PL法にも
入ります。

C Ⅰ

　医療機器については、個別品目ごとに安全性・有効性等
を確認する必要があることから、個別品目ごとに承認審査
を行った上、承認を与えているところである。
　承認審査を受けていない医療機器は公に効能効果が認
められておらず、こうした承認を得ていない医療機器を広告
することは、適切な医療を受ける機会を喪失させ、又は病
状の悪化につながりかねないことから、未承認の医療機器
について広告することが禁止されている。
　医療機器として承認を受けるためには、科学的かつ客観
的に収集された臨床試験成績等の有効性・安全性等に関
するデータを揃え、医療機器（歯科材料）としての製造販売
承認申請を行う必要がある。さらに、承認審査を受けた上
で、製造販売承認、医療機器製造販売業許可及び製造業
許可を受ければ、医療機器として製造販売することは可能
となり、また、医療関係者向けの広告も可能となる。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

銀の安全性は、歯科医院で使用し保健
点数までついている程です。従って銀
の安全性には何ら疑問はないと思いま
す。そこで有効性なのですが、歯科用
銀地金（純銀）銀合金などに湿り気があ
ると銀イオンが出ます。銀イオンは近く
の菌に対して殺したり抗菌したりしま
す。これは科学であり物理です。アリゾ
ナ大学レポートはほとんどの病原菌に
対して効果があると証明をしています。
これはよく知られている事です。又私ど
もも日本食品分析センターで試験をして
いただいた結果は黄色ブドウ球菌にさ
えも効果があると出ました。今回は折角
の特区ですので、何卒寛大なご処置を
切にお願いします。

C Ⅰ

　前回も回答しているとおり、医療機器については、個
別品目ごとに承認審査を行い安全性・有効性等を確認
していることから、たとえ材料として銀を使っている他の
品目が承認を受け、既に使用されていたとしても、新た
な品目を製造販売する際には、承認審査を受ける必要
がある。
　承認審査を受けていない医療機器は公に効能効果が
認められておらず、こうした承認を得ていない医療機器
を広告することは、適切な医療を受ける機会を喪失さ
せ、又は病状の悪化につながりかねないことから、未承
認の医療機器について広告することが禁止されてい
る。
　医療機器として承認を受けるためには、科学的かつ
客観的に収集された臨床試験成績等の有効性・安全
性等に関するデータを揃え、医療機器（歯科材料）とし
ての製造販売承認申請を行う必要がある。さらに、承
認審査を受けた上で、製造販売承認、医療機器製造販
売業許可及び製造業許可を受ければ、医療機器として
製造販売することは可能となり、また、医療関係者向け
の広告も可能となる。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

歯科用銀地金は個別品目ではありま
せん。画一された純銀です。承認審
査も済んでいるはずです。でなけれ
ば薬事の中であえて歯科用銀地金と
書けないはずですから。又、この純銀
プレートを義歯に張り口の中に入れ
ても、どんな病状にしても悪化を招く
なんて事は絶対にありません。銀イオ
ンは菌を殺したり、菌が殖えたりしな
い抗菌効果を発揮するだけです。人
体への悪影響の記録はありません。
安全性も効果もあります。これはもう
国民の周知の事実です。貴省の言わ
れる原則は良く分かりますが、今回は
特区の優遇を少しでも賜れればと思
います。またその価値はあると思いま
す。国民の利益にもきっとなります。
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あん摩マツサージ
指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法
律等広告制限の緩
和

あん摩マツサージ
指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法
律第7条

柔道整復師法第24
条

　あん摩業、マツサージ業、指
圧業、はり業若しくはきゆう業及
び柔道整復の業務又はこれら
の施術所に関しては、何人も、
いかなる方法によるを問わず、
あん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律及
び柔道整復師法に掲げる事項
以外の事項について、広告をし
てはならない。

現行法で規制されている、施術者の技
能、施術方法又は経歴に関する事項に
ついての広告制限を緩和する。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう
師及び柔道整復師の施術所に関する広
告については、あん摩マツサージ指圧師、
はり師、きゆう師等に関する法律第７条第
１項及び柔道整復師法第２４条第１項にお
いて列挙されている事項に限定されてお
り、また、第２項において、「広告をする場
合にも、その内容は、施術者の技能、施
術方法又は経歴に関する事項にわたって
はならない」とされているが、施術者の技
能、施術方法又は経歴に関する事項につ
いての広告制限を緩和し、消費者に対し
有資格者の情報を正しく提供する。

無資格者による「クイックマッサージ」等が氾濫してい
るため、消費者に対し有資格者の情報を正しく提供す
る必要が生じている。
一方で、健康情報に対する消費者のニーズの高まり
の中、業界や視覚障害者団体からの要請もある。
また、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事
項は事実であり、これらの広告制限を緩和しても、不
当な広告により消費者が誘引され、不適切なサービス
による被害を受ける等のおそれは少なく、また、消費
者もこれらの情報を求めている。

C Ⅰ

　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律の対象となるあん摩マッサージ指
圧、はり及びきゅう並びに柔道整復師法に定め
る柔道整復については、人の健康に害を及ぼす
おそれのある行為であり、例えば、誇大広告に
より被施術者を不当に誘引すること等により生じ
る被施術者への不利益を未然に防止するため、
広告できる事項については、一定の事項に限っ
ているところである。
　施術者の技能等については、客観的な評価が
困難な場合があり、このような事項について広告
を認めた場合、被施術者による適正な選択が歪
められ、被施術者に不利益が生じるおそれがあ
るため、御提案を認めることは困難である。

施術者について、客観
的な評価が可能な事項
はもっと広く広告できる
ようにできないか。例え
ば、資格取得年、施術
所開設年等は客観的に
明らかにできるのでは
ないか。右の提案主体
からの意見を踏まえ、
再度検討し回答された
い。

今回の提案の趣旨は、貴省の回答と同
じく、被施術者への不利益を未然に防
止するものであり、誇大・虚偽広告を容
認するものではない。
つまり、事実（例えば、施術者の専門、
施術方法、国家資格取得日等の経歴、
料金体系等）に限定した客観的情報を
被施術者に提供することが、被施術者
の適正な選択のために必要となるもの
である。
よって、貴省が客観的評価が困難であ
ると場合と指摘される事項を除き、事実
の告知に関する制限の撤回を求めるも
のである。

C Ⅰ

　当該行為が人の健康に害を及ぼすおそ
れのある行為であることから、被施術者
が不当に誘引され、不利益を被ることの
ないよう、広告について一定の制限を行
う必要はあると考えており、提案主体が
言うような「事実」に該当する事項でも、
客観的な評価が困難な場合があり、この
ような事項について広告を認めた場合、
被施術者による適正な選択が歪められ、
被施術者に不利益が生じるおそれがある
ため、御提案を認めることは困難である。
　なお、現在でも駐車設備に関する事項
や休日又は夜間の施術の実施など、被
施術者による適正な選択のために必要な
客観的事項は広告可能としているところ
である。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

クイックマッサージ等を開業する医業
類似行為者は、広告の法的制限を受
けない。また、医業類似行為者の中
には、健康をキーワードに広告で消
費者を不当に誘引している者もいる
一方で、国家免許資格者には事実客
観的な情報についても広告制限が課
されていることは合理性を欠く。よっ
て、資格者については、一定の条件
のもと、広告制限を撤回すべきであ
る。
また、貴省回答の客観的な評価が困
難となる場合については、規制緩和
対象とすべきでないことは同意見で
あるが、評価が困難でないとするそ
の他事項については、広告の制限を
撤回すべきものと考える。
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生活習慣病予防及
び介護予防対策と
して施術所などの利
用を容認

あん摩マツサージ
指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法
律第7条、第9条の5

あん摩マツサージ
指圧師、はり師、き
ゆう師等に関する法
律施行規則第25
条、第26条

　あん摩業、マツサージ業、指
圧業、はり業若しくはきゆう業の
施術所に関しては、何人も、い
かなる方法によるを問わず、あ
ん摩マツサージ指圧師、はり
師、きゆう師等に関する法律で
掲げる事項以外の事項につい
て、広告をしてはならない。
　施術所の構造設備は、厚生労
働省令で定める基準に適合した
ものでなければならない。施術
所の開設者は、その施術所に
つき、厚生労働省令で定める衛
生上必要な措置を講じなければ
ならない。

現行法で規定されている医療法４２条施
設の要件を緩和し、施術所にも開設を認
めることで、疾病の改善や予防のために
運動や介護予防等の目的に対し、対応
可能とする。

　既存の社会資源を有効に使うことによ
り、介護予防、生活習慣病予防、健康増
進等を図り、費用対効果にも優れた
CBR(Community Based Rehabilitation)の
構築を目指す。
　具体的には、医療系の国家資格でもあ
り介護保険法の機能訓練指導員でもある
柔道整復師、あんま指圧マッサージ師等
の施術所等を利用して、介護予防等に対
する機能訓練及び運動指導等を行う。そ
れにより、介護予防等に積極的に参加し
やすい環境が整備できる。

 少子高齢社会においては、持続可能な社会保障制
度の構築が急がれているが、とりわけ、介護予防、生
活習慣病、健康増進等は生命維持の観点からも重要
な課題となる。しかし、それらについては、制度の問題
や、国民の理解力という点で、予定通り進んでいない
のが現状である。そこで、CBRを構築することにより、
介護予防等への取り組みを加速させることができる。

E -

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師
等に関する法律及び柔道整復師法（以下
「あはき法等」という）においては、施術所に
ついて、広告制限（一定の事項以外は広告
をしてはならない）や、構造基準（専用の施
術室を設けること等）、衛生基準を満たすこ
と等を義務付けているが、このような義務規
定に反しない限りにおいては、あはき法等上
は、御提案を妨げる規定はない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

この趣旨は、道民の「健康づくり・介護
予防」を受ける態勢の充実を図ることで
あり、施術所の開設要件の緩和を求め
るものではない。医療法４２条施設での
医師以外では扱えない部分を除外し
て、開放することで、「健康日本２１」な
どをより現実化でき、少子高齢社会の
「持続可能な社会保障制度」の構築に
役立つものと考える。また、北海道は、
都市部と地方とでは、社会資源の充足
率に開きがあり、平等･公平にセルフケ
アを行える体制の充実を図ることは、必
要と考える。未病対策、予防すなわち
「健康づくり・介護予防」に充実を図るこ
とが、道民の健康維持に必要である。
特に医療保険の支払が多い北海道は、
社会保障費から見ても有効と考える。

E -

 ご指摘の医療法第４２条は、医療法人の
付帯業務を規定しているところ。
　なお、前回回答でも申し上げたとおり、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう
師等に関する法律及び柔道整復師法（以
下「あはき法等」という）においては、施術
所について、広告制限（一定の事項以外
は広告をしてはならない）や、構造基準
（専用の施術室を設けること等）、衛生基
準を満たすこと等を義務付けているが、こ
のような義務規定に反しない限りにおい
ては、あはき法等上は、御提案を妨げる
規定はない。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

ご回答より、①施術所は国民健康保
険等の規制により、扱える疾患等が
限られている。②施術所等を生活習
慣病予防や介護予防対応可能施設
とする。に対し事実誤認、あはき法等
上は、義務規定に反しない限り、提案
を妨げる規定はないとの公的な判断
を受けることができた。また、平成１６
年１２月１５日厚生労働省より出てい
ます、いわゆる「混合診療」問題につ
いて・５療養の給付と直接関係のない
サービス等についての項でも、現在、
療養の給付とは直接関係のないサー
ビス等について患者から実費を徴収
することは、特に禁止されていないと
明記されている。よって、施術所等で
の健康づくり及び介護予防対策は法
的に問題なしと結論できるがよろしい
か。
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(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
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庁

0
9
0
0
6
0

死体解剖に関する
要件の緩和及び適
用の拡大

死体解剖保存法

　医学の教育又は研究のため
に行われる解剖については、死
体解剖保存法を遵守した上で
行うことができる。

現行法で規定されている死体解剖につ
いて、医師及びコメディカルスタッフの医
療技術研修、医療技術の研究開発及び
医療機器の研究開発の目的で死体解剖
することを可能にする。また、大学等以
外の要件を満たした施設においても、そ
れらの目的で死体解剖することを可能に
する。

医療技術研修及び医療技術・機器の研究
開発を行う産・学連携の総合医療研修・研
究施設の設立により、医療の質の向上と
安全に寄与することを目指す。具体的に
は、施設において医療技術研修及び研究
開発を模型、豚及びシミュレーター等に加
えて死体を使用することで効果的に行う。
先端医療技術・機器には患者への侵襲の
低減、医療の効率化等が期待される。例
えば整形外科領域のMIS人工関節手術で
は入院期間の短縮（概ね14日以内）が可
能であり、医療費抑制に貢献し得る。医療
技術の向上と安全な普及のために医療従
事者及び研究者に死体の使用を含めた
総合的な医療技術研修・研究開発の機会
と場を提供する施設を設立し運用する。
（別紙１参照）

社会環境等の変化により先端医療技術・機器への期
待と要求が高まっているが、その恩恵と供に新たなハ
ザードの発生によりリスクが大きくなるという反面を持
ち合わせている。リスク低減策として、医療技術・機器
の研究と供に医療従事者が効果的な研修を受けられ
る総合的な枠組の構築が必要である。それにより、従
来のOJTだけに頼ることなく、医療技術の向上と安全
な普及が期待できる。しかし、現行法では死体解剖は
病理解剖、系統解剖（正常解剖）等に照準され、医療
技術研修や医療技術・機器の研究開発については明
文化されていないため、事実上行うことができない。た
だし、現行法の目的は死体解剖の適正を期することに
よって医学の教育又は研究に資することとある。そこ
で、本特例措置により、死体の使用を含めた総合的な
医療技術研修・研究の枠組を構築し、医療技術研修・
研究施設を設立すれば医療の質の向上と安全に寄与
することができる。（別紙２参照）

C Ⅰ

　死体解剖保存法は、刑法の死体損壊に関
わる規定を前提としつつも、刑法の特別規
定として、正常解剖及び病理解剖に限って、
特に死体の解剖等を行うことを認めているも
のであり、その運用に当たっては、厳正を期
す必要がある。
　元来、御遺体に対しては尊厳を持って当た
るべきであり、また、御提案の事例におい
て、あえて御遺体を研修・開発に用いること
の必要性は乏しいと考えており、正常解剖・
病理解剖のいずれにも該当しない御提案を
認めることは困難である。

死体解剖保存法の制定
当時から比べると医療
技術は大幅に進歩して
おり、遺体を医療技術
の向上のために解剖す
る必要性は認められる
のではないか。また右
の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

死体解剖保存法は医学教育又は研究
のための死体解剖等を認めているので
あり、正常解剖及び病理解剖に限ると
いう条文は見当たらない。それらに限る
ならば、その条文を示されたい。国会会
議録によると医学には技術が含まれる
ので、医療技術研修及び研究のための
死体解剖は違法でないと思われるが如
何か。ただし、運用にあたっては厳正を
期する必要があるので、本提案は規定
の整備を求めている。死体を使用した
様々な医学研究は国内外で多数発表さ
れ、医療技術研修のための死体解剖は
国内で既に行われている。それらは医
学の発展に大きく貢献し、その必要性を
十分に示している。必要性に乏しいとす
るならば理由と根拠を示されたい。（補
足資料参照）

C Ⅰ

 　死体解剖保存法にいう解剖とは、正常
解剖又は病理解剖を指すものと解してい
るところであり、御提案のような「解剖」
は、死体解剖保存法の範疇に含まれるも
のではない。
　いずれにせよ、前回回答でも申し上げ
たとおり、元来、御遺体に対しては尊厳を
持って当たるべきであり、また、御提案の
事例において、あえて御遺体を研修・開
発に用いることの必要性は乏しいと考え
ており、死体解剖保存法の観点から、正
常解剖・病理解剖のいずれにも該当しな
い御提案を認めることは困難である。

再検討要請にもあるとお
り、医療技術の変化に伴
い求められる研修も変化
することが考えられる。そ
れも踏まえ一定の要件の
もと本提案が実現できな
いか検討されたい。先の
回答では、正常解剖及び
病理解剖に限って死体解
剖を認めるという死体解
剖保存法における明確な
根拠など、提案主体の意
見に対し誠実に答えてい
ないので、誠実に回答さ
れたい。また、右の意見を
踏まえ、再度検討し回答
されたい。

死体解剖保存法で認める解剖が正
常解剖及び病理解剖に限るという条
文を示せず、そのように解釈している
というのであれば論拠を示されたい。
あえてご遺体を研修・開発に用いるこ
との必要性に乏しいと考えているの
であれば科学的な根拠を示された
い。これらの論証が出来ないのであ
れば構造改革特区の趣旨に鑑み前
向きに検討すべきと思われるが如何
か。本提案は医学教育又は研究の為
の解剖であり違法ではないと考えら
れるが必要に迫られ曖昧さの中で既
に国内で行われている。この曖昧さを
解消するために現状を考慮して解釈
通達を見直すことにより厳正な運用
がなされると思われるが如何か。前
回の意見も踏まえて検討し回答され
たい。（補足資料参照）
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厚生労働省

平成9年の閣議決
定「財政構造改革
の推進について」
（平09閣内122）

「新医師確保総合
対策」（平成18年8
月31日、地域医療
に関する関係省庁
連絡会議）

　当該閣議決定において、引き
続き医学部定員の削減に取り
組むとされている。

　医師不足が特に深刻と認めら
れる１０県において、平成２０年
度から最大１０年に限り１０名を
限度として医師養成数の増を認
める。

「医師の需給に関する検討会報告書」
（平成18年7月28日）の内容を踏まえ、人
口に比して国公立大学医学部等の定員
が少ない県に対して、定員の暫定的な
調整を容認し、現定員とは別枠の定員を
認める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づ
ける医師については、現定員とは別枠の
定員とすることにより、へき地における医
師不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等にお
いて、大学が入学を許可した者に対し、県
内のへき地における医療従事を前提とし
た修学資金の貸与を行い、大学卒業後、
県の指定する医療機関で一定期間勤務
すれば修学資金返還を免除することとし、
その対象者については、大学の現定員を
増やすことにより対応する。

○へき地を含む地域における医師の確保は全国的な
問題となっているが、本県においてもへき地における
医師不足は深刻であり、地域住民が安心できる医療
の確保に苦慮している。そのため、医師確保対策の一
環として、県がへき地医療従事を義務づける医師を養
成することは有効であり、現行定員の増が認められる
必要がある。
○平成16年の人口100万人当たりの医学部定員は全
国平均59.7人に対して、本県は35.8人（全国41位）と非
常に低位にあり、本県のように県域が広く、都市部と
へき地が混在している県においては、現行の国の基
準では大学の定員増は認められず、本県の医師不足
を解消することはできない。

C -

　本年８月に取りまとめた新医師確保総合対策の中で、地
域間の偏在により一部の地域における医師の不足が深刻
な現下の状況にかんがみ、医師の不足が特に深刻と認め
られる県において、当該県内への医師の定着を目的とし
て、一定期間、将来の医師の養成を前倒しするとの趣旨の
下、一定の条件を課した上で、現行の当該県内における医
師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認した
ところである。
　なお、平成９年の閣議決定（財政構造改革の推進につい
て）において、「大学医学部の整理・合理化も視野に入れつ
つ、引き続き、医学部定員の削減に取り組む」とされている
ところであり、また、兵庫県のように、人口10万対医師数と
しては概ね全国平均と同程度であっても、県内において医
師の偏在がみられるような場合には、今回の医療制度改革
において盛り込んだ医療対策協議会の積極的活用や、地
域枠の設定・拡大、奨学金の活用等を組み合わせることに
より、県内における医師の偏在の解消等に努めていただき
たい。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

○本年8月に新医師確保総合対策によ
り医師の暫定的な養成増が認められた
ことは承知しているが、本県のように県
域が広く、都市部とへき地が混在してい
る県においては、現行の国の基準では
大学の定員増を認められず、本県のへ
き地における医師不足対策を解消する
ことは困難な状況である。
○本県では、本年8月に「医療確保緊急
対策」を講じる等地域医療の確保に向
けた取り組みを展開しているところであ
るが、医師不足の解消に至っていない
ことから、本県提案の人口に比して国公
立大学医学部等の定員が少ない県に
対しても、暫定的な養成増を認めてい
ただきたい。

C -

　前回回答でも申し上げたとおり、平成９
年の閣議決定（財政構造改革の推進に
ついて）において、「大学医学部の整理・
合理化も視野に入れつつ、引き続き、医
学部定員の削減に取り組む」とされてい
るところであり、また、兵庫県のように、人
口10万対医師数としては概ね全国平均と
同程度であっても、県内において医師の
偏在がみられるような場合には、今回の
医療制度改革において盛り込んだ医療
対策協議会の積極的活用や、地域枠の
設定・拡大、奨学金の活用等を組み合わ
せることにより、県内における医師の偏
在の解消等に努めていただきたい。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

○既に本県では医療対策協議会の
積極的活用や、一定期間地元の医療
機関で医療に従事することを条件と
する奨学金を活用した入学制度等の
対策を講じ、県内における医師の偏
在の解消に努めているところである。
○「医師の需給に関する検討会報告
書」（平成18年7月28日）では、「人口
に比して医学部定員が少ないために
未だ医師が不足している県の大学医
学部に対して、・・定員の暫定的な調
整を検討する必要がある」とされてい
るところであり、その内容を反映した
形で提案の実現を図っていただきた
い。
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平成9年の閣議決
定「財政構造改革
の推進について」
（平09閣内122）

「新医師確保総合
対策」（平成18年8
月31日、地域医療
に関する関係省庁
連絡会議）

　当該閣議決定において、引き
続き医学部定員の削減に取り
組むとされている。

　医師不足が特に深刻と認めら
れる１０県において、平成２０年
度から最大１０年に限り１０名を
限度として医師養成数の増を認
める。

新医師確保総合対策での大学医学部定
員増の基準を２次保健医療圏毎に算定
し、基準を満たす地域に新たに派遣する
医師については、現定員とは別枠の定
員を認める。

 県が養成するへき地医療従事を義務づ
ける医師については、現定員とは別枠の
定員とすることにより、へき地における医
師不足の解消を目指す。
 具体的には、国公立大学医学部等にお
いて、大学が入学を許可した者に対し、県
内のへき地における医療従事を前提とし
た修学資金の貸与を行い、大学卒業後、
県の指定する医療機関で一定期間勤務
すれば修学資金返還を免除することとし、
その対象者については、大学の現定員を
増やすことにより対応する。
　なお、本県の２次保健医療圏では、北播
磨、西播磨、但馬、丹波、淡路地域が当
該基準を満たすことになり、増員した医師
は当該圏域の医療機関へ派遣する。

○へき地を含む地域における医師の確保は全国的な
問題となっているが、本県においてもへき地における
医師不足は深刻であり、地域住民が安心できる医療
の確保に苦慮している。そのため、医師確保対策の一
環として、県がへき地医療従事を義務づける医師を養
成することは有効であり、現行定員の増が認められる
必要がある。
○本県のように県域が広く、都市部とへき地が混在し
ている県においては、現行の国の基準では大学の定
員増は認められず、本県の医師不足を解消すること
はできないため、県全体ではなく、２次保健医療圏毎
による算定を求める。
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　本年８月に取りまとめた新医師確保総合対策の中で、地
域間の偏在により一部の地域における医師の不足が深刻
な現下の状況にかんがみ、医師の不足が特に深刻と認め
られる県において、当該県内への医師の定着を目的とし
て、一定期間、将来の医師の養成を前倒しするとの趣旨の
下、一定の条件を課した上で、現行の当該県内における医
師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認した
ところである。
　なお、平成９年の閣議決定（財政構造改革の推進につい
て）において、「大学医学部の整理・合理化も視野に入れつ
つ、引き続き、医学部定員の削減に取り組む」とされている
ところであり、また、兵庫県のように、人口10万対医師数と
しては概ね全国平均と同程度であっても、県内において医
師の偏在がみられるような場合には、今回の医療制度改革
において盛り込んだ医療対策協議会の積極的活用や、地
域枠の設定・拡大、奨学金の活用等を組み合わせることに
より、県内における医師の偏在の解消等に努めていただき
たい。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

○本県では、本年8月に「医療確保緊急
対策」等の措置を講じているところであ
るが、医師不足の解消に至っていない
ことから、新医師確保総合対策での大
学医学部定員増の基準を２次保健医療
圏毎に算定し、基準を満たす地域に新
たに派遣する医師については、現定員
とは別枠の定員を認めていただきた
い。
　なお、現行の国の基準においても、県
内10圏域（２次保健医療圏）のうち５圏
域が基準に該当しているところ。

C -

　前回回答でも申し上げたとおり、平成９
年の閣議決定（財政構造改革の推進に
ついて）において、「大学医学部の整理・
合理化も視野に入れつつ、引き続き、医
学部定員の削減に取り組む」とされてい
るところであり、また、兵庫県のように、人
口10万対医師数としては概ね全国平均と
同程度であっても、県内において医師の
偏在がみられるような場合には、今回の
医療制度改革において盛り込んだ医療
対策協議会の積極的活用や、地域枠の
設定・拡大、奨学金の活用等を組み合わ
せることにより、県内における医師の偏
在の解消等に努めていただきたい。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

○既に本県では医療対策協議会の
積極的活用や、一定期間地元の医療
機関で医療に従事することを条件と
する奨学金の活用等を組み合わせた
対策を講じ、県内における医師の偏
在の解消に努めているところである。
○本県のように県域が広く、都市部と
へき地が混在している県において、
上記対策を講じてもなおへき地の医
師不足を解消できない場合について
は、「「新医師確保総合対策」に基づく
医学部定員を増員できる基準」の緩
和を行い、地域限定で大学の定員増
を認めていただきたい。
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先端医療を行うた
めの条件の緩和
（先端医療の条件
の見直し。診療側の
条件の緩和。大病
院のみが先端医療
を担えるとは限らな
い。）

健康保険法（大正
11年法律第70号）

厚生労働大臣の定
める評価療養及び
選定療養（平成18
年厚生労働省告示
第495号）

厚生労働大臣の定
める先進医療及び
施設基準（平成18
年厚生労働省告示
第574号）

　評価療養の一つである先進医
療については、厚生労働大臣が
設置する先進医療専門家会議
において、医療技術ごとに医療
機関に求められる一定水準の
要件を設定しており、要件を満
たす医療機関は、届出により当
該医療技術を保険診療と併用し
て実施することが可能である。

先端医療を行う診療側の認定方法の改
善
先端医療を担えるのは特定の大病院だ
けではなく、小規模な診療所でも優秀な
医師さえいれば充分担えます。先端医
療に取り組む姿勢が最も重要であると考
えます。患者と直接毎日接し、先端医療
を施せるのは小さな診療所です。小さな
診療所（規模を撤廃して）も加えること
で、医師同志の公正な競争がおき、医師
の質の向上、底上げが可能になります。

個別化医療を取り入れたがん外来化学療
法と、最先端の血清プロテオーム解析に
よる超早期診断を目指すことに特化した
診療所は、こちらをおいて他にはないもの
で、研究で得られた成果をそのままトラン
スレーショナルリサーチの実践可能な診
療所として、混合診療特区の見本となると
考えます。
具体例　１）血清プロテオーム解析で得ら
れた結果を超早期診断に応用する。　2）
日本で未承認で外国で承認され有効であ
ることが証明されており、ほかの保険薬に
無効な場合についての未承認薬の使用。

先端医療の認定を受けている大病院（先端医療はあ
る医師の数と症例数などの関係で大病院に限られて
いる）で一次治療を受け、保険診療で有効な薬剤がな
くなったがん患者に限って、外国で承認され有効性が
認められている日本では未承認の薬の混合診療を認
めることで、多くのがん患者さんが経済的、精神的、身
体的にも大いに救われると同時に、無駄な保険薬の
使用の歯止めにもなる。
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  御要望の「先端医療」が具体的にどのような医
療技術を指すのか詳細は明らかではないが、評
価療養の一つである先進医療として認められれ
ば、保険診療との併用を認めているところであ
る。
　先進医療については、安全性等を確保するた
めに一定の施設基準を設けているが、それらの
施設基準は、必ずしも実施医療機関を病院に
限っているものではないことから、診療所であっ
ても、先進医療ごとに定められた施設基準を満
たす場合には、届出により先進医療を実施する
ことが可能である。
  なお、「国内未承認薬」については、昨年１月に
「未承認薬使用問題検討会議」を立ち上げ、患
者の要望のある薬の治験を促進する等の取組
をすでに行っているところである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

ここでいう先端医療とは、新しい抗がん
剤及び分子標的薬を使用するための医
療である。これらの使用にあたって安全
性を確保するためには、施設基準では
なく、使用する薬剤の合理性を確認す
ることと、使用できる医師の責任と資格
（例：がん治療専門医に限定する）を
はっきりさせることと考える。未承認薬
の治験の促進のみでは、治験に参加で
きない医療機関（この参加も基準がはっ
きりせず公開もされていない。）では使
用が不可能となる。是非、がん化学療
法に精通した医師のもとでの混合診療
を認めてもらいたい。特に当該診療機
関のようながん治療に特化した医療機
関の混合診療特区を承認していただき
たい。

D Ⅲ

　先進医療については、安全性等を確保
するために、各技術ごとにその実施要件
として、当該技術を実施する医師の基準
及び保険医療機関の基準を設けていると
ころであり、先進医療専門家会議におい
て、御要望の医療技術が先進医療として
認められれば、当該技術と保険診療とを
併用することは可能である。
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医師免許証の仮免
許の導入

医師法第6条、第17
条

　医師免許は、医師国家試験に
合格した者の申請により、医籍
に登録することによって行う。
　医師でなければ、医業をなし
てはならない。

臨床実習を開始する医学生で一定要件
をクリアした者に対して医師免許の仮免
許を交付し、より充実した診療参加型実
習を可能とする。

臨床実習に入る医学生に医師免許証（仮
免許）を交付し、実習中に限り指導医の下
であれば初期研修医同様の手技や診察
等を行うことができるようにするもの。これ
により、大学病院の人手不足が緩和され
る。
仮免許の交付要件としては、既に行われ
ているCBTやOSCEの成績を全国統一の
ルールで評価し、一定レベルをクリアした
者に限って期限付きの医師免許証（仮免
許）交付する。

医学部医学科における臨床実習に先立ち、CBTや
OSCE等が行われているが、到達度の評価は各大学
に任されており達成度を担保するものでない。また、こ
れらに合格しても医学生が医療行為を為すことを法的
に認めるものではない。このため、大学が謳う「診療参
加型実習」ではなく未だ見学主体の実習が広く行われ
ている。厚労省によると医学生は「医師として必要な
専門的知識や技術、医師に求められる人格の涵養等
が不十分」であるとのことであるため、臨床実習に入
る医学生に医師免許証（仮免許）を交付し、実習中に
限り指導医の下であれば手技や診察等を行うことが
できるようにするもの。

C Ⅰ

　現在でも、診療参加型実習は、学生の能
力評価を踏まえて、適宜実施されていると承
知しているが、診療参加型実習は、研修医
同様の手技や診察ができなければ充実でき
ないというものではない。なお、医師として必
要な専門的知識や技術、医師に求められる
人格の涵養等が不十分な段階で仮免許を
交付し、研修医と同等の医行為を行うことを
認めることはできない。
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外国人に対する医
療環境の整備促進

医師法第2条、第17
条

保健師助産師看護
師法第5条、第7条、
第31条

　医師になろうとする者は、医師
国家試験に合格し、厚生労働大
臣の免許を受けなければならな
い。
　医師でなければ、医業をなし
てはならない。

　看護師になろうとする者は、看
護師国家試験に合格し、厚生労
働大臣の免許を受けなければ
ならない。
　看護師等でなければ、傷病者
若しくはじょく婦に対する療養上
の世話又は診療の補助を行うこ
とを業としてはならない。

わが国において起業する外国人の生活
環境、とりわけ医療環境を整備促進する
ために、①外国の医師資格を持つ医師
を１病院１名に限り、かつ当該言語を話
す患者に限り診察治療に当たらせる、②
外国の看護師資格を持つ看護師を１病
院１名に限り採用し、看護業務に従事さ
せる。

　現在、外国人起業家の滞留期間の延長
が検討されているが、医療、教育、住宅等
の生活環境全般、とりわけ医療環境の条
件を整備拡充し、当該地区における外国
人による起業活動を促進活発化させる。

　今後、わが国における外国人による起業は増大して
ゆくものと予想される。また、少子高齢社会化が急速
に進んでいる中にあって、起業主体としての外国人に
期待するところ大である。そうした時代的趨勢と必要
性を勘案、医療環境等の整備促進により外国人によ
る起業を促進活発化させてゆきたい。これにより地域
経済の活性化と雇用の維持拡大が期待できる。

C Ⅰ

　医学に関する専門的知識・技術が不十分
な者が日本国内において医業を行うことによ
る事故の防止や伝染病等の蔓延を未然に
防止するなど、国内の医療安全や公衆衛生
の確保を図る観点から、仮に診療対象が在
日外国人である場合であっても、日本の医
師免許、看護師免許を取得することが必要
不可欠であり、これを緩和することは考えて
いない。
　なお、英語による特例的な医師国家試験
に合格した外国人医師が、診療対象や診療
場所を限定する等の一定の条件の下で診療
を行うことは、現在でも可能である。

C Ⅰ

1
1
0
9
0
1
0

社団法人日
本ニュービ
ジネス協議
会連合会

厚生労働省

0
9
0
0
7
0

医学部入学定員要
件の緩和

2　/　14
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管
理

コ
ー

ド

具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
1
1
0

医療現場でのアロ
マテラピーの導入。

健康保険法（大正
11年法律第70号）

　保険診療と保険外診療を併用
することは原則として禁止して
いる。

医療現場でもアロマテラピーが導入で
き、患者から実費徴収できるようにする。

病院のなかでも、物質的なものだけでな
く、こころの豊かさを導入する。自然の香り
やアロマトリートメントの導入で、「薬」だけ
ではない、快適性、心地よさを提供する。
昨年８月に緩和された「ゲーム機・パソコ
ンの貸出し、CD・ＤＶＤの貸出し」と同様、
院内生活での快適性、楽しみを実現す
る。
アロマの導入で、香りの供給事業、香りの
品質チェック事業、またそれを院内で実現
する人材が必要とされ、人材の育成、認
定事業も拡がる。病院の生活で、快適性
も実現する。心地よさは、ストレスを軽減
し、患者の健康にも貢献し、医療費の削減
ももたらすことが考えられる。

同左により、人びと（患者）の価値観の変化・多様化に
即応した、新しい時代の病院経営が可能となる。

D Ⅰ

  御要望の「アロマテラピー」がどのような診療を
指しているのか具体的に明らかではないが、我
が国の医療保険制度においては、「必要かつ適
切な医療は、基本的に保険診療により確保す
る」こととしており、保険診療と保険外診療を併
用することは原則として禁止しており、御要望を
実現することは困難である。

「各府省庁からの提案
に対する回答」の内容と
「措置の分類」に齟齬が
あるので整理されたい。
また、提案主体は医療
や保険の対象とするの
ではなく、実費を徴収す
ると主張していると考え
られ、その点を踏まえて
回答されたい。

アロマテラピーを「診療」とされています
が、平成17年9月1日保医発第0901002
号のなかの「療養の給付と直接関係の
ないサービス等」として、ＣＤで音楽を聴
く、ＤＶＤで映画を観るなどが掲げられて
いますが、それと同じように、潤いや楽
しみとして提供され、患者側からその費
用を徴収できるよう検討願います。な
お、「措置の分類」の「Ｄ」と、「回答」の
内容が矛盾しているのではないでしょう
か。

D Ⅳ

御要望の「アロマテラピー」がどのような
行為を指すのかが明らかではないが、患
者の趣向を満たす香りの提供を、対価の
発生するものとして医療機関が行うことに
つき、それが一連の診療行為の過程で
行われるものでないかどうか、一概に判
断することができないため、療養の給付
と直接関係のないサービスであるか否か
については、慎重な検討が必要であると
考えている。

貴省回答は「Ｄ（現行規定
により対応可能）」とされ
ている一方、「慎重な検討
が必要である」とし、回答
が不明確である。そこで、
右の提案主体からの再意
見にあるような内容は現
行規定下において問題は
ないのか、問題がある場
合には具体的にどのよう
な点か、明確に回答され
たい。

具体的な内容を下記に提示いたし
ますので、ご検討願います。アロ
マテラピーがいろいろな方法を採
るゆえに「どのような行為」か検討
しにくい点があったと推測申上げ
ます。この申請では、「花の香り」
「果物の香り」「木の香り」などの香
りを病室で楽しみ、潤いのある生
活を送るという使い方として、その
香りを患者が選び購入するという
点、また音楽ＣＤや映画映像ＤＶＤ
プレイヤーの貸出しと同じように、
香りを香らせる芳香器を貸出しす
るという点について絞ってご検討
願います。

1
1
0
9
1
9
0

株式会社 健
康自然医学
舎、社団法
人日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

厚生労働省

0
9
0
1
2
0

海外支援物資の迅
速な受け入れ体制
の構築
（国際防災協力特
区）

食品衛生法、厚生
労働省国民保護計
画

販売の用に供し、又は営業上使
用する食品等を輸入する場合、
その都度厚生労働大臣に届け
出なければならない（食品衛生
法第27条）。

台湾・花蓮市等との取り決めにより輸送
されることとなる海外支援物資等を受け
入れるため、
税関、検疫及び入国管理といった関係
各機関との事前協議に基づき、円滑に
受け入れられるようにする。

与那国町と台湾・花蓮市防災当局等の間
で防災及び災害支援の協力に関する取り
決めを締結し、迅速かつ的確な災害支援
体制を整備することが重要である。しか
し、海外から支援物資（緊急支援物資、備
蓄物資等）の受け入れには、様々な手続
きが必要であり、政府機関の人員が常駐
していないことから、関係機関と事前協議
により対処できるようにする。また、地域
防災計画に基づき、平時から防災研修、
受け入れ訓練を行う。

インド洋大津波は、大規模災害には国境は無く、災害
対策には近隣地域の協力が必要不可欠であるという
教訓を改めてもたらした。
与那国町は、日本の最西端に位置し、那覇から５０９ｋ
ｍ離れているが、台湾とは１１１ｋｍの距離にある。こ
のため、国内での確実かつ迅速な体制整備は当然で
あるが、近隣の地域とも十分な協力体制を構築してお
くことは、有意義・効果的であり、平常時の防災体制の
強化と災害時の迅速な対応等が可能となり得る。与
那国島に国際防災協力特区を設置し、姉妹都市であ
る台湾・花蓮市等との間で国際的協力を行うことによ
り、住民の生命・財産の安全確保等に大きく寄与する
ことが期待できる。

D Ⅳ

海外から提供される緊急支援物資のうち食品等
の受け入れについて、被害の発生状況、輸入さ
れる食品等の特性等を考慮した上で、輸入通関
時の食品等輸入届出手続の簡素化について関
係機関と調整を図ることとしており、具体的に
は、平成7年（1995年）兵庫県南部地震、平成16
年（2004年）新潟県中越地震の際に災害対策本
部等において救援物資に該当する貨物であるこ
とが確認された食品等については手続の簡素化
を実施したところ。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

別様あり。意見書の全文は補足資料を
お読み願います。
以下質問等概略。
①海外支援物資の迅速な受入れにあ
たり、地方公共団体の長が防災支援受
入れに係る判断を行うこと等について。
②海外支援物資の迅速な受入れに係
る事項：
食品等緊急支援物資受入れにあたって
の輸入通関時手続、救援物資該当貨
物についての手続簡素化等の措置に
関して。
③国境・孤立型離島等の特異な環境、
緊急災害時における国際防災協力の
必要性等をふまえた、協定等を結んだ
国外地方公共団体からの支援受入れ
に必要な措置について。（町と関係省庁
との事前調整，国際防災協力特区とし
ての検討要請等）
④「国境地域」に対する認識・取り組み
について。

D Ⅳ

 災害発生時には、兵庫県南部地震及び
新潟県中越地震の際と同様に適切な措
置を講じることとしている。
 なお、「国境地域」であるか否かにかか
わらず、食品衛生法に基づく規制を遵守
する必要があると考える。

本提案では、災害相互支援協定等を
結んだ国外地方公共団体等からの円
滑・迅速な支援物資の受入れに向け
て、国際防災協力特区として、これに
必要な諸手続きにつき、税関、検疫、
入国管理等を所掌する関係機関との
事前協議により円滑に対処したい旨
申し述べたが、これについて、手続簡
素化を含め、「災害発生時には、兵庫
県南部地震及び新潟県中越地震の
際と同様に適切な措置を講じる」とし
て「現行規定により対応可能」との回
答を得たことは有意義と認識する。
よって、今後は貴省を含む関係府省
と具体的協議を図り、その成果を国
際防災協力のモデルとして結実させ
たいと考えている。

1
1
1
3
0
2
0

与那国町

法務省
財務省

厚生労働省
農林水産省
内閣府

0
9
0
1
3
0

理容・美容車の構
造基準について

理容師法第11条の
２，第１２条
理容師法施行規則
第２５条，第２６条
美容師法第１１条，
第１３条
美容師法第２５条，
第２６条

理美容所の開設者は，その構
造設備について都道府県知事
等の検査を受け，その構造設備
が理美容所に必要な措置を講
ずるに適する旨の確認を受けた
後でなければ，これを使用して
はならない。

理容車・美容車について、最小限必要な
設備を満たしている場合には、小型車両
でも認めるものとする。

　現行の設置基準では、理容所・美容所
の構造基準をもとに定めているため、理
容車・美容車による開設をしようとする
際、大型のバス型を用いた規格ため在宅
福祉サービスには利用しずらい点があ
る。

在宅における生活支援サービス(理美容)において衛
生面の向上に繋がる在宅用の小型理容車・美容車
は、超高齢化社会を支える上で有益である。

D -

理美容所に必要な措置の具体的な内容につい
て，理美容師法施行規則で定められている清潔
保持，消毒設備及び採光・照明・換気に関するこ
と以外の措置は，都道府県が条例で定めてお
り，国においては，要望内容に関連があると思
われる面積要件等について規制していない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

厚生労働省の回答では、移動型の理容
車・美容車について面積要件等につい
て規制されてないと解答を頂きました
が、陸運支局における「法令等で特定さ
れる事業を遂行するための自動車」で
は、通常の理容室・美容室の届けにお
ける要項を基準に車検証が発行されて
おり、理容所・美容所の設置基準を下
回る小型車両では、理容車・美容車とし
て認めらない状況である。

D -

先に回答したとおり，移動理容所・美容所を
含む理容所・美容所の面積要件等について
は，都道府県等が条例により定めているもの
であり，国においては規制していない。
　また，提案の趣旨が特殊用途自動車の構
造要件の規制緩和なのであれば，当省とし
て回答する立場にない。

1
0
0
2
0
1
0

NPO法人日
本理美容福
祉協会　札
幌センター

厚生労働省

0
9
0
1
4
0

在宅訪問の高齢
者・障害者理美容
サービス

- -

行政サービスとして、実施されている出
張理美容サービスの委託先の緩和を求
めると伴に事業者登録認定基準を定め
ていただきたい。

高齢者・障害者理美容サービスの業務委
託をＮＰＯなどの団体が受託できること
で、増加傾向がある在宅療養する方々に
も適切な生活支援サービスが安心して利
用できるよう推進し普及させることで、介
護保険による介護サービスを利用されて
いる方々の利便性の向上を図る。

札幌市の場合における高齢者理美容サービスは基準
等の整備がされておらず、理容協同組合・美容協同組
合のみの委託事業であり、個々の事業者は参加を認
められない制度である。これでは、競争原理による質
の向上、利用者の利便性の向上も図れず、介助を伴
う寝たきりのなどの高齢者・障害者を専門に施術でき
る人材が活躍しづらい状況である。

E -
地方自治体が行う訪問理美容サービスの委託
先については，国として規制していない。

E -

1
0
0
2
0
2
0

NPO法人日
本理美容福
祉協会　札
幌センター

厚生労働省

理容師法第１条の
２、第６条、第６条の
２、第１１条
美容師法第２条、第
６条、第７条、第１１
条

理容の業は、理容師でなければ
行い得ず、理容師は、理容所以
外において業を行い得ない。美
容の業は、美容師でなければ行
い得ず、美容師は、美容所以外
において業を行い得ない。

現行法では、理容師は理容所として届
出されている店舗で、美容師は美容所
で届出されている店舗でのみ従事が可
能となっているが、広義の意味での「ヘ
アカット（髪の毛を切ること）」に特化した
専門店においては、届出に紐付けされる
ことなく従事することを可能とする。

ヘアカット専門店での理美容師混在従事
が可能となることにより、雇用機会損失の
防止、雇用機会の向上、顧客満足度の向
上を目指す。具体的には、現在の理容所
届けの店舗に美容師を、美容所届けの店
舗に理容師を配置し、「ヘアカット専門店
＝髪を切る店」との認識しか持っていない
顧客のヘアカットに関するすべてのニーズ
にお応えできる体制を整えることができ
る。また、特定の店舗で働きたい理美容
師が資格基準不一致のために退職せざる
を得なくなったり、求人応募時点で不採用
となったりするケースをなくすことで、求
人、研修、通勤交通費、引越し等のコスト
削減にもつながる。

提案理由：１．要請施設において、理容師は短髪刈
込、美容師は長髪カット技術を中心に教育を行われて
おり、その両分野の技術を提供できうる店舗環境を整
え顧客満足向上に繋げたい。２．基本的に理容師法、
美容師法における衛生基準は同様のものであるた
め、少なくとも有資格者である理美容師が運営を行う
以上、安全性に問題はない。３．技術不足による顧客
とのトラブルはヘアカット専門店のみに起こるものでは
なく、すべての理美容所共通の課題である。代替措
置：理美容師の資格を店舗内（もしくは名札等）に表示
することで、顧客への資格選択の自由を設ける。

C Ⅰ

理容師、美容師は、異なった教科課程を有する
理容師養成施設、美容師養成施設において、そ
れぞれ理容、美容を業として行うに際して必要な
法令の内容、理容、美容においてそれぞれ使用
する器具の取扱方法、それぞれの専門技術等を
習得し、養成施設を卒業後、それぞれ異なった
試験内容の理容師試験、美容師試験に合格し
た者に免許が与えられている。このように理容
師、美容師の制度は全く異なるものであり、その
相互受入れを認めることは，制度の根幹を揺る
がしかねず，実現は困難である。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

私共の運営しているカット専門店では、
理容所あるいは美容所として届出てい
る店舗があり、その双方において、全く
同一の機器・消毒器具等を用いており、
また、届出内容を問わず消費者より同
一サービスであると認識されている。し
かしながら、それぞれの届出店舗で働
いていた従業員が同一店舗内に従事す
ることは困難であるならば、カット専門
店として双方の届出が存在すること自
体大きな矛盾を抱えることになる。私共
はあくまで双方共通に教育課程に盛り
込まれているカット技術のみを提供する
のであり、各々の養成課程には存在し
ないような特殊技術（顔剃り等）を提供
することは断じてない。従って、制度の
根幹を揺るがすことにはなりえない。

C Ⅰ

先に回答したとおり，理容師養成施設，美容
師養成施設において習得する専門技術及び
理容師試験，美容師試験において課せられ
る実技の内容等はそれぞれ異なっており，理
容所・理容師が提供する技術等と，美容所・
美容師が提供する技術等は異なっている。
このうちカット技術については，提案主体が
自ら提案理由に書いているとおり，理容師は
短髪刈込，美容師は長髪カット技術を中心に
その技術を有しているのであって，カッティン
グと一口に言っても，それぞれの専門技術は
異なっている。
提案主体からの意見では，理容所あるいは
美容所として届け出ている店舗双方におい
て消費者から同一サービスであると認識され
ているとあるが，それぞれの店舗が理容所で
あるか美容所であるかを利用者に明らかに
せずに，消費者から同一サービスであると認
識されているとする実態が，そもそも消費者
保護の観点等から好ましいものではない。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

私どもの店舗では、理美容所それぞ
れの「検査確認済証」を貼っており、
消費者に理美容所の別を明らかにし
ていないなどということは一切ありま
せん。また、今回の回答では衛生面
について一切触れられておらず、技
術面にのみ言及されているということ
は衛生面に関しては問題ないとの解
釈とさせていただいた上で、養成施
設、専門技術、消費者保護の観点等
について別紙補足資料により意見を
述べさせていただきます。

1
0
8
6
0
1
0

キュービー
ネット株式会
社

厚生労働省

理容師法第１条の
２、第６条、第６条の
２、第１１条
美容師法第２条、第
６条、第７条、第１１
条

理容の業は、理容師でなければ
行い得ず、理容師は、理容所以
外において業を行い得ない。美
容の業は、美容師でなければ行
い得ず、美容師は、美容所以外
において業を行い得ない。

理容師・美容師が同じ店でサービスを施
すことを認可してほしい。

例えば、美容店に理容師が勤務し、現在
美容店では許可されていない「顔剃り」
サービスを、顧客に提供できるようにす
る。

美容店で、顔剃りが可能になる（顔の産毛処理は女性
からのニーズも高い）。
理容技術と美容技術の融合で、新しいメニュー提案や
ヘアスタイルの発信ができる。
若者の理容離れのため、廃業に追い込まれる理容師
が、それまでの経験を生かした再就職の場を得ること
ができる(雇用の流動化が促進される。雇用のミスマッ
チ回避にもつながる）。

C Ⅰ

理容師、美容師は、異なった教科課程を有する
理容師養成施設、美容師養成施設において、そ
れぞれ理容、美容を業として行うに際して必要な
法令の内容、理容、美容においてそれぞれ使用
する器具の取扱方法、それぞれの専門技術等を
習得し、養成施設を卒業後、それぞれ異なった
試験内容の理容師試験、美容師試験に合格し
た者に免許が与えられている。このように理容
師、美容師の制度は全く異なるものであり、その
相互受入れを認めることは，制度の根幹を揺る
がしかねず，実現は困難である。

C Ⅰ

2
0
0
5
0
1
0

NSBコンサ
ルティング株
式会社、社
団法人日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

厚生労働省

0
9
0
1
5
0

理容師・美容師混
在運営の認可

3　/　14
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具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
1
6
0

短期民泊営業にお
ける旅館業法並び
に消防法の規制緩
和

旅館業法第３条
旅館業法施行令第
１条，第２条
旅館業法施行規則
第５条

旅館業を経営しようとする者は，
都道府県知事等の許可を受け
なければならない。

短期間の民泊営業について、旅館業法
施行令に定める構造設備基準と、消防
法に定める消防設備条件の適用を除外
する。

毎年8月第四土曜日に行われる「全国花
火競技大会」のみならず地域内花火大会
開催時に、市内一般民家において短期間
（２日～１週間）、客一人当たり1泊5千円
程度の宿泊料金による民泊営業を実施推
進させ以下の効果を得たい。
1. 花火大会会場への観客流入流出時間
の分散化による交通渋滞の緩和。
2. 観客の地域滞在時間の増加による経
済効果増。
3. 民泊の宿泊費収入による経済効果増。
4. 大会運営への一般市民参加促進によ
る街の活性化。

　大仙市は花火大会を含め、年間を通じ全国有数の
花火打ち上げを行っている。特に全国花火競技大会
（大曲の花火）は通算80回を数え、一晩に70万人を集
める大会となったが、交通渋滞、宿泊施設の不足によ
り地元への経済効果は留まっている。また、花火大会
時以外の時の宿泊需要は少なく新たなホテル、旅館
等の進出は望めない。観客の多くは市内以外に宿泊
地を求め、大会前後には交通渋滞が発生している。ま
た、大仙市にとっても観客が当地に宿泊せず、他地域
に移動してしまうので十分な経済効果を得るに至って
いない。そこで、市内一般民家において短期有料の民
泊を実施し、問題を解決し経済効果を得たいが、旅館
業法の規制を受けると想定される。旅館業法施行令
に定める構造設備基準の適用を除外し、農家民泊特
区における消防法の消防設備要件省略と同様に、簡
便な申請により短期一般民家宿泊を実現させたい。

D -

　旅館業法施行規則第５条により，季節的に利
用される施設については，構造設備の基準のう
ち最低客室数や延床面積等の要件が適用除外
となっていることから，要望の内容にあるような
施設が旅館業法上の許可を取得することは可能
である。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　提案では「全国花火競技会」開催時だ
けでなく「花火の街」として年間を通じ全
て花火大会に適応できるような規制緩
和を望んでます。大仙市は広大な面積
を有し、元来各地域独自に行われてい
た花火大会も多く、「花火の街」づくりに
かかせないものとなっています。しかし
ながら、花火大会は夜行われるので質
の高い花火を上げても、大会終了後各
地域から宿泊施設がある場所までは交
通の便が悪く、それが障害となり観光客
の通年誘致につながっていません。特
区内でより簡便な申請による許可をお
願いしたいのでご助言をいただきたい。

D -

旅館業法施行規則第５条により，特定の季
節に限り営業する施設又は博覧会等の大会
のために一時的に営業する施設について
は，構造設備基準のうち最低客室数や延床
面積等の要件が適用除外となっている。
また，年間を通じて営業する施設であっても，
旅館業のうちの簡易宿泊所営業であれば，
構造設備基準中に最低客室数の要件が規
定されておらず，他の基準の内容もホテル営
業や旅館営業と比べて緩やかなものとなって
いる。
そのため，提案内容にあるような施設につい
ては，いずれかの方法により旅館業の許可
を取得することが制度上可能であると考え
る。
なお，上記の基準をも満たさないような施設
については，公衆衛生の確保等の観点か
ら，旅館業の許可を与えることは適当でな
い。

1
0
6
5
0
1
0

花火ときめ
きチーム

総務省
厚生労働省

0
9
0
1
7
0

デイサービスにおけ
る宿泊機能を一般
開放することについ
て「旅館業法」の規
制緩和

旅館業法第２条，第
３条

旅館業を経営しようとする者は，
都道府県知事等の許可を受け
なければならない。

現在、デイサービスにおいては、介護保
険法により、当該デイサービス利用者に
限って、宿泊が可能となっているが、こ
の宿泊利用の対象者を地域住民にも拡
大し、介護や育児やＤＶ等で悩む人達に
も一時避難的にレスパイトでき、２４時間
相談、研修等を受けられるような地域を
つくり、守り、活性化することを目的に、
旅館業法からの適用除外に「デイサービ
ス」を明記する。

通所介護施設のユニバーサルな設備環
境やほぼ地域の生活県内に点在している
利便性を生かし、特定の要介護高齢者に
その宿泊が限定されている機能を一般住
人に開放することにより、様々な福祉的
ニーズに悩み、苦しむ方々の支援を行う。
具体的には、その対象者をデイ利用者の
家族、地域で介護を支える当該デイ利用
者以外の家族、これから介護を経験する
予備軍としての地域住人、障害者介護や
育児、病児、ＤＶなどの問題を抱える住人
等に広げ、広く地域貢献し、地域福祉の向
上を目指すことを目的とする。

＜提案理由＞
介護保険法では、要介護高齢者が住みなれた地域に
おいて24時間切れ間のない生活を継続するサービス
として地域密着型小規模多機能施設が創設された
が、その利用対象はごく限定されている。また夜間介
護に多い、せん妄や徘徊などの現実問題がある中
で、ショートステイが満床で、いざというときに利用でき
ない状況がある。さらには地域にはライフサイクルごと
の様々な問題を抱えた住人が大勢いるものの、縦割
りの制度や地域の閉塞性等により、身近なところで気
軽に相談することもできずに病んだ状態で日々を過ご
している。ところがデイに特定の利用者以外が宿泊す
ることは旅館業法に抵触するとされ、当該利用者以外
の高齢者や家族も利用はできない。地域福祉向上の
ために旅館業法の規制緩和を求める。

C Ⅰ

　旅館業の経営が許可制となっているのは，公
衆衛生の確保等の観点から，構造設備等につ
いて一定の基準を満たす必要があることによる
ものであり，他の法令に基づく衛生措置の確保
がなく，宿泊料を受けて，一般の地域住民等を
宿泊させるのであれば，旅館業の許可を得るこ
とが必要である。

デイサービス利用者の
家族等が実費負担のみ
で利用する場合は認め
られないか、検討し回
答されたい。

C Ⅰ

名称の如何を問わず，宿泊の対価に当たる
料金を徴収するのであれば，旅館業の許可
を得ることが必要である。
なお，食事に係る実費のみを徴収し，宿泊の
対価に当たる料金を徴収しないのであれば，
旅館業には当たらないので，旅館業法上の
許可を得る必要はない。

1
1
0
1
0
3
0

特定非営利
活動法人 雑
木林物語

厚生労働省

0
9
0
1
8
0

一般公衆浴場要件
の緩和

－ －

公衆浴場は許可対象と許可対象としな
いものに分類され、許可対象の公衆浴
場の中でも「一般公衆浴場」と「その他の
公衆浴場」に分類されている。「一般公
衆浴場」は上下水道の減免措置が講じ
られており「その他の公衆浴場」は一切
の特別措置が適用されていないため一
定の要件を満たしている場合には「一般
公衆浴場」の分類適用または特別措置」
対象とする。

「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」
の区分を緩和し地域住人の健康増進に寄
与できる施設を目指す。具体的には「一般
公衆浴場」を対象とした上下水道料金を
「その他の公衆浴場」にも特別措置として
適用しコスト削減を図ることにより入浴料
の低減、健康増進を目的とした施設の充
実につながり高齢化社会に適応した地域
コミュニティの場をも構築できる。

提案理由：「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」に
おける水道料金の価格差は10倍以上となっている。
「一般公衆浴場」優遇措置の目的は地域住民の保健
衛生上必要な施設として適用されているものであり。
「その他の公衆浴場」においても適用条件に準拠して
いる。更には温浴は、ストレス解消、ダイエット、病気
治癒等の効果があり国民の健康に大きく寄与する。本
提案は温浴施設の発展を補助するものであり21世紀
における国民健康づくり運動「健康日本２１」の具体策
として有効であり高齢者のコミュニティの場としての利
便性が向上できれば医療費の低減が見込める。

D -
　いわゆる一般公衆浴場とその他の公衆浴場の
区分及び公営水道の料金は、いずれも地方自
治体が条例において定めているものである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

上下水道の料金はいずれも地方自治
体の条例で定めているが物価統制令第
4条の規定に基づき一般公衆浴場とそ
の他公衆浴場に区分されている。よっ
て物価統制令の適用を撤廃し、一般公
衆浴場とその他公衆浴場を一本化す
る。但し上下水道料金の優遇措置は残
す。保護及び活性化や繁盛創出のため
の観点において現行の一般公衆浴場
には別途特別措置を設ける。この背景
としては一般公衆浴場の軒数は大幅に
減数しておりその他公衆浴場は大幅な
増加となっている。医療費の増加が否
めない今日において運営経費の低減に
より広く地域住民の利便性を向上させ
「健康日本２１」の具体策として医療費
低減が期待できる。

C Ⅰ

自家風呂を持たない住民にとって，公衆浴場
は日常生活に欠くことのできない施設であ
り，住民が低廉な料金で公衆浴場を利用でき
る機会を確保することが必要であることを踏
まえ，物価統制令に基づく上限価格が設定さ
れているところであって，これを廃止すること
はできない（なお，物価統制令では，一般公
衆浴場とその他の公衆浴場といったような区
分をしていない。）。
また，先に回答したとおり，いわゆる一般公
衆浴場とその他の公衆浴場の区分及び公営
水道の料金は、いずれも地方自治体が条例
において定めているものである。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

現在、一般公衆浴場は減少傾向にあ
り、ご指摘されている自家風呂を持た
ない住民にとって、近隣の一般公衆
浴場の閉鎖は生活を脅かす課題であ
る。この様な状況において、物価統制
令というマクロな政策で自家風呂を持
たない住民を救済することは困難で
あり、低所得層への入浴券の配布等
の現実に即した政策を講ずるべきで
ある。また、水道料金の減免措置に
ついては、ご指摘の通り自治体の条
例で定められているが、一般公衆浴
場の物価統制令の見直しを図る以
上、全ての公衆浴場に対して減免制
度を標準化していく必要がある。公衆
浴場の活性化は、国民の健康増進を
促進するものであり、特区でケースス
タディを示す価値が大いにあると推測
される。

1
1
0
9
2
0
0

株式会社 ト
リリオン、社
団法人日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

厚生労働省

0
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1
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保護された犬の公
示期間延長につい
て

－ －

保護した犬の所有者が判明しない場
合、市町村においてその内容を2日間公
示することになっていますが、その公示
期間を7日間に延長したい。

保護された犬の救済活動として、行政、救
済団体、動物病院、ペット関連企業、各種
マスコミ及び市民ボランティア等全てが連
携協働を図り、環境省が開設している再
飼養支援サイト（http://www.jawn.jp/）に
準じて、再飼養支援の活動を実施したい
と思います。厚生労働省が打ち出している
処分減少施策として本事業を推進し、欧
米並みの動物先進国に向けて、動物虐待
の対処や動物保護に対する理念の啓発
を促すことが可能だと考えております。

行政収容公示2日という期間では、運悪く飼い主から
はぐれた犬たちが、飼い主の元に戻れる可能性は低
いです。飼い主が首輪の所有者明示（注射票装着義
務）を怠っていることで、行政収容された犬が処分され
ているのは、あまりにも残酷です。
実際、大阪地区では、1週間という土日を挟む収容延
期を実施することで、返還率を上げており、仕事を持っ
た飼い主が、遠方立地の動物管理センターや保健所
に引き取りに来る確率が上がっていることもデータとし
て出ています。
公示期間を1週間とすることにより、返還率の向上が
見込まれ、環境省が打ち出している返還率向上の方
針にも沿うものになると考えます。

D -

狂犬病予防法は、第６条第８項に規定する公示
期間を２日間としているが、これは当該犬に対す
る所有権の確保を目的として定めたものであっ
て、当該犬の処分については、都道府県の判断
により任意に延長することができる。
このため、都道府県知事が処分の期間を延長す
る旨の判断をした場合は、市町村長は、告示期
間の２日に加えて、任意で告示を継続することが
可能である。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

現状では国内で発生の狂犬病はなく、
所有権の確保であるならば、2日では到
底足りないと訴えているものである。行
政処分がまかり通るのも、都道府県の
任意に一任している国の安易な姿勢が
動物の命を無駄にガス室にて送り込む
こととなっており、動物愛護の観点から
今の状況にそぐわない形になっている
と判断する。狂犬病予防接種時に発行
される注射票や鑑札は首輪への装着義
務があるにもかかわらず徹底周知され
ておらず、迷犬が家に帰れずに行政収
容され処分に至っている。せめて、注射
時の際に装着器具（二重リング等）の配
布を行い、必ず装着するよう徹底すれ
ば、現状に歯止めが効くと考えられる為
早急に来年度から全国実施要請する。

D -

　狂犬病予防法は、狂犬病の発生の予防及
びそのまん延の防止を目的とした法律であ
り、その目的と所有権の確保との均衡を図る
観点から２日という日数が設定されたもので
あるが、各自治体がその期間を延長すること
を妨げるものではない。
　また、鑑札や注射済票の装着については、
より装着しやすいものに変更できるよう厚生
労働省令を改正することとしており、これと併
せて、各自治体に所有者に対する鑑札等の
装着義務の遵守が徹底されるよう指導・助言
してまいりたい。
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個人 厚生労働省
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非検疫港状態の与
那国島でのクリアラ
ンス船等の入港に
関する要件緩和
（クリアランス船等
受入れ促進特区）

検疫法第21条第1
項

検疫港以外の港において検疫
を実施する場合、船医が乗り組
んでいること等を要件としてい
る。

検疫法では、検疫港以外の港において
も、検疫所長が許可した船舶については
検疫を行い得ることとされている。しか
し、現在運航中の貨物船の多くは船医を
乗り組ませておらず、検疫法（第21条第1
項）に定める許可の要件を満たさないこ
とから、検疫港以外の港には直接入港
することができないものと解される。クリ
アランス船等の外国船舶の与那国島へ
の入港に際しては、船医を乗り組ませて
いなくても検疫所長は検疫法による許可
を行い得るものとし、下記の提案理由に
基づく当該事業を促進することとする。

与那国町では、下記の提案理由に基づ
き、目下石垣港に過度に集中するクリアラ
ンス船の分散・機能分担に寄与し、かつ、
国境最西端の立地を生かした近隣アジア
地域との新たな国際交流拠点の形成を目
指す見地から、当該クリアランス船の一定
数を受け入れる方針である。そのため、海
外から与那国に入港する船舶について
は、船医が乗り込んでいないものであって
も、他の要件を充たし検疫所長が適当と
認めるものについては検疫法（第21条第1
項）の許可が行い得るものとし、かかる要
件緩和に基づいてクリアランス船等の外
国船舶の与那国島入港を促進する。

中国―台湾間を第三国経由で往来するクリアランス
船のうち、石垣港に立ち寄る同船舶は増加の一途を
辿り、昨年は前年比19％増の5,168隻となっている。か
かる状況下、現地では、別添の八重山漁協要望書の
とおり、漁場荒廃や営漁時の安全障害など持続可能
な漁業を脅かす深刻な諸問題が発生し、海底送電
ケーブル切断事故等も生じている。
与那国町は国境最西端の立地を生かした新たな国際
交流拠点の形成を目指しており、目下石垣港に過度
に集中するクリアランス船の分散・機能分担に寄与し
つつ、「国境離島型開港」を目指す方針である。特に
与那国は中台直行ルートに近接しており、所要時間短
縮や燃料費削減など運航側のメリットも創出可能であ
る。現在「不開港」状態にある与那国でのクリアランス
船等の入港につき実効的措置（要件緩和・促進策等）
を講じることにより、上記問題の改善にも資する公益
性の高い事業が可能となることから本提案を行う。

C Ⅰ

検疫港は業務を行う上で必要な人員及び設備を
備えており、政令によって定められることにより
個別の指定を受けて検疫港となることができるも
のである。
逆に、必要な人員及び施設等を備えていない非
検疫港において検疫を実施するためには、船医
が乗り込んでいること等の要件を付すことによ
り、検疫感染症の病原体を持ち込む危険性のあ
る船舶の入港を事前に除外する必要がある。
　従って、船医の乗船もない船について、検疫港
以外の港に入港を許可するということは、検疫感
染症の病原体が国内に侵入する可能性を高め
るおそれがあり、感染症防止対策及び検疫制度
の趣旨から困難である。

提案者は当該港は相当
数船舶の入港が予想さ
れると主張しており、必
要な人員及び施設等を
備えたうえで検疫港とし
て認める方向では検討
できないか。また、右の
提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回
答されたい。

補足資料（意見書全文）参照。以下概
略。
目下深刻な諸問題を引き起こしている
石垣港へのクリアランス船集中の実態
に鑑み、本提案では、国境の立地を生
かし、その分散･緩和に資する公益的事
業として当該措置を求めた。
船医乗船を含む諸要件を充足し、検疫
感染症等危険性のある船舶入港の事
前除外が担保されればクリアランス船
等外国船舶の与那国入港は可能か。
貨物積卸しがなく、殆どが洋上待機で
着岸しない等のクリアランス船の入港
実態に応じた緩和措置は検討不能か。
船舶と航空機で、非検疫港・非検疫飛
行場における医師の乗船・搭乗の取り
扱いに差が生じていること等について
の見解。
他、「国境地域」に対する認識・取り組
み等。

C Ⅰ

　検疫法は、国内に常在しない感染症の病原体が、船舶又は航空機を介して
国内に侵入することを防止することが目的であり、船舶及び航空機ともに、原
則として検疫後でなければ入港、着陸等を認めないことを原則としているが、
国内への感染症の侵入を防ぐための措置を講じた上で、検疫港、検疫飛行
場以外の港や飛行場でも検疫ができるようにしている。
　こうした措置として、船舶については、検疫法第21条において要件を定め、
検疫港における検疫に準じる状態を担保しているが、ここで、船舶について
船医の乗船を要件の一つとして定めているのは、船舶が一定期間をかけて
航海しており、その過程で患者が発生した場合に、診断、治療ができるのは
医師たる資格を持った者であるため、当該船舶が清浄な状態にあることを担
保する要件として船医の乗船を求めているものである。
　一方、第4条において、航空機が検疫所長の許可を受ければ検疫飛行場以
外の国内の場所に着陸することができるとしているが、これは航空機につい
ては、検疫をせずに飛行したまま留め置くことが困難であることに加え、感染
症の潜伏期間内に到着してしまうことがほとんどであることから、医師の同乗
を求める合理性に乏しいという船舶との性質の違い等に由来する。
　クリアランス船については、検疫所に対し、検疫を要求していること、上陸、
陸揚げ等の可能性が否定できないこと等から、他の船舶と同様の対応をとっ
ているところであり、検疫港以外の港で検疫を行うための衛生状態を担保す
る要件として船医の乗船は不可欠であり、検疫行為の要件を緩和することは
できない。
　チャーター便を含む航空機が検疫飛行場以外を利用していることや医師の
搭乗を検疫飛行場以外の飛行場での検疫において義務づけていないことに
ついては、上記の理由によるものであり、また、実態としても、着陸時には、検
疫飛行場における検疫と同様の検疫官等による検疫業務を実施し、必要な
対応が可能であり、検疫行為自体を緩和しているものではない。
　このように、検疫の実施については、国内への感染症の侵入を防ぐため人
員、施設の面で万全の措置を講じた上で行っているところであり、「国境地
域」であることをもってしても、感染症の病原体の国内侵入の防止をする必要
性については変わるところがなく、「国境地域」を条件として、検疫対応の緩和
等の特別な対応を行うことは考えられない。また、検疫対応を行う人員、施設
を配備する検疫港の指定については、相当程度の入港、国際定期便の就航
等により、恒常的なヒト、モノの流入が十分に見込まれることも要件とすることが
実効的と考えており、クリアランス船の入港、出港の状況に照らし、その数が
多いことをもって、新たに検疫港に指定することは困難である。
　なお、検疫法第２１条第１項の要件を全て満たす船舶であって、同条の規定
に沿った対応を取るのであれば、非検疫港への入港は可能である。

既に申し述べたとおり、本提案は、目下
年間5,000隻超のクリアランス船が集中す
る石垣港において、漁場荒廃や営漁障
害、海底送電ケーブル切断事故等の深
刻な諸問題が発生している現状に鑑み、
かつ、日本最西端の立地を生かした交流
拠点の形成等を目指す見地から、クリア
ランス船の分散に寄与する与那国島での
一部受入れ等を主眼とする公益的事業
の促進に資する特例措置を提案したもの
である。
これについて、「クリアランス船について
は、検疫所に対し、検疫を要求しているこ
と、上陸、陸揚げ等の可能性が否定でき
ないこと等から、他の船舶と同様の対応
をとっているところであり、検疫港以外の
港で検疫を行うための衛生状態を担保す
る要件として船医の乗船は不可欠であ
り、検疫行為の要件を緩和することはで
きない。」との回答が示される一方、「検
疫法第21条第1項の要件を全て満たす船
舶であって、同条の規定に沿った対応を
取るのであれば、非検疫港への入港は
可能」である旨確認できたことは、上記の
公益的事業推進に向けて一定の意義が
あったと認識する。当該事業実施にあ
たっては適切な指導を賜りたい。
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与那国町 厚生労働省
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 09 厚生労働省（特区第10次 再々検討要請）
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理
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具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
2
1
0

観光客等に対する
オウレン販売（「観
光オウレン畑」開
設）の容認

薬事法第12条、第
13条、第14条等

医薬品を製造販売するには、
品目毎に承認等を受けるこ
と、医薬品製造販売業及び
製造業の許可が必要であ
る。

特産物であるオウレンを地域の観光資
源と捉え、キャンプや観光で大野市を訪
れる訪問客が、有償で自家消費のため
に摘み取り、持ち帰ることのできる「観光
オウレン畑（仮称）」の開設を容認する。

　オウレンは、生薬（胃腸薬）として国内の
消費者には根強い人気がある。
　そこで、栽培林家（３組合、約６０数軒）
の管理の下、キャンプや観光のために本
県大野市を訪れる訪問客自らが、自家消
費するためにオウレン畑に入り、オウレン
を摘み取ってもらうための「観光オウレン
畑（仮称）」を開設する。
　これにより、植付けを行っても収穫しな
いまま放置していた生産林家の所得が回
復するとともに、平均寿命が男女とも全国
第2位である健康長寿県という本県の特
長を活かした都市と農村との交流を促進
することで地域の活性化を実現する。

　福井県大野市は、平成14年頃までオウレンの生産
量（＝製薬会社との取引量）が国内生産量の約6割を
占める日本一の生産地であったが、中国産オウレン
が安価なことから製薬会社からの需要がなくなり、現
在、栽培組合では栽培したものをそのまま放置してい
る状態にある。
　また、生産者自らが販売するための方策を検討して
きたが、医薬品であるオウレンの製造や販売には、薬
事法に基づき製造販売業の許可等を取得する必要が
あり、許可等の基準が非常に厳しく、生産林家が許可
等を取得することは事実上困難である。
　そこで、これまで栽培してきたオウレンを、地域の観
光資源として活用できるようにすることで、生産林家の
所得向上と都市と農村との交流促進による地域の活
性化を図りたい。

C Ⅰ

　オウレンについては、根茎及びひげ根の部
分が専ら医薬品として使用される成分本質
（原材料）とされていることから、抜き取った
オウレンについて、根茎及びひげ根の部分
を切除せずに観光客に持ち帰らせる行為は
医薬品の販売行為に該当し、本提案につい
ては認められない。
　なお、鑑賞等の目的でオウレンを観光客に
持ち帰らせる場合、当該オウレンは薬事法
上の医薬品には該当しないため、薬事法の
規制対象外である。

C Ⅰ
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福井県 厚生労働省
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難病と闘う特区 薬事法68条

　人の疾病の診断、治療又は
予防に使用されることが目的
とされている物については、
薬事法上の医薬品に該当
し、その製造販売を行う際に
は製造販売承認が必要とさ
れているところである。
　また、承認前の医薬品の広
告については、承認内容のい
かんにより虚偽又は誇大な
広告になるおそれが多分に
あることから、これを未然に
防止するため、薬事法第６８
条において禁止している。

①薬事法に依り薬でない物は、効能を
掲示できない。
②今医学現場は混乱し、国民の不信を
買っている。薬に頼り過ぎるから治らな
いので薬以外の物を考案致しました。人
は酸素を１００吸って炭酸ガスを１００出
している。若い時は良いが年を取れば１
００吸っても８０～９０しか出さなくなる。
その１０、２０は動脈の血液へ混じってい
く。血液中の炭酸ガス過多が糖尿病の
遠因です。考案した飲物が炭酸ガスを取
り込み血液を綺麗にし難病と闘います。
良い物でも薬ではないので効能を掲示
できない。

大豆、小豆等、有機物に酵母菌等を混ぜ
て発酵し、時間が経過するとアルコール飲
料と哉ります。
体に良いという酢と百薬の長とされる酒が
混合したアルコール飲料を造り、熱処理
消毒を施さないで生きた微生物が体内に
吸収され血液と混り炭酸ガスで汚れた血
液の炭酸ガスを（植物が炭酸ガスを酸素
に替える如く）酸素に替えて、浄化致しま
す。
アルコールが血液中の病原菌を消毒して
難病と闘います。

①リューマチ、パーキンソン病、認知症、Ｂ型肝炎、Ｃ
型肝炎、目の病気（緑内障、白内障）、血小板不足、
糖尿病、その他の難病、直す薬がない状態です。この
対策には世界の大企業が研究をしているが今だ完成
されていない。
②血液が汚れて（動脈の血液が静脈の血液と同じよう
に炭酸ガスが多く混入している）いるので綺麗にする
ことにより難病は改善することができます。

C Ⅰ

　未承認の医薬品は、公に効能・効果等が
認められていない。未承認の医薬品を広告
すると、適切な医療を受ける機会を喪失させ
る結果につながりかねないため、未承認の
医薬品を広告することは禁止されている。
　なお、医薬品として承認を受けるために
は、科学的かつ客観的に収集された臨床試
験成績等の有効性・安全性等に係るデータ
を揃え、医薬品としての製造販売承認申請
を行う必要があり、承認を受けた際には、虚
偽又は誇大な広告に当たらない範囲内で広
告を行うことが可能となる。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

効能効果の件不可と哉りましたが、薬
で難病を治療する事ではありません。ア
ルコール飲料で治療するのでありまし
て、私の友が糖尿病から緑内障に掛り
失明寸前でしたが、この飲料を飲んで
視野狭窄が回復致しました。１０００人
に１人でも治るのならば難病と闘う特区
で対処してやるべきと思います。

C Ⅰ

　薬事法第２条第１項に規定されているとおり、「人又
は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されること
が目的とされている物」は医薬品に該当する。
　前回も回答しているとおり、未承認の医薬品は、公に
効能・効果等が認められていない。未承認の医薬品を
広告すると、適切な医療を受ける機会を喪失させる結
果につながりかねないため、未承認の医薬品を広告す
ることは禁止されている。
　なお、医薬品として承認を受けるためには、科学的か
つ客観的に収集された臨床試験成績等の有効性・安全
性等に係るデータを揃え、医薬品としての製造販売承
認申請を行う必要があり、承認を受けた際には、虚偽
又は誇大な広告に当たらない範囲内で広告を行うこと
が可能となる。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

未承認の医薬品は効能を掲示できな
い事は承知致しておりますが、前回
意見致しました様に、緑内障に罹るも
失明寸前で視野狭窄が回復致しまし
た。萬人に有効とは申しません。でも
医食同源と申します。治療法を確認し
ていない難病の方々が半年以上飲ん
で病気の源と成っている体の何処か
が新陳代謝で体外へ排出されれば患
部も除々に良く成ってくると思います。
私には難病患者の痛みも痒みも分か
りません。今どうにかして欲しいと
思ってるんでしょうから、特定疾患患
者と話し合いで飲んで戴くことは出来
ない物でしょうか。その為にも難病特
区を申請致します。
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個人 厚生労働省
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医療機関等から県
への指定医療機関
等の申請・届出等
のワンストップオン
ライン化に伴う法令
に規定される申請・
届出様式の簡素化

生活保護法施行規
則第10条第1項の
規定に基づく指定
の申請、同施行規
則第10条の2第1項
の規定に基づく指
定の申請、同施行
規則第14条第2項
及び第14条の第3項
の規定に基づく変
更等の届出、同施
行規則第15条の規
定に基づく指定の
辞退

生活保護法第４９条において指
定医療機関の指定、及び、第５
０条の２において指定医療機関
の名称の変更等について規定
しており、その様式について生
活保護法施行規則に定めてい
る。

医療機関等から県への指定医療機関等
の申請・届出をワンストップでオンライン
化することに伴い生活保護法施行規則
に規定される指定医療機関等の申請・
届出様式の簡素化を可能とする。

生活保護法施行規則第10条第1項の規定
に基づく指定の申請、同施行規則第10条
の2第1項の規定に基づく指定の申請、同
施行規則第14条第2項及び第14条の第3
項の規定に基づく変更等の届出、同施行
規則第15条の規定に基づく指定の辞退の
申請・届出様式の簡素化（押印の廃止及
び申請・届出内容の簡素化）を実現するも
の。

生活保護法による指定医療機関等の申請・届出等の
様式が生活保護法施行規則に規定され、オンライン
化による業務の見直し（押印の廃止、申請・届出内容
の簡素化）の障害となっているため。

Ｂ－１ Ⅲ

生活保護法施行規則に規定される指定医療
機関等の申請・届出様式については、自治
体等に意見を伺いつつ簡素化に向けた検討
を行い、平成１８年度末を目途に改正を行
う。

右の提案主体からの
意見について、回答
されたい。

厚生労働省より「生活保護法施行規則
に規定される指定医療機関等の申請・
届出様式については、自治体等の意見
を伺いつつ簡素化に向けた検討を行
い、平成１８年度末を目途に検討を行
う。」との前向きな回答を得たが、本県
が求める簡素化事項及び押印廃止は
全て実現できるものと理解してよいか。
仮に、他の自治体の意見などから、当
該申請・届出様式の簡素化や押印廃止
が一部に止まった場合は、本県が、構
造改革特区の申請でこれを実現するこ
とは可能か。

B-1 Ⅲ

提案については、全国的に対応すべきも
のと考えており、貴県からの提案の趣旨
を踏まえ、調整を図りながら、平成１８年
度末を目途に改正を行うこととしたい。
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和歌山県 厚生労働省
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非常勤嘱託員に特
別社会福祉主事資
格を付与する

社会福祉法第１９条

社会福祉法第１５条第６項にお
いて、福祉事務所の現業を行う
所員は社会福祉主事でなけれ
ばならないとされ、同法第１９条
第１項において、社会福祉主事
は事務吏員及び技術吏員とす
る、としている。

地方公務員法第３条第３項第３号に基づ
く非常勤嘱託員に特別社会福祉主事資
格を付与することで、国民生活のセーフ
ティネットである生活保護を、納税者から
の理解を得られる、真に生活困窮者の
自立を助長する制度としたい。

地方公務員法第３条第３項第３号に基づく
非常勤嘱託員に特別社会福祉主事資格
を付与することで、国民生活のセーフティ
ネットである生活保護を、納税者からの理
解を得られる、真に生活困窮者の自立を
助長する制度としたい。

生活保護受給者が増加する中、悪質な受給者による
不正受給も少なからず発覚しているが、このことは決
して納税者の理解を得られるものではなく、国民生活
のセーフティネットの根幹に関わるものであり、早急な
対策が不可欠である。しかし、真に保護を必要とする
市民の生活保護申請権を侵害しかねない窓口対応は
許されず、また、保護開始後の資産の発生や収入の
有無などを詳細に把握するためには、申請者や受給
者の資産・環境を詳細に調査し、その後の法的手続に
関する専門知識を有した人材の活用が不可欠であ
る。だが、正規職員の増員は、今日の効率的な行政
運営に逆流する。そこで、これらの人材を非常勤嘱託
員として採用し、生活保護の現業活動を行うことを可
能とするため、社会福祉法第１９条の特例を設け、地
方公務員法第３条第３項第３号に基づく非常勤嘱託員
に特別社会福祉主事資格を付与したい。

D -

現行法上、非常勤嘱託員であっても、大学等に
おいて厚生労働大臣の指定する社会福祉に関
する科目を修めて卒業した者等であれば社会福
祉主事の資格を与え、この者を非常勤嘱託員の
身分のまま、生活保護の現業業務の一部に従
事させることは可能である。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

「非常勤嘱託員の身分のまま、生活保
護の現業業務の一部に従事させること
は可能」とのご回答を頂戴したが、具体
的に以下の業務について、吏員である
社会福祉主事と同様に市長を補助でき
ると解釈してよいかご教示願いたい。①
生活保護法26条及び28条における保
護の停止・廃止の決定や当該通知②同
法27条における生活の維持、向上その
他保護の目的達成に必要な指導又は
指示③同法27条の2における要保護者
からの相談及びそれに対する助言④同
法28条における居所への立ち入り調
査、及び医師・歯科医師での検診命令
また、非常勤嘱託員に限らず、非常勤
職員や民間の受託業者であっても同様
と解してよろしいか併せてご教示願いた
い。

D -

非常勤の者に社会福祉主事の資格を与
え、その身分のまま御指摘の業務に従事
させることは可能である。また、④の立入
検査の公権的行為そのものについては
職員が直接行う必要があるが、民間の受
託業者についても、御指摘の業務を含む
保護の決定・実施に関連する事務を行わ
せることは可能である。
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草加市 厚生労働省
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民生委員・児童委
員の補助員制度等
の創設①

民生委員法第５条、
第１０条、第１４条

民生委員法第１０条において、
民生委員には、給与を支給しな
いもの、としている。

補助員は市町村長が委嘱でき（民生委
員法第5条）、無給を報酬支給にし（同法
第10条）、補助員の職務内容を新たに追
加する。（同法第14条）

民生委員・児童委員の職務を補佐する補
助員を市町村長が委嘱し、将来の民生委
員・児童委員の担い手としての人材育成
を図る。また民生委員・児童委員とその補
助員に対し、適正な報酬を支払う。

民生委員・児童委員は無給である上、その職務は幼
児から高齢者まで範囲も広く、民生委員自身の生活に
も影響を与えており、単に名誉職ではないとしながら
も、無報酬としていくことには無理がある。
報酬制度と補助員の創設による環境整備によって、民
生委員・児童委員の職務の重要さを適正に評価し、活
動に配慮するとともに人材確保を図っていきたい。

Ｄ －
①　市町村が独自に民生委員・児童委員の職務
を補佐する補助員を設置し、報酬を支払うこと
は、現行でも実施可能である。

右の提案主体からの意
見について、回答され
たい。

①補助員は、一部ではあるが民生委
員・児童委員の職務を補佐し、代行す
る。法律で規定済みの職務を行う者を、
地方公務員法第３条第３項の規定に基
づく特別職として条例で新設することに
問題はないか。

E -
地方公務員法については、当省の所管
ではないため判断できない。

右の提案主体からの意見
について、回答されたい。

①報酬の支払いの是非を判断する場
合は、地方自治法及び地方公務員法
に照らし、判断されなければならない
と思われるが、貴省１次回答におい
て、「市町村が独自に民生委員・児童
委員の職務を補佐する補助員を設置
し、報酬を支払うことは、現行でも実
施可能である。」といったんは判断さ
れた際の根拠を示されたい。
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民生委員・児童委
員の補助員制度等
の創設②

民生委員法第５条、
第１０条、第１４条

民生委員法第１０条において、
民生委員には、給与を支給しな
いもの、としている。

補助員は市町村長が委嘱でき（民生委
員法第5条）、無給を報酬支給にし（同法
第10条）、補助員の職務内容を新たに追
加する。（同法第14条）

民生委員・児童委員の職務を補佐する補
助員を市町村長が委嘱し、将来の民生委
員・児童委員の担い手としての人材育成
を図る。また民生委員・児童委員とその補
助員に対し、適正な報酬を支払う。

民生委員・児童委員は無給である上、その職務は幼
児から高齢者まで範囲も広く、民生委員自身の生活に
も影響を与えており、単に名誉職ではないとしながら
も、無報酬としていくことには無理がある。
報酬制度と補助員の創設による環境整備によって、民
生委員・児童委員の職務の重要さを適正に評価し、活
動に配慮するとともに人材確保を図っていきたい。

Ｃ Ⅰ

②　なお、民生委員・児童委員は、「社会奉仕の
精神」の下に、民間奉仕者としての立場から、地
域福祉の推進の担い手として活動しているとこ
ろであり、報酬の支払いは、民生委員・児童委員
制度にはなじまないものと考えている。

民生委員等の人材確保
の一方策として検討で
きないか。右の提案主
体からの意見を踏ま
え、再度検討し回答さ
れたい。

②民生委員は民間の奉仕者とされなが
らもその身分は地方公務員であり、都
道府県の特別職であるため、報酬の支
払いを受けられないとは考えにくい。通
常のボランティアと異なる職務の重要性
や本人や家族にかかる重圧を鑑み、活
動上の実費補償も含めて適正な報酬を
支払うことは、法の目的の実現を妨げる
とは考えにくく、推薦の際支障となる要
因を減らすものである。

C Ⅰ

  民生委員・児童委員の身分について
は、特別職の地方公務員と解されている
が、その本分は社会全体に対する奉仕
の精神をもち、職務に対しても報酬を求
めない、いわゆる民間篤志家としての活
動を行うものであることから、民生委員に
は「給与を支給しないもの」としているとこ
ろである。

右の提案主体からの意見
について、回答されたい。

②地方公務員としての身分は職務内
容や経費支弁者等を総合的に勘案し
て出された解釈で、報酬を受ける権
利の根拠でもある。活動に関わる最
低限の補償として報酬を支払うこと
が、社会奉仕の精神を阻害するもの
とは考えられない。民生委員・児童委
員に対する社会的要請が強くなる中
で、少しでも個人的な負担を軽減する
ことは、民生委員法の目的の実現に
適っていると考える。
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逗子市 厚生労働省
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 09 厚生労働省（特区第10次 再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
2
6
0

点字図書館におけ
る録音図書の貸し
出し要件の緩和

身体障害者福祉法
第４条及び別表

第４条　この法律において、
「身体障害者」とは、別表に
掲げる身体上の障害がある１
８歳以上の者であつて、都道
府県知事から身体障害者手
帳の交付を受けたものをい
う。
別表
一　次に掲げる視覚障害で、
永続するもの
　１　両眼の視力（万国式試
視力表によつて測つたものを
いい、屈折異常がある者につ
いては、矯正視力について測
つたものをいう。以下同じ。）
がそれぞれ０．１以下のもの
　２　 一眼の視力が０．０２以
下、他眼の視力が０．６以下
のもの
　３　両眼の視野がそれぞれ
１０度以内のもの
　４　両眼による視野の２分
の１以上が欠けているもの

著作権法において「専ら視覚障害者向
け」に限定されている貸し出し対象者に
ついて、「視力の衰えた一般の高齢者等
にも貸し出し可能」であることを明確化す
る。

　北九州市視覚障害者情報提供施設（市
立点字図書館）では、現行法に基づき、著
作者の許諾なしに録音図書を作成し、視
覚障害者に限って貸し出し業務を行うこと
ができる。
　視力が衰えた一般の高齢者にも許諾な
しに貸し出し可能であることを明確化する
ことにより、利用者のニーズに広くかつ効
率的に対応できるようにする。

　「視覚障害者」の基準が明確でないため、北九州市
では身体障害者手帳の有無をもって視覚障害者の客
観的な判断基準としている。したがって、視覚障害と
同等レベルの視力であっても身体障害者手帳を交付
されていない人や、視力の衰えた一般の高齢者に対
しては、貸し出しを行っていない。
　このため、通常の活字本は読むことが困難であり、
録音図書を必要としている方々に対して事実上貸し出
しが制限されることとなる。
　そこで、新たに定めた判断基準をクリアすることを条
件として、身体障害者手帳を持たず視覚障害者とみな
されない視力の衰えた一般の高齢者等に対しても著
作者の許諾なしに貸し出し可能であることを明確化す
ることが必要である。

D -

　身体障害者福祉法に規程する「身体障害者」と
は、身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の
障害がある者であって、都道府県知事・指定都
市市長・中核市市長から身体障害者手帳の交
付を受けたものである。
　また、視覚障害は身体障害者福祉法により明
確な基準が規定されており、その基準を満たせ
ば視覚障害者として認定される。

提案主体が求めている
のは、身障者手帳は
持っていないが視力の
衰えた高齢者等の利用
は可能かどうか、と思わ
れる。そのような者が利
用することは可能か否
かについて明確に回答
願いたい。
施設の有効利用の観点
から、本来の利用者の
利用を妨げない範囲に
おいて他の者の利用を
認めることはできない
か。
さらに、もし利用が不可
能であった場合に、要
件を緩和することはでき
ないか検討願いたい。

D -

　点字図書館の利用の対象者は、原則と
して、身体障害者手帳を所持する視覚障
害者としている。
　ただし、必ずしも手帳を所持していなく
ても、視覚障害を有すると点字図書館が
認める者について、その利用を制限する
ものではない。
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障害者支援施設等
との役務提供にか
かる随意契約の可
能化

地方自治法施行令
第１６７条の２

授産施設、福祉工場及び小規
模作業所において製作された物
品を普通地方公共団体の規則
で定める手続により買い入れる
契約については随意契約が可
能。

地方自治法施行令で定められている地
方公共団体が随意契約を行うことができ
る範囲について、障害者支援施設等か
ら役務提供を受ける場合も対象とする。

社会福祉団体や障害者支援施設等が行
う事業で、その事業に従事する者が主とし
て障害者であるものに係る役務の提供を
地方公共団体が受ける場合、随意契約を
可能とする。役務の内容については、公
園の清掃業務等、単純労務でかつ反復す
る業務を想定している。（別紙有）

就労促進が大きなテーマの一つである障害者自立支
援法が施行された中、障害者に対して「働く場」を創出
する必要がある。役務提供が随意契約の対象とされ
ていない現状では、事業規模拡大には限度があり、
「働く場」の拡充は難しい。障害者福祉の増進という政
策目的の観点から見れば、物品購入と役務提供の両
者は共に目的になじむものであり、役務提供のみ随意
契約の対象でないことは不適切と考えられる。また、
第９次提案の省庁回答「知的障害者授産施設等がど
のような役務提供を行うのか法令上明らかでなく、施
設の所管省庁により役務提供が施設の目的として明
確に位置づけられるならば検討の余地がある」につい
ては、骨太の方針で、努力する意欲はあるが障害等
のために困難な状況に直面している人の「再チャレン
ジ」支援を図るとされており、この観点から、国策とし
て各省庁が一体的に法令上の問題点等の課題を解
決し、本提案を実現頂きたい。（別添有）

B-2 Ⅱ

授産施設やいわゆる小規模作業所における生
産活動については、物品の販売に加え清掃・ク
リーニング等役務の提供も実施されているところ
である。
また、18年10月から障害者自立支援法が完全施
行され、福祉サイドからも障害者の就労支援を
強力に進めるため「就労継続支援」等の事業を
創設したところであり、これらの事業を今後積極
的に推進するためにも政令の改正は必要である
と考えており、今後所管庁に対し働きかけていき
たい。

右の提案主体からの意
見について、回答され
たい。

「障害者の就労支援を積極的に推進す
るため政令の改正は必要であると考え
ており、今後所管庁に対し働きかけてい
きたい」とのご回答であるが、随意契約
を規定する地方自治法施行令の所管
庁である総務省等との連携を図りなが
ら、提案を速やかに実現して頂きたい。
また、措置の分類が「平成１９年度中に
全国対応」とされているが、当市として
は、障害者の働く場の創出のため一刻
も早い実現を望むものであり、具体的に
いつ頃を目途に対応される予定である
のかお示し頂きたい。

B-2 Ⅱ

　提案の実現のためには、地方自治法施行
令の改正が必要である。
　これについては、地方自治法施行令の所
管省庁である総務省との調整を必要とする
案件であることから、具体的な日程について
はお示しできないが、その調整については、
関係省庁と連携を図りつつ、実施してまいり
たい。

提案内容の実現に向けて
関係省庁等と早急に検討
されたい。また、検討状況
を踏まえた回答とされた
い。右の提案主体からの
意見も踏まえ回答された
い。

　障害者の働く場の創出のため、総
務省など関係省庁等と連携を図ら
れ、早期の提案実現に向けて積極的
なご対応をお願いしたい。
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身体障害者療護施
設における高齢者
の介護保険法に基
づく短期入所生活
介護（ショートステ
イ）の利用

○補助金等に係る
予算の執行の適正
化に関する法律第２
２条

○指定居宅サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運営
に関する基準（平成
11年厚生省令第37
号）第９章

○補助事業等により取得し、又
は効用の増加した政令で定める
財産を、各省庁の長の承認を受
けないで、補助金等の交付の目
的に反して使用し、譲渡し、交
換し、貸付け、又は担保に供し
てはならない。

○指定短期入所生活介護事業
者の指定を受けるには、指定居
宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準（平成
11年厚生省令第37号）において
定める基準を満たさなければな
らない。

身体障害者福祉法の規定に基づく指定
身体障害者療護施設の一部（空きベッ
ド）を、近隣において、介護保険法の指
定に基づく短期入所生活介護（ショート
ステイ）事業所を利用することが困難な
高齢者が、利用できるようにする。

高齢者の在宅介護支援のためには、介護
保険法の短期入所生活介護の利用が重
要。しかし、同短期入所生活介護につい
ては、希望に応じた利用が達成されてい
ない実態が存在。一方、身体障害者療護
施設については、入院等による空きベッド
が存在し、その効率的活用が求められて
いる。このため、身体障害者療護施設に
ついて、本来の目的を損なわない範囲内
で、一部を同短期入所生活介護として利
用することを可能とし、これにより、高齢者
の身近な地域での生活を継続できる環境
整備及び地域資源である身体療護施設
の有効活用に寄与する。

　短期入所事業所においては、それぞれ各法の指定
を受けている場合であって空きがある場合には、身体
障害、高齢者相互に利用することは現行制度におい
ても可能であり、こうした措置を身体障害者療護施設
について、同施設の本来の目的を損なわない範囲内
で、入院等による空きベッドについて拡充する。なお、
身体障害者療護施設は、身体障害者であり常時介護
を必要とする方を対象に、治療及び養護を行う入所施
設であるが、国庫補助を得て整備された施設は、用途
変更になるため介護保険法の事業者指定を受けるこ
とはできない。
　  また、介護保険法において、身体障害者療護施設
の指定（空きベッドの利用）は想定されておらず、か
つ、実態上も同法の基準に適合することが困難。

C Ⅲ

○身体障害者療護施設としての目的を逸脱しな
い範囲内で、短期入所生活介護の指定を受けて
ショートステイの事業を行う場合にも、一時的に
高齢者を受け入れるだけであれば、補助金適正
化法に定める個別の承認を必要としない。
　また、身体障害者療護施設の利用されていな
い居室を用いた短期入所生活介護を行うことに
ついては、介護保険制度における短期入所生活
介護の指定を受けることにより可能である。
○介護保険制度においては、被保険者の要介
護状態等に関し必要な保険給付を行うこととして
おり、当該保険給付の内容及び水準は、被保険
者が要介護状態となった場合においても、可能
な限り、その居宅においても、その有する能力に
応じ自立した日常生活を営むことができるように
配慮することとされており、介護保険サービスを
提供する事業者については、高齢者に適切な介
護サービスを提供するために必要な人員、設備
等を有すること等としているところであり、身体障
害者療護施設が指定短期入所生活介護の事業
を行う場合において基準を緩和することは困難
である。

一般的な考え方として、
身体障害者施設の方が
施設・人員基準が厳し
いと考えられるが、短期
入所生活介護の施設・
人員基準でクリアできな
いものとしてどのような
ものがあるか。
また、施設・人員基準に
ついてクリアできないも
のがあった場合、その
内容によっては、要件
緩和を講じた上で、認
めることはできないの
か。
右の提案主体の意見を
踏まえた上で再度検討
し回答されたい。

身体障害者療護施設（以下「療護施設」
という。）で、指定短期入所生活介護の
事業を行う場合、基準を緩和することは
「適切なサービスの提供」の観点から困
難とのことであるが、「特別養護老人
ホームの人員に関する基準」（介護職員
又は看護職員が入所者の数３又はその
端数を増すごとに１以上）と、「療護施
設」（看護師等が入所者数÷２．２以上）
を比較しても、むしろ「療護施設」の方が
配置基準は手厚くなっており、また「設
備に関する基準」もほぼ同様であること
から「療護施設」においてサービスを提
供することが「適切なサービスの提供」
の観点において不都合とはならないと
考える。

C Ⅲ

○介護保険制度においては、被保険者の要
介護状態等に応じて必要な保険給付を行う
こととしており、当該保険給付の内容及び水
準は、被保険者が要介護状態となった場合
においても、可能な限り、その居宅において
も、その有する能力に応じ自立した日常生活
を営むことができるように配慮することとされ
ており、介護保険サービスを提供する事業者
については、高齢者に適切な介護サービスを
提供するために必要な人員、設備等を有す
ること等としているところである。
○指定基準については、介護保険法（平成9
年法律第123号）に基づいて社会保障審議会
に諮ったうえで、介護保険の保険給付の対象
とするのにふさわしいサービスに関する最低
限必要な基準を定めているものである。な
お、当該基準を満たさない場合においても、
高齢者の任意によるサービス利用（保険給
付対象外）は可能である。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

地域における高齢者比率の上昇や施
設・病院から在宅への移行の推進な
ど、地域において、高齢者の在宅生
活を支えるサービス資源の必要性が
ますます増大してきている。こうした
中、指定短期入所生活介護等の事業
の必要性は、さらに高まる傾向にあ
る。一方で、介護保険との統合を進め
る際には、高齢者と障害者のサービ
スの相互利用は重要な課題ともなっ
ている。このため、今回京都府におい
て、モデル的に障害者施設を高齢者
に開放し実施すべく申請を行うもので
ある。
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社会保険労務士法
における業務緩和

社会保険労務士法
第2条第1項第1号
～第2号、第27条

社会保険労務士又は社会保険
労務士法人でない者が、他人の
求めに応じ報酬を得て社会保険
労務士法第2条第1項第1号から
第2号までに掲げる事務を業と
して行うことを、原則禁止してい
る。

社会保険労務士又は社会保険労務士
法人でない者は、他人の求めに応じ報
酬を得て社会保険労務士法第２条第１
項第１号から第２号までに掲げる事務を
業として行ってはならないとされている
が、市が事業所から報酬を得ないことに
より事務を代行することを可能とする。

市が、市内の小規模事業所（従業員２０人
以下）を対象とし、社会保険労務士の有資
格者である職員等を業務にあてることと
し、１．健康保険、厚生年金保険新規適用
届をはじめとする各種書類の作成・手続き
２．厚生年金をはじめとする各種年金給付
裁定請求書の提出　３．雇用保険、労災
保険の保険料の納付事務及び各種書類
の作成　４．就業規則をはじめとする会社
規定の作成　５．保険料の納付代行　６．
その他労務に関する相談・指導等をする。

提案理由：　近年、市内の事業所は、市外転出等によ
り全産業における事業所数が減少傾向にあるので、
小規模事業所については融資支援策等だけでなく細
やかな支援が必要となってくる。各事業所が処理すべ
き事業主・従業員に係る社会保険等の申請・届出の
手続きについては、全ての事業所が人的要因を備え
ているとは限らないので、市が、手続きを代行し事業
所の支援をしていくものである。そうした支援策により
中小企業の誘致を図り、雇用の拡大につなげることが
でき、地域経済を活性化するものと期待できる。
代替措置：対象となる企業は、従業員数等の少ない小
規模事業所に限定されることから、既存の事業所・社
会保険労務士に与える影響は少ないと考える。

C Ⅰ

社会保険労務士法は、労働及び社会保険に関
する法令に基づく事務処理の適正な実施を図る
ため、社会保険労務士法第２条第１項第１号か
ら第２号までに掲げる業務を社会保険労務士に
行わせることとしているところ、仮に、貴市が、社
会保険労務士又は社会保険労務士法人でない
者に社会保険労務士法第２条第１項第１号から
第２号までに掲げる業務を行わせるとすれば、
事務処理を委託しようとする者の利益の保護の
観点等から問題を生ずると考えられることから、
困難である。

社会保険労務士法上、
報酬を得ないで、社会
保険労務士又は社会保
険労務士法人でない者
が社会保険労務士法第
２条第１項１号から第２
号までに掲げる業務を
行うことは禁じられてい
るのかどうかを明確にさ
れたい。また右の提案
主体からの意見を踏ま
え、再度検討し回答さ
れたい。

社会保険労務士法第１４条の２に規定
する社会保険労務士名簿に登録を受
け、社会保険労務士となっている市職
員である場合は、市の業務として社会
保険労務士法第２条第１項第１号から
第２号に掲げる事務を行うことができる
と解してよろしいか。

D -

市が、社会保険労務士を活用して、御提
案の「具体的事業の実施内容」として明
示されている事務を対価を得ずに行うこ
とは、差し支えない。

1
0
3
1
0
1
0

志木市 厚生労働省

0
9
0
3
0
0

労働保険の保険料
の徴収等に関する
法律第３３条に規定
する労働保険事務
組合の緩和

労働保険の保険料
の徴収等に関する
法律第33条

労働保険事務組合となり得る団
体として、「中小企業等協同組
合法第3条の事業協同組合又
は協同組合連合会その他の事
業主の団体又はその連合団体」
を規定している。

現行法では、労働保険事務組合になり
得る組合又は団体が規定されている
が、市が社会保険労務士法第２条第１
項第１号から第２号までに掲げる事務を
行うことが可能になれば、労働保険事務
組合に準ずる団体になりうると考えられ
るので、労働保険の保険料の徴収等に
関する法律第３３条にある労働保険事務
組合の他に市を加えるものとする。

市が、市内の小規模事業所（従業員２０人
以下）を対象とし、社会保険労務士の有資
格者である職員等を業務にあてることと
し、１．健康保険、厚生年金保険新規適用
届をはじめとする各種書類の作成・手続き
２．厚生年金をはじめとする各種年金給付
裁定請求書の提出　３．雇用保険、労災
保険の保険料の納付事務及び各種書類
の作成　４．就業規則をはじめとする会社
規定の作成　５．保険料の納付代行　６．
その他労務に関する相談・指導等をする。

近年、市内の事業所は、市外転出等により全産業に
おける事業所数が減少傾向にあるので、小規模事業
所については融資支援策等だけでなく細やかな支援
が必要となってくる。各事業所が処理すべき事業主・
従業員に係る社会保険等の申請・届出の手続きにつ
いては、全ての事業所が人的要因を備えているとは
限らないので、市が、手続きを代行し事業所の支援を
していく。そうした支援策により中小企業の誘致を図
り、雇用の拡大につなげることができ、地域経済を活
性化できる。そして、市が労働保険事務組合に準ずる
団体に該当すれば納付した労働保険料の額に対応し
た報奨金が得られ、事務の経費の一部とすることがで
きより貢献できるものとなる。

C Ⅰ

労働者を雇用している事業主は、原則として労働保
険に加入する義務があるが、労働保険料の申告・納
付等については、事業主の自主性の尊重と費用の節
約の観点から自主申告納付制度を採用している。し
かし、中小事業主の中には労働保険の事務処理能
力に乏しいものもあるため、事業主の状況を把握しや
すく、また日常の活動等を通じて事業主との密接な連
携が図られる中小事業主が自主的に組織している団
体について、労働保険事務組合として認可を受けた
場合には、中小事業主が労働保険の事務を当該組
合に委託できることとすることにより、労働保険の適
用の促進及び適正な保険料徴収の確保を図ってい
る。
   上記趣旨にかんがみれば、市を労働保険事務組合
になり得る団体とすることや労働保険事務組合に準
ずる団体として位置づけることは適当でないと考え
る。
　なお、貴市の要望が、労働保険事務組合に準ずる
団体として報奨金の交付を受けることができるように
するというものであれば、単なる税財源措置の優遇を
求めるものと考えられ、構造改革特区の対象とはなら
ないものと考える。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

商工会が労働保険事務組合になってい
るが、市内の全ての事業所が商工会に
加入しているとは限らず、加入していな
い事業所は事務を委託しづらい面があ
る。こうした現状から、市が労働保険事
務組合に準ずる団体になれれば、商工
会に加入していない事業所も含め、新
規開業、あるいは市内に進出してくる事
業所に対し公平に支援することになると
考えるが。

C Ⅰ

前回提示した理由のとおり、労働保険の
自主申告納付制度と労働保険事務組合
制度の趣旨から、市が労働保険事務組
合になり得る団体とすることや労働保険
事務組合に準ずる団体として位置づける
ことは適当でないと考える。なお、貴市の
想定する事業所に対する支援は、今回別
に御提案のあった「社会保険労務士法に
おける業務緩和」（管理コード：090290）に
具体的事業の実施内容として明示されて
いる項目についての事務を行うことにより
可能となると考える。
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志木市 厚生労働省
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具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
3
1
0

障害者の就労に伴
う労働者派遣法の
緩和

労働者派遣事業の
適正な運営の確保
及び派遣労働者の
就業条件の整備等
に関する法律第5
条第1項、第7条第
1項等

労働者派遣法上、労働者派遣
事業を行う場合には一般労働
者派遣事業については厚生労
働大臣の許可の取得、特定労
働者派遣事業については厚生
労働大臣への届出書の提出が
必要であり、その他種々の規定
が設けられている。

障害者の雇用促進と就労環境の拡大を
図るために、ＮＰＯ等の非営利活動団体
で地域の小規模な障害者就労支援団体
が労働者派遣事業の許可が取得できる
よう、現行の労働者派遣法の2条～全面
的な緩和、見直しを行い、地域の特性や
障害者の生活環境等を十分考慮した、
障害者派遣事業が行えるようにする。
よって、障害者の就業分野の拡大や職
業能力の向上等の措置を行うこととす
る。

1.ＮＰＯ等の障害者就労支援団体の労働
者派遣事業（障害者特定）の認可への支
援。　2.住み慣れた地域での就労希望の
障害者の登録(人材登録) 3.企業へのOJT
を含む職業能力拡大や、障害者の労働力
のアピールや営業促進事業。4.派遣障害
者の職場環境や就労内容等の支援活動
の強化。

障害者自立支援法が本年4月より施行されところです
が、以下の視点からは、多少外れているように思えま
す。1.「障害者の労働力」は自宅や施設における障害
者の労働能力の評価や公表が積極的にできることに
より、求める企業の労働力として、生産力として認めら
れるようになることが必要です。2.「障害者の就労意
欲」は、従来の措置制度の障害者福祉から、社会参
加を積極的に促すことによる、労働意欲の向上を図る
ことが必要です。3「.障害者の地域理解」は、住み慣れ
た地域の雇用企業や雇用環境の確保を行い、住み慣
れた地域で就労することによる、地域貢献や地域社会
との関わりによる住民理解の拡大が必要です。以上3
項の理由。

C Ⅰ

○ 一般労働者派遣事業は、派遣する期間に限り派
遣労働者を雇用するなど、特に派遣労働者の雇用が
安定しないものであり、中間搾取、強制労働、虚偽の
就労条件明示、不適切な雇用管理等の弊害が生じる
おそれがあるものである。これらの労働者保護に欠
ける事態の発生を防止するため、一般労働者派遣事
業を行おうとする者について、許可基準に基づく審査
を行い、適正な事業運営を行う能力のある者にのみ
許可を与え、不適格な事業者の参入を排除している
ところである。また、許可を付与した後も、実際に事業
が適正に運営されるよう、種々の規定を設けていると
ころである。よってＮＰＯ等の非営利団体で地域の小
規模な障害者就労支援団体について許可基準を緩
和する等特別な取り扱いをすることは、不適当であ
る。
○ なお、特定労働者派遣事業(その事業の派遣労働
者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣
事業)については、労働者派遣法第16条1項に基づ
き、厚生労働大臣に届け出ることで行うことが可能で
ある。

提案の趣旨は、障害者
雇用について、健常者
と同一条件、同一法体
系下で行わせるのは
様々な困難があるた
め、障害者の労働者派
遣には特例的な扱いが
できないかを要請する
ものである。また、右の
提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回
答されたい。

施設や団体側の就業の都合主義と企
業側の無理解等で障害者自身の就労
環境の自由な選択が阻害されることが
あってはなりません。また健常者を基に
設定された労働者派遣事業法を現在の
障害者支援事業の運営や事業規模と
同一化して評価することは矛盾していま
す。障害者の求職や就業環境は多様化
された環境が提供されるべきです。就
労支援団体が労働者派遣とし支援方法
での多様な企業との係わりで、障害者
の能力や企業の理解が促進され良好
な労使雇用関係が確立できることと思
われます。そのためにも障害者のため
の労働者派遣事業法の緩和措置を切
望いたします。

C Ⅰ

○　一般労働者派遣事業を行う場合に許可
基準を定めているのは、派遣労働者の保護
及び雇用の安定を図るため、一般労働者派
遣事業を的確、安定的に遂行するに足りる一
定以上の事業遂行能力を要求しており、これ
を緩和することは、不適格な事業者の参入を
招き、的確、安定的な事業の遂行に支障が
生じるおそれがあるため、認められない。ま
た、派遣事業を遂行するに当たって遵守すべ
き種々の規定は、実際に事業が適切に運営
されるために最低限遵守すべき事項を定め
たものであり、これを緩和することは認められ
ない。

○　また、「障害者の労働者派遣について特
例的な取扱をすること」については、的確、安
定的な事業の遂行を確保するための規定
を、派遣される者の属性によって緩和するこ
とになり、認められない。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

一般労働者派遣事業及び特定労働
者派遣事業は健常者派遣における労
使雇用関係が円滑に遂行されること
が前提として行われるが、様々な障
害により限定された作業や仕事に制
約のある障害者が労働派遣により求
職環境の拡大や就労能力の向上が
図られ積極的な社会参加が促される
ものと思われます。障害者の派遣事
業団体はNPO等の非営利活動団体
が派遣就労の支援を継続的に行うこ
とにより、安全で安定した障害者の就
労環境が確保できます。
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特定非営利
活動法人 か
めかめ福祉
移送

厚生労働省

0
9
0
3
2
0

重度障がい者・精神
障害者の雇用、就
労機会が広がる
チャレンジアタックプ
ラン

職発第0801009号
職業安定局長通達

　短時間就労者（その者の1週
間の所定労働時間が、同一の
適用事業に雇用される通常の
労働者の1週間の所定労働時
間よりも短く、かつ、40時間未満
である者をいう。）については、
次のいずれにも該当するときに
限り被保険者として取り扱う。
イ　1週間の所定労働時間が20
時間以上であること。
ロ　反復継続して就労する者で
あること（1年以上引き続き雇用
されることが見込まれること。）。

重度身体障害者、重度知的障害者、精
神障害者の雇用保険短時間被保険者
要件を週所定労働時間が20時間以上か
ら１５時間以上にする。

障害者雇用、就労支援の現場でトライア
ル雇用や特定求職者雇用開発助成金な
どを活用することが多いが、雇用保険一
般被保険者か短時間労働者被保険者が
雇用時点又は将来的な見込みとして基本
的な条件となっており、被保険者週所定
労働時間20時間となっているが現場にお
いては週20時間未満の短時間であれば、
働くことが可能なる障害者もいる。またハ
ローワークにおける求人の条件として就
労時間週20時間未満もかなり多く見受け
るため労使ともにとって有用になると考え
られる。よって週所定労働時間15時間程
度をにすることが必要である。（追加資料
は別紙その他特記事項にて内容を記入）

提案理由：障害者自立支援法や障害者雇用促進法が
成立し、福祉から一般雇用への移行による障害者の
自立の推進を趣旨としている。多くの障がい者がふつ
う働き自立したいが、働くことの大変さや不安から現状
として家庭内で引きこもったり、仲間と会えるという良
さはあるも授産施設などを利用してきた。就労支援機
関での訓練や一般企業等のハードな環境下での支援
をすることだけで障害者を就労に適応させるのは過酷
であり、週２０時間の労働時間に限らず多様な就労形
態を踏まえ、就労へチャレンジでき喜びを得ることがで
きるため、障害者の自立を支援する制度として緩和す
ることを求めるため単に税財源の優遇を求めるもので
はない。　　　代替措置：雇用率達成の安易活用や雇
用契約条件が短時間での推移は懸念されるが、障害
者雇用促進法八十条（障害者である短時間労働者の
待遇に関する措置）の強化を踏まえた障害者に不利
にならないような支援を行っていく。

C Ⅳ

　障害者雇用対策においては、障害者雇用促進
法等に基づき、労働時間の長短に関わらず、障
害者が職業生活において自立することを促進す
るための措置を総合的に講じているものである。
　雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生
計を立てている労働者が失業した場合の生活の
安定等を図る制度であり、その趣旨にかんが
み、対象とする労働者を一定の者に限っている
ものであり、　要望にあるような障害者雇用の促
進を図る観点からの雇用保険の被保険者の適
用範囲の拡大（週所定労働時間20時間以上か
ら15時間程度へ）は,不適切であり、対応は困難
である。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

障害者雇用促進法等の具体的措置の
中で障害者雇用率、特定求職者雇用開
発助成金、トライアル雇用（見込み）に
ついては最低でも短時間雇用保険被保
険者要件の週所定労働時間は２０時間
以上で一致した要件になっている。雇用
保険の被保険者加入が義務となってお
り、雇用保険と相関した措置となってい
る。また雇用保険とは雇用の安定や増
大を目的としており、障害者就労支援
制度のいくつかは雇用安定事業に位置
づけられ、雇用保険を活用する以上、
雇用保険被保険者として障害者自立支
援と一層の雇用の促進という意味合い
からも、雇用保険の被保険者を週所定
労働時間を15時間に適用範囲の拡大
が必要である。

C Ⅳ

　先般、回答したように、雇用保険は、対
象とする労働者を一定の者に限っている
ものであり、その範囲は、雇用保険制度
の趣旨から決められるものである。この
ため、要望にあるような障害者雇用の促
進を図るという観点からの雇用保険の被
保険者の適用範囲の拡大（週所定労働
時間20時間以上から15時間程度へ）は、
不適切である。
　また、障害者雇用対策にかかる各種制
度については、それぞれの制度におい
て、支給要件や対象者を決めているもの
であり、すべての要件が雇用保険と相関
した措置となっているわけではない。
　なお、働き方が多様化する中、短時間
労働者の雇用全体に占める割合が高
まっており、週20時間未満労働について
も、個々の障害者の特性を踏まえて障害
者雇用の促進を図るという観点から、本
年７月より有識者による研究会において
必要な支援策の在り方について検討を
行っているところである。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

①雇用保険短時間労働者被保険者
の適用要件、②障害者雇用率での重
度身体障害者・重度知的障害者・精
神障害者の労働時間、③特定求職者
雇用開発助成金対象者の要件が、
各々週所定労働時間２０時間以上と
する根拠を説明頂きたい。
週２０時間以上の就労が困難という
障害者が多く、行政関係の就労支援
が受けられない現状がある。本当に
チャレンジしたくてもサポートをあきら
めないといけない場合も多い。短時
間労働者雇用保険被保険者要件を
週２０時間から１５時間に下げること
で、一人でも多くの障害者が就労へ
チャレンジできるよう、障害者の自立
支援に積極的に着手した政府として
何ができるか、再度提案内容の検討
を要望する。（詳細別紙）
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社会福祉法
人みぎわ会
愛和社会復
帰センター
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障害者の雇用の促
進等に関する法律
第４３条、第４４条

　障害者の雇用の促進等に関する法律（以
下「障害者雇用促進法」という。）において、
障害者の雇用義務は、労働者を雇用して事
業活動を行う個々の事業主ごとに課されて
いるものであり、親会社と子会社との関係に
ある企業であっても法人格が異なれば別々
に適用される。
　しかしながら、①親会社が障害者に特別の
配慮をした工場等を子会社として設立し、障
害者を集中的に雇用した場合に、一定の要
件の下において子会社を親会社と同一の事
業主体と擬制し、そこに雇用率制度を適用
すれば、当該会社における障害者の雇用の
促進の上でかなりの効果があるものと期待
され、また、②障害者の雇用に特別の配慮
がなされた事業所であれば、障害者自身に
とっても、その有する能力を最大限に発揮す
る機会が増大することが期待できる。
　こうした観点から、障害者雇用促進法第44
条では、事業主が障害者の雇用に特別の配
慮をした子会社を設立し、親事業主が子会
社の意思決定機関（株主総会等）を支配して
いる等、一定の要件を満たしているとの厚生
労働大臣（公共職業安定所長）の認定を受
けた場合には、特例として当該子会社が雇
用している労働者は当該親事業主のみが雇
用する労働者と見なすこととしている（特例
子会社制度）。

障害者雇用の一層の促進のためには、
障害者雇用に伴う経済性と福祉の両立
が不可欠。現行法制度下でも、特例子
会社が重要な役割を果たしているが、経
済性を優先するために罰則金を支払う
道を選択する企業が多いことも事実。特
例子会社の共同出資化を認めることを
通じ、経済性と福祉を両立しやすくする
ことによって、障害者の実雇用促進と企
業のコンプライアンス確保の道が同時に
拓かれる。

現行の特例子会社に認められている補助
金や優遇措置等を分け隔てなく適用する
条件を確保しつつ、特例子会社に対し、複
数の民間企業が共同出資するスキームを
認めてほしい。まや、特例子会社の形態
の中に、LLPやLLCを認めて欲しい。な
お、障害者雇用のカウントについては、出
資比率等を考慮して按分する等の方法が
考えられる。

障害者雇用の促進を図るためには、福祉と経済性を
両立させられるスキームが必要である。共同出資化に
より、以下のようなことが可能となる。①規模の経済性
に伴う投資・運営コストの低減と投資リスク等の分散、
②職住近接型の大規模施設の建設（障害者の通勤負
担も軽減、生活指導も両立）、③出資企業各社のノウ
ハウを結集した効率的運営（建設業と製造業の共同
による投資金額節減等）④出資各社の複数職種の確
保による、障害者の職業選択における適性・機会発掘
と、事業リスク分散（農業・CG・製造業等の共同による
天候リスク、為替リスク・ヘッジ等）、⑤中小企業等資
本力の劣る企業体の特例子会社設立促進、等々。福
祉と経済性を両立することで、障害者の実雇用の促進
を図ると同時に、企業のコンプライアンスを確保しやす
くする。

C Ⅰ

　障害者雇用促進法において、障害者の雇用義務
は、労働者を雇用して事業活動を行う個々の事業主
ごとに課されているものであり、親会社と子会社との
関係にある企業であっても法人格が異なれば別々に
適用されることが原則である。この原則のもと、同一
の事業主体であると擬制される場合に限って、特例と
して、親事業主が直接雇用していない障害者につい
ても、雇用率の算定対象等にしており、それを親会社
と子会社との間で認めているのが、特例子会社制度
である。
　一方、御提案の複数の企業が共同出資するスキー
ムでは、出資先企業と出資元企業は、同一の事業主
体であると擬制できる関係にはないため、特例として
認めることは適当ではない。なお、障害者の雇用機
会確保という観点からは、このような場合、出資先企
業を１つの事業主として認めて障害者雇用率算定等
も行っているため、障害者雇用促進法上の評価は既
に行っていると考える。
　また、障害者雇用率算定等において、出資比率に
応じて分割して出資元企業において評価することに
ついては、個々の出資元企業は、出資先企業におけ
る障害者雇用の推進について、特例子会社制度の親
会社のように、その責任を全体的にも部分的にも果
たせる状態にあるとは言えないため、慎重に検討す
る必要がある。

特例子会社の親会社が
果たしている責任とは
具体的にどのようなも
のか。当該責任が出資
元企業が１社の場合で
は果たせるが、例えば
２社になるとなぜ果たせ
なくなるのか説明いた
だきたい。また右の提
案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答さ
れたい。

東京都等で自治体と私企業が共同出
資する特例子会社はなぜ認められるの
でしょうか。また、LLPは法人格がなく出
資法人の集合体として擬制されますの
で、障害者雇用数を出資割合に応じ分
配することは合理的だと考えます。論理
的に噛み合う議論をするため、①「現状
認められている特例子会社では発生し
ないが、共同出資化すると発生する問
題点は何か？」、②「共同出資会社の
運営上の工夫では、なぜその問題点を
回避することができないと言えるの
か？」という点へのご回答を希望しま
す。罰則金の支払いから障害者の実雇
用へ企業行動を変化させるために、経
済性と福祉を両立し企業が義務を果た
しやすくするスキームが必要と考えま
す。（詳細別紙）

C Ⅰ

障害者の雇用義務は、個々の事業主が雇用関
係の直接の主体であり、職場を直接管理し、ま
た、雇用の場を与えることができる唯一の主体で
あることから、個々の事業主に課されている。同
様の理由から、納付金の納付義務、障害者であ
る労働者の雇用に関する状況の報告義務等も併
せて、個々の事業主に課されているものである。
その特例として認められている特例子会社制度
では、親会社の子会社に対する支配関係に着目
し、上述の義務を親子一体として果たしうるものと
して、親会社を雇用関係の主体とみなし、これに
義務を課しているものである。なお、支配関係に
着目しているため、１００％出資を要件とはしてお
らず、１００％出資ではない親会社も存在する。
このことから、仮に複数企業が共同出資する仕
組みについて特例的な扱いを考える場合におい
ても、前述の雇用義務等が課せられるべき主体を
どのように考え、いずれに定めるのかを明確にし
ておくことが、障害者雇用の促進・安定のために
は不可欠と考える。
その場合、出資元企業は、雇用関係の直接の
主体であるため原則的に義務が課せられている
出資先企業に代わって義務を果たす主体となるこ
とから、出資先企業と同程度に、あるいは、特例
子会社制度における親会社と同様に、雇用関係
の直接の主体とみなすことができる程度に上述の
義務を担いうる主体であることが必要であると考
えており、当該出資先企業と単に部分的な出資
関係があることだけでは不十分と考える。
以上のことから、ご提案の内容では、雇用関係
の直接の主体である出資先企業が義務の主体で
あるという原則に対する特例を認めることはでき
ない。

提案主体が言及している
LLPは特例子会社の一形
態として認められるか、会
社法や証券取引法に掲
げられている子会社の考
え方と障害者雇用対策法
上の特例子会社との間に
違いはないのか。仮に違
いがある場合に、その理
由は何か。親会社が障害
者を雇用した上で、共同
出資する子会社に派遣さ
せる場合の障害者雇用率
は親会社へのカウントで
よいか。なお右の提案主
体からの意見を踏まえ、
再度検討し回答された
い。

「共同出資形態の可否」については、
「障害者の雇用に対し責任を負う主
体を明確化」する条件を満たせれば、
第三セクター式であれ、民間同士で
あれ、LLCまたはLLPであれ、共同出
資形態自体を否定するものではな
い、というご回答と理解しております。
「障害者雇用ポイント数の分配」につ
いては、例えば、51％以上を出資し、
障害者雇用の責任主体（出資会社）
を明確化するとともに、雇用責任や賠
償義務を保障する条項を定款や組合
契約に盛り込む場合であれば、十分
妥当と考えます。厚労省「障害者雇用
率制度に関する研究会」で検討され
る弾力的な制度運営と殆ど同様の提
案ですので、是非とも前向きにご回答
いただきたいと考えます。
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障害者の雇用の促
進等に関する法律
第４３条、第４４条、
第４５条

　障害者の雇用の促進等に関する法律（以
下「障害者雇用促進法」という。）第44条で
は、事業主が障害者の雇用に特別の配慮を
した子会社を設立し、一定の要件を満たして
いるとの厚生労働大臣（公共職業安定所長）
の認定を受けた場合には、特例的に雇用率
制度及び納付金制度の適用上同一の事業
主と見なすこととしている（特例子会社制
度）。
　なお、特例子会社制度においては、子会社
の役員のうち少なくとも１名以上は親事業主
の役員又は従業員から選任されていること、
子会社のうち相当数が親事業主から派遣さ
れていること等、親事業主と子会社との人的
交流が緊密であることを認定要件の一つと
している。
　また、障害者雇用促進法第45条では、親
事業主、特例子会社及び親事業主と親子会
社の関係にあるその他の会社（以下「関係
会社」という。）の申請に基づき、親事業主及
び関係会社が一定の要件を満たすものとし
て厚生労働大臣の認定を受けた場合に、雇
用率制度及び納付金制度の適用上、特例子
会社のみならず当該関係会社の労働者につ
いても親事業主の雇用している労働者とみ
なし、企業グループでの雇用率算定を可能
としている（関係会社特例）。

現状障害者雇用促進の特例子会社は
親子関係にある企業に限定されている。
そのために特例子会社を設立するため
の資金等に余裕がなく、障害者雇用を進
める上で核になる人材やノウハウの少な
い、また、職域が限定されている企業で
は障害者雇用を躊躇しているケースが
多い。障害者雇用の拡大を図るため、特
例子会社の設立要件規制緩和特区を申
請致したい。

特例子会社設立要件の親会社と特例子
会社間の人的関係が｢緊密であることを要
する等の条項につき規制緩和を要望す
る。また、一企業グループに限定せずに、
親子関係以外の企業との特例子会社設
立のコラボレーションを可能とする特例措
置の設定。

現状の特例子会社のメリットは、設備投資が効率的に
できることや、重度障害者の職域の開拓、助成金の活
用、独自の制度設計・運用があげられる。また、障害
者自身にとっては仲間がいることによって、安心して
働くことができる環境を作りやすくしている。現状でも
成果をあげている特例子会社の制度を共同出資で特
例子会社を設立することにより、様々な業種、職種混
合を併せ持つ特例子会社が設立されることにばる。こ
れによる波及効果は、障害者雇用規模の拡大、職種
の多様性、企業側労働者側双方のマッチングの可能
性拡大、障害者雇用のノウハウの連携と促進が考え
られる。

C Ⅰ

　障害者雇用促進法において、障害者の雇用義務は、労働
者を雇用して事業活動を行う個々の事業主ごとに課されて
いるものであり、親会社と子会社との関係にある企業であっ
ても法人格が異なれば別々に適用されることが原則であ
る。この原則のもと、同一の事業主体であると擬制される場
合に限って、特例として、親事業主が直接雇用していない
障害者についても、雇用率の算定対象等にしており、それ
を親会社と子会社との間で認めているのが、特例子会社制
度である。
　一方、御提案の複数の企業が共同出資するスキームで
は、出資先企業と出資元企業は、同一の事業主体であると
擬制できる関係にはないため、特例として認めることは適当
ではない。なお、障害者の雇用機会確保という観点からは、
このような場合、出資先企業を１つの事業主として認めて障
害者雇用率算定等も行っているため、障害者雇用促進法
上の評価は既に行っていると考える。
　また、障害者雇用率算定等において、出資比率に応じて
分割して出資元企業において評価することについては、
個々の出資元企業は、出資先企業における障害者雇用の
推進について、特例子会社制度の親会社のように、その責
任を全体的にも部分的にも果たせる状態にあるとは言えな
いため、慎重に検討する必要がある。
　なお、グループ適用に際し、親会社と緊密な関係にない企
業について、特例子会社に対する出資等に着目して、当該
グループ適用の対象に含めることは、同一の事業主体とい
う擬制の下で認められる特例の範囲を逸脱している。場合
によっては、当該企業が自ら果たすべき障害者の雇用義務
を果たさずに、事業主体としては別個の企業グループに合
算されることによって、当該義務を免れるという脱法的な
ケースも生じうることとなり、適当ではない。

特例子会社の親会社が
果たしている責任とは
具体的にどのようなも
のか。当該責任が出資
元企業が１社の場合で
は果たせるが、例えば
２社になるとなぜ果たせ
なくなるのか説明いた
だきたい。

C Ⅰ

障害者の雇用義務は、個々の事業主が雇用関
係の直接の主体であり、職場を直接管理し、ま
た、雇用の場を与えることができる唯一の主体で
あることから、個々の事業主に課されている。同
様の理由から、納付金の納付義務、障害者であ
る労働者の雇用に関する状況の報告義務等も併
せて、個々の事業主に課されているものである。
その特例として認められている特例子会社制度
では、親会社の子会社に対する支配関係に着目
し、上述の義務を親子一体として果たしうるものと
して、親会社を雇用関係の主体とみなし、これに
義務を課しているものである。なお、支配関係に
着目しているため、１００％出資を要件とはしてお
らず、１００％出資ではない親会社も存在する。
このことから、仮に複数企業が共同出資する仕
組みについて特例的な扱いを考える場合におい
ても、前述の雇用義務等が課せられるべき主体を
どのように考え、いずれに定めるのかを明確にし
ておくことが、障害者雇用の促進・安定のために
は不可欠と考える。
その場合、出資元企業は、雇用関係の直接の
主体であるため原則的に義務が課せられている
出資先企業に代わって義務を果たす主体となるこ
とから、出資先企業と同程度に、あるいは、特例
子会社制度における親会社と同様に、雇用関係
の直接の主体とみなすことができる程度に上述の
義務を担いうる主体であることが必要であると考
えており、当該出資先企業と単に部分的な出資
関係があることだけでは不十分と考える。
以上のことから、ご提案の内容では、雇用関係
の直接の主体である出資先企業が義務の主体で
あるという原則に対する特例を認めることはでき
ない。
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具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
3
4
0

福祉事務所が行う
無料職業紹介事業
の届出等の取り扱
い緩和

職業安定法第33条
の4

地方公共団体がその区域内の
住民の福祉の増進、産業経済
の発展等に資する政策に関す
る業務に附帯する業務として無
料の職業紹介を行う場合は、厚
生労働大臣への届出により行う
ことができる。

福祉事務所が生活保護受給者に対し、
福祉事務所の業務として無料職業紹介
事業を行うことを可能とする。

無料職業紹介事業を行うことを福祉事務
所の長に包括的に許可し、福祉事務所が
生活保護受給者に対して、生活保護世帯
の自立支援（就労支援）の一環として無料
職業紹介事業を行う。また、より効果的に
無料職業紹介事業を行うため、求職者の
紹介を受けた求人者からの採用可否の結
果と採用しなかった際の理由の通知を義
務付ける。

地方公共団体の行う無料職業紹介事業について、福
祉事務所の長については包括的に許可し、届出等の
手続きを経ることなく、生活保護受給者に対して福祉
事務所の業務として無料職業紹介事業を行うことを可
能とする。これにより「自立支援プログラム」をより効果
的に行い、生活保護受給者の自立を支援する。また、
生活保護費支出の削減も期待される。

C Ⅰ

○地方公共団体が事業主体となる場合には、事業運
営の適格性に問題が少なく、労働者保護に欠けるこ
とが少ないと考えられることから、届出による無料職
業紹介事業の実施を認めることとしているが、この場
合にも、国として、的確に労働市場の状況を把握し、
国が行う労働力需給調整対策と整合性を図る必要が
あることから、必要最小限の監督規定を設けている。
　このため、的確な事後監督が実施できるよう、事業
開始時点において、事業を行う事業所の名称等を記
載した届出書の提出が必要であり、これは福祉事務
所が行う無料職業紹介についても異なるものではな
い。したがって、福祉事務所の行う無料職業紹介の
届出等手続きを緩和することは不適当である。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

回答の趣旨は理解できますが、本市の
提案は対象者を限定せず広く職業紹介
を行うということではなく、福祉事務所の
生活保護業務の一環として生活保護受
給者や受給相談者の自立支援のため、
対象者をこれらに限定した事業実施に
ついての提案でありますので、限定した
範囲の緩和は認められないでしょうか。

C Ⅰ

○　地方公共団体は、①福祉サービスの利
用者の支援に関する施策、②企業の立地の
促進を図るための施策、③その他当該区域
内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等
に資する施策、に関する業務に附帯する業
務として無料の職業紹介を行う必要があると
認めるときは、厚生労働大臣に届け出て、当
該無料の職業紹介を行うことができるとされ
ている。
　　しかし、この場合においても、職業紹介事
業について的確な事後監督が実施できるよ
う、国として届出書の提出は受ける必要があ
り、ご提案の「福祉事務所の業務の一環とし
て職業紹介事業を行い、対象者を生活保護
受給者等に限定して実施する場合」であって
も、その必要性は異なるものではない。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

生活保護受給者等限定の無料職業
紹介事業は可能であるが届出は必要
との回答と理解したが、一般的な職
業紹介を業とするものではなく、現在
の保護情勢を考え、生活保護行政の
一環として福祉事務所に対して、特
区として届出や事後監督等の法規制
の緩和を望むものです。生活保護受
給世帯の増加し続ける社会経済情勢
の中で、要保護世帯の自立支援に重
点を置いた取組みが全国的になされ
ており、平成19年度には神奈川県下
全福祉事務所に就労支援員の配置
が完了し、また、本市福祉事務所の
『就労支援プログラム』の更なる推進
を図っていくためにも、特区として緩
和することでより効率的に自立に向
けた支援が可能になると考えるがい
かがですか。
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小田原市 厚生労働省

・技能実習制度
に係る出入国管
理上の取扱いに
関する指針（平
成5年4月5日法務
省告示第141号）
・技能実習制度
推進事業運営基
本方針（平成5年
4月5日労働大臣
公示）

　「技能実習制度」は、一定期
間の研修を経た上で研修成
果等の評価等を行い、一定
の水準に達したこと等の要件
を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な
技術、技能等を習得すること
ができる制度であり、研修期
間と、技能実習期間からなる
ものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能
実習期間を合わせて3年以内
とされている。

諸外国の青年労働者等を一定期間、日
本の産業界に受け入れて、産業上の技
術、技能、知識等を修得してもらう仕組
みとして、「外国人研修・技能実習制度」
がある。
播州織業界では産地組合が織布運転の
職種の研修生を受け入れているが、そ
の期間を３年間から５年間に延長する。
※在留資格「研修」（１年）＋在留資格
「特定活動（技能実習）」（最長２年）
→在留資格「研修」（１年）＋在留資格
「特定活動（技能実習）」（最長４年）

播州織産地は我が国最大の先染め織物
産地であるが、従業者の高齢化や後継者
不足等から経営者は将来に希望が得られ
ず、経営意欲を失い廃業する企業が後を
絶たず、産地活力の低下が著しい。業界
では新商品の開発や展示商談会を開催
する等各種の対策を講じているが、若く意
欲的な外国人研修生の産地企業への積
極的な受け入れを促進し、企業の活性
化、ひいては産地の活性化を図る。

（現在、協同組合播州織総合準備セン
ターが受入機関となって、平成16年度から
毎年度３名の中国人研修生を受け入れ、
同センターが研修・実習を行っている。）

○ 研修生は、現行３年間の滞在期間では播州織りの
製職準備工程を習得することしかできず、派遣元企業
から要請されている織物製造工程を管理することはで
きない。織物製造のメインである製織技術の習得が
あって初めて派遣元企業が期待する人材の育成に繋
がることとなる。そのためには、研修期間も含め少なく
とも５年間の期間が必要である。
○ 研修生の不法就労等を巡る問題については、適正
に受入れを行い、事後の管理体制を確立し、問題が
発生していないところについて、地域を限定して５年間
の受入れを行うことを認めていただきたい。

C -

　技能実習期間の延長等については、技能
実習生は実習終了後に母国へ帰国し、修得
した技術等を母国の発展のために役立てる
ことが当制度の趣旨であるため、技能実習
の期間を延長し、母国に帰国してからの技
能移転を遅らせることは適当ではなく、いた
ずらに期間を長くすることは、①定住化、不
法就労の問題、②家族の呼び寄せ問題、③
労働市場への影響などが発生するおそれが
あることから適当ではない。

右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し回答されたい。

○技能実習生の母国企業では、技
能実習生が織物工程の責任者とな
ることを期待しているが、現行の製
織準備工程を習得しただけでは、母
国でその成果を効果的に活かすこと
は難しい。織物製造のメインは製織
であり、その技能の習得があって始
めて同工程の研修成果が活かされ
るためである。
○研修生の受入体制、管理体制が
整っているところについては、地域
限定で5年間の受入れを認めていた
だきたい。

C -

　技能実習期間の延長等については、技能実習
生は実習終了後に母国へ帰国し、修得した技術
等を母国の発展のために役立てることが当制度
の趣旨であるため、技能実習の期間を延長し、母
国に帰国してからの技能移転を遅らせることは適
当ではなく、いたずらに期間を長くすることは、①
定住化、不法就労の問題、②家族の呼び寄せ問
題、③労働市場への影響などが発生するおそれ
があることから適当ではない。
　なお、織布運転職種には、準備工程作業の他に
製織工程作業と仕上工程作業が段階的ではなく
並列した作業として設けられていることから、現時
点でも準備工程作業を経ることなく製織工程作業
や仕上げ工程作業に係る初級技能が習得できる
仕組みとなっている。また、準備工程作業で技能
実習へ移行した場合でも、実習において相互に関
連する作業として製織工程作業を行うことは、適
正な技能実習計画が策定され、帰国後に同様の
業務を行うことが担保されるのであれば可能であ
る。そのため、現行制度においても、十分送り出
し国側企業の要望に応えることができると考え
る。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

○新聞報道等によると、厚生労働省
に研究会を設け、外国人研修・技能
実習制度の見直しを行っているとの
ことであるが、今後どのような体制・
方向・スケジュールで検討されるのか
ご教示ください。また、見直し作業の
中で本県の提案内容（滞在期間の延
長）の実現を図られるようお願いした
い。
○前回の回答の中で、「現時点でも
準備工程を経ることなく製織工程作
業や仕上げ工程作業の技能が習得
できる」ということであるが、研修生は
まず準備工程を習得し、次に製織工
程と順次技術を習得することが綿織
運転技術を習得する上で望ましいと
考える。したがって、送り出し企業国
側の企業の要望に応えるためには、
研修期間１年、準備工程作業２年、製
織工程作業２年の５年間は最低限確
保することが必要である。
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兵庫県
法務省

厚生労働省

・技能実習制度
に係る出入国管
理上の取扱いに
関する指針（平
成5年4月5日法務
省告示第141号）
・技能実習制度
推進事業運営基
本方針（平成5年
4月5日労働大臣
公示）

　「技能実習制度」は、一定期
間の研修を経た上で研修成
果等の評価等を行い、一定
の水準に達したこと等の要件
を満たした場合に、その後雇
用関係の下でより実践的な
技術、技能等を習得すること
ができる制度であり、研修期
間と、技能実習期間からなる
ものである。日本における滞
在期間は、研修期間と技能
実習期間を合わせて3年以内
とされている。

「研修」期間の短縮と「技能実習」期間の
延長について
・ 研修期間：技能研修を前提として来日
する場合、来日前に一定レベルの技能
や日本語能力を身につけていれば、研
修期間を短縮しても以後の技能実習へ
の支障はないと思われ、研修期間は6ヵ
月でも十分であると考えられる。よって
研修期間を短縮し、技能実習期間を長く
するなど、制度に柔軟性を持たせるべき
である。
・ 技能実習期間：派遣期間3年のうち実
習期間は2年が限度となっている。仮に
上記要望により研修期間が６ヵ月となっ
た場合でも、現行制度では実務研修期
間は２．５年である。一定レベル以上の
技能を身に付け、さらに高度な技能もし
くは多能工として必要な関連技能を身に
付け、出身国の技術レベル向上に貢献
できるようにするためには、継続してしっ
かりした技能習得が必要であり、少なく
とも5年間が必要である。研修・技能実習
期間を５年に延長すべきである。

現行の研修・技能実習制度は、下記のよ
うな厳格な要件が定められている。
①1年間の「研修」と2年間の「技能実習」
の最長3年間で構成②「技能実習」の対象
職種の限定③研修期間中の研修時間の
制限（時間外対応、交替制勤務対応の不
可）④1年後の技能検定資格の取得の義
務付け

グロ－バル化の進展により、より高度な技術･技能の
習得のために、より多くの外国人がわが国での実務
研修を行う必要性が出てきている。そのような中、派
遣期間、研修期間中の扱いなどに労働時間の制約や
資格取得等の厳格な要件などが、制度の適正かつ円
滑な推進、一層の充実のための制約となっている。

C -

　技能実習制度は、開発途上国等への技能移転を図
り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力
するための制度である。
　本制度は、技能移転を目的とした研修制度の拡充
の観点から、一定期間の研修を経た上で研修成果等
の評価等を行い、一定の水準に達したこと等の要件
を満たした場合に、その後雇用関係の下で技術、技
能等を修得することを認める制度である。
　このため、こうした現行制度においては、研修期間
が短い場合は、実習を行う前提としての基礎的な技
能等の修得が確保されず、実態として、単純労働力
の受入れにつながりかねないことから、ご要望のよう
な研修期間の短縮は適当ではない。
　技能実習期間の延長等については、技能実習生は
実習終了後に母国へ帰国し、修得した技術等を母国
の発展のために役立てることが当制度の趣旨である
ため、技能実習の期間を延長し、母国に帰国してから
の技能移転を遅らせることは適当ではなく、いたずら
に期間を長くすることは、①定住化、不法就労の問
題、②家族の呼び寄せ問題、③労働市場への影響な
どが発生するおそれがあることから適当ではない。

C -

2
0
0
4
0
1
0

社団法人
日本自動車
工業会

法務省
厚生労働省

0
9
0
3
6
0

北海道の農業分野
における外国人研
修生及び技能実習
生の特例措置

・技能実習制度
に係る出入国管
理上の取扱いに
関する指針（平
成5年4月5日法務
省告示第141号）
・技能実習制度
推進事業運営基
本方針（平成5年
4月5日労働大臣
公示）

技能実習制度は、国際貢献
の観点から開発途上国等へ
の効果的な技能等の移転を
図ることを目的としており、本
制度における対象職種につ
いては、研修生送出国の
ニーズがあること、対象技能
等の段階的な公的評価制度
が整備されている職種である
こととしている。

北海道では積雪低温により冬期間は実
地での研修及び技能実習ができない事
情を考慮し、農業分野の外国人研修生
及び技能実習生については、複数職種
での研修及び技能実習を認める。

北海道の露地栽培を対象とした研修及び
技能実習では冬期間は実地での作業が
困難なことから、複数職種での研修及び
技能実習を認める。
具体的には、冬期間は当グループ内での
活動に限り、関連する他職種（食品加工な
ど）での研修及び技能実習の実施を認
め、生産から加工まで一貫して学べるよう
にする。

提案理由：
北海道での露地栽培は積雪等により作業ができない
ことから、冬期間に他職種での研修を行えるようにす
ることで、地域間の不均衡状態を解消するとともに、
農産物に係る生産から加工・流通まで一貫した研修及
び技能実習を行う体制を構築する。
代替措置：
受け入れた者が失踪などの問題をおこさないよう、対
象者は身元が明らかな者に限り、日本滞在中は当グ
ループで準備する施設へ入居させ、安定した生活を過
ごせるようにする。

D -

  複数職種の作業の研修・技能実習を行うこ
とについては、主たる職種（技能実習移行時
に選択する職種）と関連がある職種であり、
適正な研修及び技能実習計画が策定され、
帰国後に同様の業務を行うことが担保され
るのであれば、可能である。
　なお、職種の関連性については、個別に判
断されるものである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

私達は、複数の組織体からなる企業グ
ループであり、本提案の趣旨は、農園、
食品など受入先は複数の企業が想定さ
れることから、①受入先となる法人が異
なること、グループ内の業務は相互に
関連している部分も多いことから、②グ
ループ企業内の職種は関連する職種と
して認められるか（例えば、夏は農業、
冬は漬物・洋菓子製造など）であり、上
記２点についてご回答願いたい。
漬物・洋菓子製造は、JITCOの認定職
種ではないが、私達の農園で生産した
原料を使い製造しており、農業生産か
ら加工・販売まで一貫した研修が行える
と考える。
なお、受け入れは関係する企業を含ん
だ事業協同組合を１次受入機関とする
ことを想定している。

D -

  複数職種の作業の研修・技能実習を行
うことについては、主たる職種（技能実習
移行時に選択する職種）と関連がある職
種であり、適正な研修及び技能実習計画
が策定され、帰国後に同様の業務を行う
ことが担保されるのであれば、可能であ
る。
　なお、職種の関連性については、研修・
技能実習計画や受入機関の研修・技能
実習実施体制に基づき個別に判断され
るものである。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

前回意見でも述べた通り、私達は複
数の組織体からなる企業グループで
あり、本提案では、農園、食品など受
入先が複数の企業となることが想定
されることから、複数機関での受入も
差し支えないと考えて良いものか確
認します。
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厚生労働省
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外国人労働者の雇
用基準の緩和

出入国管理及び難
民認定法
出入国管理及び難
民認定法第7条第1
項第2号の基準を定
める省令

直接生産工程で就労することを
目的とする在留資格は現行法
上存在していない。

先進生産設備を導入しているジュエリー
工場において、ＩＴ制御による高度加工工
程の前後処理における労働集約作業に
従事する労働者については、全体労働
者の１割を目処に、外国人の雇用基準
を緩和する。

ＩＴ系設備を年間一定以上投資（例えば１
千万円以上）しているジュエリー企業につ
いて、生産専門職の外国人労働者の現在
の基準、すなわち「現業の経験１０年以
上」を緩和する。具体的にはね雇用条件
を「現業の経験または労働研修を２年以
上」とする。

①先進的設備投資を国内で積極的に実施し、手作業
との組み合わせにより、これまでにできなかつた高度
な商品作りにチャレンジできる。
②工場の海外移転を回避し、日本人の雇用を継続し、
地域経済の発展に寄与できる。
③設備投資の実施を通して、経済波及効果も期待で
きる。

C Ⅰ

　我が国に受け入れるべき外国人労働者の範囲
は、出入国管理及び難民認定法上「我が国の産
業及び国民生活に与える影響」を勘案して決定
するものであり、直接生産工程に従事する者の
受け入れはそもそも認められていない。従って、
就労目的の外国人は、実務経験の長短によら
ず、直接生産工程に従事することは認められな
い。

提案主体は、在留資格
「技能」の要件である
「現業の経験１０年以
上」を「２年」に緩和する
ことを求めていると考え
られ、その点について
の可否を検討し回答さ
れたい。

C Ⅰ

我が国に受け入れるべき外国人労働者
の範囲は、出入国管理及び難民認定法
上「我が国の産業及び国民生活に与える
影響」を勘案して決定するものであり、労
働集約作業のような単純作業に従事する
者の受け入れはそもそも認められていな
い。
なお、ご要望のように受入れ企業の投資
額の多寡により、経験年数要件を緩和す
ることは、単純労働者の受入れにつなが
ることから適切ではない。
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株式会社 光
彩工芸、社
団法人日本
ニュービジネ
ス協議会
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外国人研修・技能
実習制度の見直し
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 09 厚生労働省（特区第10次 再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
3
8
0

県立農業大学校を
専修学校化したうえ
で、自ら職業訓練が
実施できるようにす
ること

職業能力開発促
進法第1５条の６
第１項第１号、第２
項及び第４項、第
１６条第１項及び
第４項

○職業能力開発校の行う業
務は、職業能力開発促進法
第１５条の６第１項第１号に
規定する職業訓練、第２項に
規定する事業主等に対する
援助及び第４項に規定する
業務に限定される。
○職業能力開発校は都道府
県が設置することとされてお
り、その位置、名称その他運
営について必要な事項は条
例で定める。

農業大学校が職業訓練を行う場合には
公共職業能力開発施設からの委託訓練
しか方法がないが、同じ県の組織である
農業大学校においても自ら職業訓練を
実施できるようにすること

農業大学校に職業能力開発施設を併設
し、現在、県の公共職業能力開発施設か
ら委託を受け実施している職業訓練を自
ら実施する。

　他産業を離転職した就農希望者が、雇用保険の基
本手当を受給しながら農業の基礎技術等を習得する
職業訓練は、知事の権限に属する公共職業能力開発
施設ではノウハウ等の関係から直接実施できないた
め、同じく知事の権限に属する農業大学校が委託を
受け実施しているが、農業大学校が自ら行うことによ
り、新規就農者確保・育成等、農政施策面から一貫性
のある支援が可能となる。

C Ⅰ

職業能力開発校が、地域の訓練ニーズを踏まえて、
自治事務として御指摘のような農業の基礎技術等を
習得する職業訓練を実施することは、現行制度でも
可能である。しかしながら、職業能力開発校は、職業
に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させること
を目的として公共職業訓練を行うために設置される施
設であり、当該訓練が適正かつ着実に行われること
を担保するために、その行う業務については、職業能
力開発促進法第１５条の６第１項第１号、第２項及び
第４項に限定して規定されているところである。このた
め、学校教育法上の教育を行う施設として位置付け
られており、設置の趣旨目的の異なる専修学校を同
時に職業能力開発校とすることはできない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

今日、経済社会のニーズや地域の実情
に応じた多様な職業訓練の機会を提供
することが求められているが、現行の公
共職業能力開発施設には、農業職業訓
練に対するノウハウが全くない。現在、
職業訓練が委託事業により同じ地方自
治体の権限下にある他の教育訓練施
設（農業大学校）において当該訓練が
適正かつ着実に行われていることは、
当該施設に十分なノウハウ・機能が担
保されているといえ、当然、この機能を
有効活用すべきである。こうした現状を
踏まえ、本提案の趣旨は、まず、「農業
者研修教育施設である農業大学校が、
職業訓練科を開設し、自ら職業訓練が
できるようにする」ことであるので、ご検
討願いたい。

C Ⅰ

職業能力開発校が、地域の訓練ニーズ
を踏まえて、自治事務として御指摘のよう
な農業の基礎技術等を習得する職業訓
練を実施することは、現行制度でも可能
である。しかしながら、職業能力開発校
は、職業に必要な労働者の能力を開発
し、及び向上させることを目的として公共
職業訓練を行うために設置される施設で
あり、当該訓練が適正かつ着実に行われ
ることを担保するために、その行う業務に
ついては、職業能力開発促進法第１５条
の６第１項第１号、第２項及び第４項に限
定して規定されているところである。この
ため、設置の趣旨目的の異なる農業大
学校を同時に職業能力開発校とすること
はできない。なお、設置の趣旨目的が異
なる理由は、農業大学校は農業改良助
長法上、優れた農業後継者と農業技術
者の育成を行う施設として位置付けられ
ているためである。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

前回の意見で申し上げたとおり、本
県の農業大学校は、知事の権限の
下、委託事業により当該訓練が適正
かつ着実に行われていることから、職
業能力開発促進法に規定する職業
能力開発校としての実態と要件を備
えていると考えてよいか。その上で、
貴省御指摘のとおり「農業大学校は
農業改良助長法上、優れた農業後継
者と農業技術者の育成を行う施設と
して位置付けられている」という理由
から「設置の趣旨目的の異なる農業
大学校を同時に職業能力開発校とす
ることはできない。」のであれば、現在
の農業大学校の施設、人的資源等を
そのまま活用して、知事が農業に関
する職業訓練を行う職業能力開発施
設を設置することは可能と考えてよい
か。
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山梨県 厚生労働省
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国民健康保険脱退
の手続きの緩和

国民健康保険法第
6条、第8条

国民健康保険制度においては、
資格の得喪について事実発生
主義を採用しており、被用者保
険へ加入した場合、国民健康保
険法第六条各号に掲げる適用
除外事由に該当することとなり、
国民健康保険法第八条の規定
に基づき被用者保険被保険者
となった日の翌日から国民健康
保険の被保険者資格を喪失す
ることとなる。

現行法では国民健康保険の資格喪失の
際、世帯主に届出義務が生じるが、社会
保険事務所に照会をかけることにより、
職権で資格を喪失させることとする。

  国民健康保険被保険者の中で、長期に
わたり納付がなく接触もできない世帯で、
かつ住民税で社会保険料控除を申告して
いる世帯をリストアップし、社会保険事務
所へ政府管掌保険の資格の有無につい
て照会をかける。
回答結果を基に、社会保険の加入日まで
遡って職権で資格を喪失させる。
  なお、本市では、平成17年度において、
長期にわたり納付がなく接触もできない世
帯、約550件のうち、政府管掌保険に約70
件が加入していた。そのうち30件について
は、本人と接触が行えたので、資格喪失
手続きを行うことができたが、40件につい
ては資格喪失の処理をするまで至ってい
ない。

　国民健康保険の資格及び賦課の適正化並びに保険
料の適切な徴収は、国民健康保険制度の維持に重要
であると考える。
　特に資格の適正化については、被用者保険への加
入喪失の情報を、国民健康保険者に通知し職権処理
を行うことは医療保険の適正な運用に必要であり、全
国市長会等においても要望されているが制度改正が
進んでいない状況である。
　このような中で、長期にわたり納付がなく接触もでき
ない世帯については、すでに国民健康保険から他の
健康保険に切り替わっている可能性が高い。このうち
政府管掌保険に切り替わっている世帯に対し、社会保
険事務所に照会し、その結果を基に職権で資格を喪
失させる。このことにより被保険者の届出等手続きを
簡素化するとともに、資格状況を適正なものとし、、
誤った保険証での受診を防止すること等を目的とす
る。

E -

政府管掌健康保険に加入している世帯について
は、政府管掌健康保険の被保険者になったとい
う事実の発生を以て国民健康保険の被保険者
資格がなくなるので、保険者たる市町村が社会
保険事務所に照会し、既に被保険者資格を喪失
している世帯の情報を得た場合には、当該市町
村の被保険者名簿から抹消することは当然可能
である。

E -
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小田原市 厚生労働省

0
9
0
4
0
0

鍼灸医療の療養費
取り扱いに関する規
制緩和

あん摩マッサージ指
圧師、はり師、きゅう
師等に関する法律
（昭和23年法律第
217号）

健康保険法（大正
11年法律第70号）

はり師、きゅう師及
びあん摩・マッサー
ジ・指圧師の施術に
係る療養費の支給
の留意事項につい
て（平成16年10月１
日付け保医発
1001002厚生労働
省保険局長通知）

  はり・きゅうの施術について
は、神経痛等の対象疾患につ
いて、医師による適当な治療手
段がなく、医師の同意書がある
場合に限り、療養費の支給対象
としている。

① はり、きゅう施術の療養費支給に必
要とされる、保険者の鍼灸療養費支給
確認書たる医師の同意書又は診断書
を、厚生労働省厚生労働科学研究事業
の長寿科学研究「慢性関節リュウマチに
対する鍼灸治療の多施設ランダム化比
較試験」及び「高齢者の筋・骨格系の痛
みに対する鍼灸及び徒手的治療法の除
痛効果に関する基礎的および臨床的研
究」のＥＢＭに基づき添付撤廃。
② 発生原因の明確な柔道整復術療養
費適応疾患を鍼灸施術にも適応し同意
書・診断書の添付を撤廃。

① ＥＢＭのある鍼灸施術方法に従って施
術を行うことで同意書に代える仕組みを
確立する。
② 柔道整復の施術は、発生原因が明確
で疲労回復のためではない。柔道整復術
とも重複する頚椎捻挫後遺症等の鍼灸治
療について同意書を撤廃する。
宮崎県内には昭和39年から国民健康保
険被保険者を対象とした鍼灸の補助制度
があり４２年の歴史を誇ります。この制度
では同意書の規制が緩和され、慢性病等
に対して力を発揮してきました。現在、優
れた制度に成長し支持され続けていま
す。宮崎県の鍼灸は行政の強力なご支援
の下、人々の健康に寄与し続けていま
す。規制緩和の基に国保被保険者にとど
まらず広げる事で社会性のある事業を実
現できます。

鍼灸療養費に必要な医師の同意書・診断書は、施術
に必要なものではなく、保険者が療養費を支給するた
めに必要な科学的根拠を補完するための確認書であ
る。従って、確認のために必要とされる書類は、発生
原因が明確で、治療と疲労回復の境界が明確となる
科学的根拠を備えた理論及び施術方法の確立により
置き代えることができる。
特に、厚生労働省主導により行われた東京大学医学
部ﾘｳﾏﾁ・ｱﾚﾙｷﾞｰ内科、東京女子医科大東洋医学研
究所、埼玉医科大東洋医学科、岐阜大学医学部東洋
医学講座の大学病院である4施設による共同研究の
結果は重視されてしかるべきであり健保被保険者等
に研究補助金を還元すべきである。これは保険者の
求めるＥＢＭであり、この施術方法は科学補完的確認
書を超える科学的根拠となる。
鍼灸治療では、頚椎捻挫後遺症等の柔道整復術の療
養費適応疾患と重複する治療もある。これも同意書診
断書を撤廃するための根拠となる。

D Ⅰ及びⅣ

　はり・きゅうの施術における医師の同意書は、
保険者が保険料等を財源とする医療保険から給
付を行うかどうかを判断するために必要とされる
ものであり、はり・きゅうの施術を受けるための条
件とされているものではないものである。
　また、医師の同意を要件としているのは、
○　施術の手段・方式や成績判定基準等が明確
でないため、客観的な治療効果の判定が困難で
あること
○　治療と疲労回復等との境界が明確でないこ
と等を理由とするものであることから、廃止や省
略はできないものである。

　はり・きゅうの施術については、科学的メカニズ
ムが未だ解明されていないものの、鎮痛等に対
する一定の効果が経験的に認められていること
から、神経痛、リウマチ及びこれらの類症疾患で
ある頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後
遺症等を対象疾患とし、これらの疾患について、
医師による適当な治療手段がない場合に限り、
療養費の支給対象としているものである。

回答内容からすれば、
提案主体の要望内容は
認められないものと思
われるが、Ｄ回答なの
はなぜか。また右の提
案主体からの意見を踏
まえ、再度検討し回答さ
れたい。

○ 施術の手段・方式や成績判定基準
等が明確で、客観的な治療効果の判定
ができること。
○ 治療と疲労回復等との境界が明確
であること。
　　この2点を満たすものであれば、今
回の規制緩和案について、現行規定に
おいて対応可能（措置の分類D）という
ことでした。
今回提案に盛り込みました長寿科学研
究論文では、施術手段・方式や成績判
定基準等は明確であり、客観的な治療
効果の判定もできています。また、この
研究の被験者は明らかな疾病を有して
おり、疲労回復ではなく治療のために参
加されていたはずです。
貴省におかれましては、この点をご考
慮の上で、今提案にご理解いただきたく
存じます。

D
Ⅰ及び
Ⅳ

  お示しいただいている調査研究報告に
ついては、検討を続けなければならない
ものであることとしており、今後の可能性
があるとして結論しているものであって、
鍼施術の手段・方式や成績判定基準等
が未だ明確にされていないと認識してい
る。
　鍼の保険給付は、神経痛、リウマチ等
である患者に対して施術した場合に行わ
れるものであって、その病名等の診断は
医師により行われなければならないもの
であり、保険者においては、施術につい
て医療保険から給付を行うかどうかを判
断するためにも医師の同意書が必要とな
るものである。

提案主体は、医師の同意
書なしでも療養費が支給
されることを求めており、
その可否について「措置
の分類」も含め正確に回
答されたい。また右の提
案主体からの意見を踏ま
え、再度検討し回答され
たい。

Ⅰ　RCTの手段方式：BRITS、成績判定
基準：ACRｺｱｾｯﾄ、AIMS-2
① RA活動性・VAS(患者疼痛、患者全
体、医師)・QOLが改善。
② 鍼灸はRA患者のQOL向上寄与を示
唆し、今後RAのチーム医療を担うもので
ある。
Ⅱ　貴省見解
①Ⅰは未だ明確にあらず。
② 鍼灸師養成は法令上厳格な規制を設
け国家試験を行い質の確保を図ってい
る。修業年限や教育内容を見直す必要
はない。
③ 医師同意書は鍼灸施術に必要ない。
Ⅲ　意見
①Ⅰは明確。
②鍼灸等法１条は鍼灸に関し医師と鍼灸
師は同等と明確。
③鍼灸師の医学的質は施術に十分だ
が、保険給付では不足とされます。矛盾
から理解できません。別様あり。
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社団法人 宮
崎県鍼灸
マッサージ
師会

厚生労働省
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前期高齢者の自己
負担割合の収入等
判定基準における、
被用者保険と国民
健康保険間の統一
基準の設定

健康保険法第７４条
健康保険法施行令
第３４条
国民健康保険法第
４２条
国民健康保険法施
行令第２７条の２

７０歳以上の高齢者の一部負担
金については、健康保険加入者
については標準報酬月額２８万
円以上、国民健康保険加入者
については課税所得１４５万円
以上の者（総収入が５２０万円
（単身世帯は３８３万円）未満の
者を除く）については現役並み
所得者として３割負担としてい
る。

前期高齢者の自己負担割合を判定する
際の根拠となる収入等について、現在は
被用者保険は報酬月額を基に、国民健
康保険（以下、国保）では前年中の住民
税課税所得を基にしていて、各々異なる
基準を設定しているが、加入している健
康保険によって判定根拠が異なる現状
では被保険者間の平等を保つことがで
きないため、被用者保険と国保間で統一
した基準を設定する。

前期高齢者の自己負担割合を判定する
際は、被用者保険及び国保等を含めたす
べての健康保険で前年中の住民税課税
所得で判定するように統一する。国保に
加入している前期高齢者にとっては、現年
中の収入で自己負担割合を判定すること
は不可能であるため、被用者保険の判定
基準を国保に合わせ、更新の際は課税証
明書等の提出を求めて判定する。すべて
住民税課税所得で判断することで平等な
取り扱いができるほか、所得ベースのみ
で判断ができるため、繁雑な事務が解消
され、事務の簡素化を図ることができる。

現在、前期高齢者の自己負担割合は、被用者保険で
は報酬月額を基に、国保では前年中の住民税課税所
得を基に判定している。つまり、被用者保険では当年
の給料のみで判定している一方、国保では前年中の
すべての収入を合わせて判定していて、同じ自己負
担割合であるにも関わらず判定については異なる基
準を用いるということは、被保険者にとって不平等な
措置である。例えば、被用者保険から国保に移行する
場合、それまでは当年の報酬月額で１割負担と判断さ
れていたが、国保に移行して前年中のすべての収入
を基に判定した結果、３割負担になるというケースもあ
る。（加入する健康保険によって負担割合が変わる
ケースは別紙１のとおり。）よって、被用者保険と国保
で統一した判定基準を設定し、すべての健康保険被
保険者を平等な基準で取り扱うことは、制度の信頼を
保つうえでも必要不可欠であると考えられる。

C Ⅰ

御指摘のような差異は、被用者保険である健康
保険制度と自営業者等を対象とした国民健康保
険との差異から生じるものであることから、ご要
望のような見直しを行うことは困難である。

C Ⅰ
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中高齢者定住促進
特区

健康保険法第７４条

一部負担金の割合については、
７０歳未満の者は３割（ただし、
３歳未満の者は２割）、７０歳以
上の者は１割（ただし現役並み
所得者は３割）としている。

健康保険法による一部負担金の引き下
げ

現在、一部負担金の割合は、７０歳未満
は３０％、７０歳から７４歳は２０％、７５歳
以上は１０％となっているが、当該特区地
域に居住する者に関しては、一部負担金
の割合を７０歳未満は２０％、７０歳以上
は１０％とする。

少子高齢化が急速に進んでいるわが国において、地
域経済の活性化ひいては経済全体の活性化を実現
維持するためには、中高年齢者の専門知識、技術、ノ
ウハウを有効に活用することが不可欠である。とりわ
け人材不足傾向のある地域においてその必要性は高
い。ゆえに、施策の一つとして、本優遇措置を講じて
移住・定住のインセンティブとする。結果、当該地域に
おける中高年の創業もしくは就労が促進され、経済活
動が活発化し、税収アップも期待できる。なお、７０歳
未満と７０歳以上で負担割合に差をつけているので、
年齢による医療費と所得の変化実態にも適応してい
る。

C Ⅰ

医療保険制度においては、制度の安定的な運
営を図るため、給付と負担のバランスを保つ必
要があることから、御要望のような一部負担金
の軽減措置を認めることは困難である。

C Ⅰ
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健康保険法及び厚
生年金保険法にお
ける育児休業による
保険料免除の対象
者の拡大

厚生年金保険法第
81条の2
健康保険法第159
条

育児・介護休業法に規定する育
児休業又は育児休業の制度に
準ずる措置に基づく休業期間に
ついて厚生年金保険及び健康
保険の保険料を免除するととも
に、年金額の算定に当たっては
保険料拠出を行った期間と同様
に取り扱うことにより年金権を保
障する。

健康保険法（大正11年4月22日法律第
70号）及び厚生年金保険法（昭和29年5
月19日法律第115号）における「育児休
業」による保険料免除は、育児休業・介
護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律（平成3年5月15
日法律第76号）又は地方公務員の育児
休業等に関する法律（平成3年12月24日
法律第110号）による「育児休業」でなけ
れば対象とはならない。
　「育児休業」の定義を雇用保険法（昭
和49年12月28日法律第116号）同様、
「子を養育するために休業した場合」と
読み替えるもの。

　地方公務員の非常勤職員は「育児休
業・介護休業等育児又は家族介護を行う
労働者の福祉に関する法律」及び「地方
公務員の育児休業等に関する法律」のど
ちらの適用もないため、事業主の承認を
受けて育児のために休業をしたとしても健
康保険料、厚生年金保険料の免除を受け
ることはできない。
　また、休業中も事業主と雇用関係がある
ため、休業期間、健康保険及び厚生年金
の資格を喪失して、配偶者の被扶養者と
なることもできない。
　保険料免除の対象とすることにより、育
児のために休業する非常勤職員の経済
的支援はもとより、これから妊娠しようとす
る非常勤職員に、安心して妊娠・出産・育
児ができる環境を整えようとするもの。

　豊中市は現在厳しい財政状況にあり、職員定数の
適正化を図るとともに市民サービスを維持・向上させ
ていくため、臨時職員や非常勤職員を活用するととも
に、任期付短時間勤務職員制度を導入したところであ
る。
　現在約1500人の非常勤職員が職務に就いており、
市政運営には非常勤職員は欠かせない存在となって
いる。
　また、豊中市は大阪のベットタウンとしての役割を果
たしており、配偶者の転勤によりやむを得ず離職した
方や子育て中でフルタイム勤務が困難な方等の多様
な就労ニーズも十分あると想定する。
　今後も多様な雇用形態の職員を活用しながら、より
一層、効率的・効果的な行政運営を目指していくため
には、豊富な知識や経験と高い能力を持った非常勤
職員の確保が必要であり、これら職員が妊娠や出産
で就労を断念することなく、安心して妊娠・出産・育児
のための休業をし、復職できる環境を整備したい。

C Ⅰ

　育児・介護休業期間中の保険料免除措置は、
世代間扶養の仕組みである公的年金制度及び
それと類似の観点も含まれる公的医療保険制度
において、次世代育成支援も重要な課題である
ことから、設けられているものである。
　この措置は、「保険料を負担しその実績に基づ
いて給付を行う」ことが基本である厚生年金保険
制度及び健康保険制度において、極めて例外的
な取り扱いであることから、労働者の権利として
広く社会的合意が形成されている育児・介護休
業法に定める育児休業等の期間に限って対象と
しているものであり、その範囲外の休業期間を
対象とすることは困難である。
　なお、雇用保険制度における育児休業給付
は、「雇用の継続が困難となる事由が生じた場
合に必要な給付を行う」という法目的に沿って給
付対象が規定されているものであり、厚生年金
制度における保険料免除という極めて例外的な
措置の対象と同列に論じることは適当でない。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

地方公務員の非常勤職員への育児休
業法の適用については、第9次特区提
案の総務省回答では「長期継続雇用が
前提の常勤職員ではない」こと、厚生労
働省回答では「地方公務員である」こと
から、「不可」とされた。
　民間労働者は、育児休業の取得に常
勤・非常勤の区別はなく、また、平成17
年4月からは一定範囲の期間雇用者に
ついて、育児休業が取得できる。
　地方公務員の非常勤職員は、民間労
働者と同様の保険料負担をしているに
もかかわらず、公務パート労働者がゆ
えに育児・介護休業法が適用とならず、
保険料免除の適用とならないが、事業
主が法と同様の育児休業制度を設置し
た場合においては、免除の適用となる
よう再度検討願いたい。

C Ⅰ

 前回回答したように、育児・介護休業期間中
の保険料免除措置は、世代間扶養の仕組み
である公的年金制度及びそれと類似の観点
も含まれる公的医療保険制度において、次
世代育成支援も重要な課題であることから、
設けられているものである。
　この措置は、「保険料を負担しその実績に
基づいて給付を行う」ことが基本である厚生
年金保険制度及び健康保険制度において、
極めて例外的な取り扱いであることから、労
働者の権利として広く社会的合意が形成され
ている育児・介護休業法に定める育児休業
等の期間に限って対象としているものであ
り、同法の適用対象とならない者の取得する
休業期間などその範囲外の休業期間を対象
とすることは困難である。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　保険料免除は「次世代育成支援も
重要な課題であること」から設けられ
たものであり、「法に定める育児休業
ではないため不可」との回答である
が、公務パート労働者が育児・介護
休業法の対象とならない趣旨は「地
方公務員である」ことによるもので
あって、事業主が育児・介護休業法と
同様の休業制度を設けた場合におい
て、これを対象としない合理的な理由
はないと考える。
　また、「雇用の継続」を目的とした育
児休業給付制度は、次世代育成支援
という保険料免除と同様の趣旨であ
ると考えられる。
　育児・介護休業法の適用とはならな
いが、育児休業と同じ状態にある者
の保険料免除について、次世代育成
支援の取り組みとして再度検討願い
たい。
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総務省

厚生労働省
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管
理

コ
ー

ド

具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
4
4
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社会保険料率の低
減

健康保険法第１５９
条
厚生年金保険法
第6条、第9条、第82
条

(健康保険・介護保険）
健康保険法においては、被保険者
及びその事業主は、それぞれ保険
料を負担し、当該事業主はその使
用する被保険者及び自己の負担す
る保険料を納付する義務を負うと
規定している。
（厚生年金保険）
厚生年金保険法に規定する適用事
業所に使用される７０歳未満の者
は厚生年金保険の被保険者とさ
れ、被保険者及び被保険者を使用
する事業主は、それぞれ保険料を
負担し、当該事業主はその使用す
る被保険者及び自己の負担する保
険料を納付する義務を負う。

正社員雇用を積極的に行い、社会貢献
性の高い会社に対して、社会保険料率
の低減を行う。

①正社員雇用を増やすことにより、消費が
活発化し最終的に経済に良い効果を与え
ることが想定できる。
②正社員雇用を増やし、社会保険料を引
き下げることにより、現在支払いが滞って
いる社会保険料の徴収額が結果増え、財
源を確保する事ができる。
③社会保険料を低減することにより、更な
る雇用の促進と、利益計上につながり、所
得税・法人税と財源の確保につながり、経
済に好影響を与える事ができる。

①現状の社会保険料率では、雇用を増やす度に
キャッシュフローがきつくなるので、雇用数を確保する
事ができない。
②人員増加により一気に売上向上を考えたが、給与
支払いのめどがたたなくなるので断念した。
③現状では、益々社会保険料率が上がっていき、企
業運営に支障をきたす可能性がある。
④資本金５０００万以下の会社で前年度の実績で年間
３６人以上雇用数を増やした会社には、社会保険料率
を最大１０％引き下げる、というような制度の導入を希
望します。

C Ⅰ

（健康保険・介護保険）
御要望のような保険料免除の措置については、
被保険者が等しく保険料を負担することで制度
を支えることが健康保険制度等における基本で
あり、被用者保険内で同一の給付がなされるに
も関わらず保険料に差が出ることをどのように考
えるのかといった問題点があることから、御要望
のような見直しを行うことは困難である。
（厚生年金保険）
 社会保険制度における事業主負担は、被用者
が老後等を心配することなく安心して働けること
が、事業主の事業活動の円滑な実施に寄与す
る面があると考えられることから労働者と折半で
負担することとされているものである。
  また、「保険料を負担しその実績に基づいて給
付を行う」ことが基本である厚生年金保険制度に
おいては、負担が低減すれば給付も低減するの
が原則であり、ご提案については被用者の老後
生活の安定の観点から適切でない。
  一方、給付は維持したまま負担のみ軽減する
こととした場合には、他の会社に使用される労働
者との公平性を欠くことになる。
いずれにせよ、社会貢献性の高低という基準に
よって保険料の低減を行うことは困難である。

C Ⅰ

1
1
0
9
1
8
0

株式会社 ゼ
ウス・エン
タープライ
ズ、社団法
人日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

厚生労働省

0
9
0
4
5
0

 国民年金に係る市
への法定受託事務
の規制撤廃

国民年金法第５条
の３、国民年金法施
行令第１８条

国民年金の第１号被保険者に
係る請求書、申請書、届書又は
申出書の受理及びその請求等
に係る事実の審査等に関する
事務は、市町村長が行うことと
されている。

現行法では、公的年金は政府が管掌
し、国民年金の事務の一部を市が法定
受託事務として行うこととなっています
が、市民の利便性、事務の効率性や経
費削減の観点から、市が施設等を提供
し、国が執行機関として「（仮称）地域年
金センター」を設置することにより、この
（仮称）地域年金センターにおいて、厚生
年金及び国民年金の事務を一括して行
うことができ、このことにより、市への国
民年金の法定受託事務の規制を撤廃す
るものである。

公的年金（厚生年金及び国民年金）に関
する全ての相談や、裁定請求書等の提出
が市民の身近な場所で可能とするもので
ある。現行では、公的年金の窓口事務が
社会保険事務所と市の２カ所で役割分担
して行われているが、大多数の市民は、
年金に関する相談場所や、裁定請求書の
提出先などの正確な区別がほとんど理解
できていない状況にある。このため、国の
協力の下にこの事業を実施するものであ
り、具体的には、市が施設等を無償で提
供し、国において、この施設に執行機関と
して「（仮称）地域年金センター」を設置し
ていただき、民間活力などを導入して、公
的年金（厚生年金及び国民年金）に係る
窓口事務等を一括して実施していただくも
のである。

第８次提案において、厚生年金及び第３号被保険者
の裁定請求書の受理を、市において行うことが可能と
なるよう「老齢厚生年金の裁定請求受理機関の拡大」
の提案をしたところ、厚生年金に係る事務を市町村で
実施することについては、現時点では無理との見解で
あり、認定に至らなかった。
  そのため、今回も同様の趣旨で、事業内容を変更し
再提案するものである。
  なお、提案理由は別添のとおりである。

C Ⅰ

　国の行政組織等の減量、効率化等を進める観点から、社会保険
事務所等の増設は困難な状況にあり、「（仮称)地域年金センター」
の設置についても同様である。
　また、国民の利便性、事務処理の効率性等の観点から、国民年
金に関する事務のうち、第１号被保険者の資格取得届、免除等の
申請書及び裁定請求書の受理及び審査などの一部の事務は、市
町村に法定受託事務として委ねているところである。
（仮にこれらの事務を国が直接行うこととした場合には、
　・国民年金保険料の免除等の申請に係る所得の確認について
は、現行上、提出先と証明者が同じ市町村であることを理由に所得
証明書の添付の省略を認めているが、申請書の提出先が国になっ
た場合には、申請者に対して所得証明書の添付を必ず求める
　・住所変更届については、それまで市町村に対する届出のみで済
んでいたものが国と市町村に対してそれぞれ提出する
ことが必要となると考えられるところであり、国民サービス向上の観
点からご提案の内容は望ましくない。）

なお、年金に関するお問い合わせ先等については、リーフレット等
に明記し、また、裁定請求書の提出先に関しては、現在ターンアラ
ウンド方式により受給開始年齢が近づいた方に対して裁定請求に
ついてご案内する際に、提出先を明記するなどして分かりやすい案
内に努めている。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

組織の減量、効率化の観点を踏まえ、
（仮称）地域年金センターの設置を年金
業務のみの単独での施設利用ではな
く、他の施設と併用して効率的に利用し
ていただく方法での再検討を願います。
なお、詳細については別紙のとおりで
す。

C Ⅰ

ご提案の「地域年金センター」の貴市への設置に
ついては、仮に他の機関と施設を共有する場合
にあっても、国の機関を新設することに変わりは
なく、国の行政組織等の減量、効率化等を進める
観点から、ご提案のセンターを新たに設置するこ
とは困難である。
　なお、社会保険庁としては、受給開始年齢が近
づいた方に対する年金の裁定請求書の事前送
付、全国の年金電話相談センターのネットワーク
による電話応答率の向上、保険料納付実績や年
金額の見込み等を被保険者に分かりやすく通知
する「ねんきん定期便」の実施(平成１９年３月より
一部先行実施予定)等により、社会保険事務所に
来所されなくても年金相談の目的が果たせる仕組
みを構築するとともに、年金相談の時間延長及び
休日相談の実施等の年金相談体制等の充実に
取り組むことにより、国民の利便性の確保に努め
ている。
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志木市  厚生労働省
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外国人に関する年
金制度の見直し

厚生年金保険法附
則第29条、国民年
金法第9条の3の2

＜社会保障協定の締結の推進＞
社会保障協定については、ドイツ、
イギリス、韓国、アメリカとの間で発
効済み、ベルギーについては平成
19年1月1日より発効予定、フランス
及びカナダとの間で署名済みであ
る。また、オーストラリアとの間では
協定内容について大筋で合意に
至っており、オランダとの間では協
定締結に向けて政府間交渉を行っ
ている。さらに、スペインやチェコと
の間で非公式協議を実施している
ところである。

＜脱退一時金制度の改正＞
我が国の年金制度は、国籍に関わ
らず等しく適用されており、年金制
度の保障の対象となっている。日
本に短期滞在する外国人の方につ
いて保険料納付が老齢給付に結び
つかないという問題は、社会保障
協定の締結により解決すべき問題
であるが、このような解決が図られ
るまでの間の特例措置として、短期
滞在の外国人の方に対し給付を
行っている。

外国人研究者等の年金加入期間が通
算されるよう、日本と母国との間の社会
保障協定締結国を拡大するとともに、未
締結国の外国人研究者が受給資格期
間を満たさず帰国する場合の脱退一時
金について、在留期間５年の納付期間
に対応した支給を行う。

○大型放射光施設SPring-8等における外
国人研究者の受入れ促進事業
　播磨科学公園都市では世界最大の大型
放射光施設SPring-8を擁し、先端分野に
関わる放射光研究が展開されている。
　これまで、特例措置（５０１～５０３、５０
４）を活用して外国人研究者の受入れ促
進を図っているが、特例措置によりその在
留期間が延長されていることから、加入が
義務づけられている年金について、その
脱退一時金の支払いの見直しに関する要
望がある。
　そこで、社会保障協定対象国の拡大及
び脱退一時金の見直しを行うことにより外
国人研究者の受入れ環境の向上を図り、
国際的な研究拠点の形成を目指す。

○年金制度については、社会保障協定により二重加
入等の問題点の解決が図られてきているが、現状受
入を行った外国人研究者のうち当該協定の締結がさ
れていない国（ロシア、ポーランド、インド）からの受入
もある。そのため、受入れた外国人研究者の年金につ
いて、取扱いの格差をなくすため早急に当該協定の
締結について推進していただきたい。
○受給資格を満たさない場合、年金保険の脱退一時
金が請求可能であるが、３年までの保険料納付期間
ではその期間にあわせて段階的に脱退一時金が支払
われるものの、３年以上では一定額しか支給されな
い。
　そこで、加入が必要な年金保険の脱退一時金につ
いても、支給上限年数を引き上げ、納付期間に対応し
た一時金の支払いを可能としてもらいたい。
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＜社会保障協定の締結の推進＞
　社会保障協定については、これまでドイツ、イギリス、韓国、アメリ
カとの間で発効済み、ベルギーについては平成19年1月1日より発
効予定、フランス及びカナダとの間で署名済みである。また、平成
18年7月にオーストラリアとの間で協定の内容面で合意に至ってい
るほか、オランダとの間では協定締結に向け政府間交渉を実施し、
さらにチェコ、スペインとの間では非公式協議を行っているところ。
　社会保障協定締結に向けた取組については、今後とも、相手国
の社会保障制度における社会保険料の負担の規模、在留邦人や
進出日系企業等の状況、経済界からの具体的要望の多寡、二国
間関係、我が国と相手国の社会保障制度の違いなどを総合的に考
慮しつつ、一層推進していくこととしている。
　また、協定締結の一層の推進及び協定発効手続の迅速化を図る
ため、社会保障協定実施のための従来の国別の実施特例法に代
え、現在発効している協定及び将来のいずれの国との協定にも対
応可能な包括実施特例法を制定することとし、次期通常国会への
提出を予定している。

＜脱退一時金制度の改正＞
  我が国の年金制度は、内外人平等、すなわち国籍にかかわらず
等しく適用されており、年金制度加入中に老齢・障害・死亡といった
事由があれば、老齢年金や障害年金、遺族年金が支給されるとい
う形で、年金制度の保障の対象となっている。一方、短期滞在の外
国人の方について保険料納付が老齢給付に結び付かないという問
題は、社会保障協定の締結により解決すべき問題であるが、特に
開発途上国などでは、母国の年金制度が未熟であるなどの理由
で、協定による解決に時間がかかる場合があるのも事実であり、こ
うした実態を踏まえ、脱退一時金という特例的な制度を設けている
ところである。
　そもそも、強制加入の賦課方式を採っている我が国の年金制度
においては、保険料納付をできる限り将来の年金給付につなげる
制度設計としており、制度からの途中離脱を給付事由とすることは
極めて例外的な取扱いである。
  脱退一時金の対象期間の上限の延長は、このような制度創設時
の趣旨・目的に反し、特例的な制度としての法律上の位置付け(厚
生年金保険法附則第29条において「当分の間」支給するものと規
定)と整合しないことから、厚生労働省としては、このような法律改
正は考えていない。

提案主体が述べてい
る、ロシア、ポーランド、
インドとの社会保障協
定締結の見込みについ
て御教示願いたい。ま
た右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

【社会保障協定の締結の推進】
○優秀な外国人研究者の受入促進を
行うにあたり、国内法の整備や社会保
障協定の締結をさらに推進していただ
きたい。
【脱退一時金制度の改正】
○外国人研究者の在留期間について
は、在留期間が５年に延長されているこ
とから、脱退一時金の対象期間の上限
について実態に即して延長するよう見
直しを再度検討をお願いしたい。

C Ⅰ

＜社会保障協定の締結の推進＞
社会保障協定については、これまでドイツ、イギリス、韓国、アメリカとの
間で発効済み、ベルギーについては平成19年1月1日より発効予定、フ
ランス及びカナダとの間で署名済みである。また、平成18年7月にオー
ストラリアとの間で協定の内容面で合意に至っているほか、オランダと
の間では協定締結に向け政府間交渉を実施し、さらにチェコ、スペイン
との間では非公式協議を行っているところ。
社会保障協定締結に向けた取組については、今後とも、相手国の社会
保障制度における社会保険料の負担の規模、在留邦人や進出日系企
業等の状況、経済界からの具体的要望の多寡、二国間関係、我が国と
相手国の社会保障制度の違いなどを総合的に考慮しつつ、一層推進し
ていくこととしている。
　　なお、ご指摘のあったロシア、ポーランド及びインドとは、現時点にお
いて、社会保障協定の締結に向けた具体的な予定はないが、これらの
国との交渉についても上記の基準に従って判断されるべきものと考えて
いる。
今後、協定締結の一層の推進及び協定発効手続の迅速化を図るた
め、社会保障協定実施のための従来の国別の実施特例法に代え、現
在発効している協定及び将来のいずれの国との協定にも対応可能な包
括実施特例法を制定することとし、次期通常国会への提出を予定して
いる。

＜脱退一時金制度の改正＞
　我が国の年金制度は、内外人平等、すなわち国籍にかかわらず等し
く適用されており、年金制度加入中に老齢・障害・死亡といった事由が
あれば、老齢年金や障害年金、遺族年金が支給されるという形で、年
金制度の保障の対象となっている。一方、短期滞在の外国人の方につ
いては、保険料納付が老齢給付に結び付かないという問題は、社会保
障協定の締結により解決すべき問題ではあるが、特に開発途上国など
では、母国の年金制度が未熟であるなどの理由で、協定による解決に
時間がかかる場合があるのも事実であり、こうした実態を踏まえ、脱退
一時金という特例的な制度を設けているところである。
　そもそも、強制加入の賦課方式を採っている我が国の年金制度にお
いては、保険料納付をできる限り将来の年金給付につなげる制度設計
としており、制度からの途中離脱を給付事由とすることは極めて例外的
な取扱いである。
脱退一時金の対象期間の上限の延長は、このような制度創設時の趣
旨・目的に反し、特例的な制度としての法律上の位置付け（厚生年金保
険法附則第29条において「当分の間」支給するものと規定）と整合しな
いことから、厚生労働省としては、このような法律改正は考えていない。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

○本提案は、外国人研究者の在留資
格の制度改正により、在留期間が最
大３年から５年へ延長されたことによ
る保険料の掛け捨て等の不利益をな
くすために提案を行っているものであ
る。
○脱退一時金制度の趣旨は十分に
理解しているが、受入れを行った外
国人研究者の多くは最大５年に延長
された在留期間を活用して来日して
いる。既に３年を超えて在留している
外国人研究者もいることから、公平性
の観点からも対象期間の上限につい
て、基準となっている在留期間延長
の実態に即して延長するよう再度検
討をお願いしたい。
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郡町、佐用
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法人の厚生年金保
険強制適用の一定
期間の延期

厚生年金保険法
第6条、第9条、第82
条

厚生年金保険法に規定する適
用事業所に使用される７０歳未
満の者は厚生年金保険の被保
険者とされ、被保険者及び被保
険者を使用する事業主は、それ
ぞれ保険料を負担し、当該事業
主はその使用する被保険者及
び自己の負担する保険料を納
付する義務を負う。

新しく事業を開始した法人は厚生年金保
険への加入義務があるが、5年間延期す
る。

新しく事業を開始した法人の厚生年金保
険料負担を軽減することにより、資金を効
率的に利用してもらうことを目的とする。

新設法人の社会保険料負担や事務手続きの負担が、
本来の企業活動に影響が大きいため。

C I

　社会保険制度における事業主負担は、被用者が老後等
を心配することなく安心して働けることが、事業主の事業活
動の円滑な実施に寄与する面があると考えられることから
労働者と折半で負担することとされているものである。
  そして、厚生年金保険法においては、法人の事業所であ
れば等しく適用事業所とされ、その適用事業所の事業主
は、事業を継続し報酬の支払いを行っている以上、保険料
の納付義務を負うこととされていることから、ご提案につい
ては他の法人の事業所との公平性を欠くことになる。
  また、「保険料を負担しその実績に基づいて給付を行う」こ
とが基本である厚生年金保険制度においては、当然に加入
を延期した分だけ将来の給付が減少することになり、ご提
案については被用者の老後生活の安定の観点からも適切
でない。
  このため、新しく事業を開始した法人に対する強制適用を
５年間延期することは困難である。

C I
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児童手当の支給消
滅要件の追加

-

児童手当は、子を監護し、生計
を同一にする父又は母に支給さ
れることとされており、この要件
を満たさなくなったことが明らか
な場合は、現行法においても市
町村長が職権で受給資格の消
滅をすることが可能である。

児童手当を支給すべき事由の消滅要件
の追加について、「配偶者からの暴力の
防止及び被害者の保護に関する法律
（平成13年法律第31号）」（以下「ＤＶ防止
法」という）に規定する保護命令決定に
よる、職権消滅要件を付加すること。

児童手当支給要件の職権による消滅事
務の追加

市では、ＤＶ防止法の周知啓発を進め相談事業を重
視してきたが、近年、ＤＶ被害者からの相談や保護･救
済の申し出が増加している。本市のＤＶ被害者の多く
は子どもを連れた女性である。子どもを連れた被害者
（多くは妻）が、ＤＶ防止法第10条による保護命令決定
を受けた場合でも、加害者（多くは夫)である父親に児
童手当が継続して支給されている現状がある。これは
父親が保護命令決定後すぐに資格喪失届けを提出す
ることがないため、母親に児童手当を受給できる要件
が成立しないからである。この状況は児童手当法第1
条の目的に沿うものではない。よって、保護命令決定
と同時に職権で父親の支給要件を消滅できれば、新
たに母親への支給要件が確立でき、着の身着のまま
で逃げ出したＤＶ被害者の子の養育の経済的な支え
となりうる。本市は住み慣れた地域で安心して暮らし
ていける住民サービスに努めていることからもこの申
請を行うものである。

D -

児童手当は、子を監護し、生計を同一にする父
又は母に支給されることとされており、この要件
を満たさなくなったことが明らかな場合は、現行
法においても市町村長が職権で受給資格の消
滅をすることが可能であり、この取り扱いについ
ては、「市町村における児童手当関係事務処理
について」（平成１８年３月３１日付け厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長通知）において周知し
ているところである。したがって、御提案の事例
については現行制度で対応可能である。

D -
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福知山市 厚生労働省
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 09 厚生労働省（特区第10次 再々検討要請）

管
理

コ
ー

ド

具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
4
9
0

保育所入所要件の
撤廃

児童福祉法
　第２４条第１項
　第３９条
児童福祉法施行令
　第２７条

保育所は日々保護者の委託を
受けて、保育に欠ける乳幼児を
保育する施設である。

特別の事情（待機児童が無い地域、地
域の保育所が「認定こども園」の設定を
受けることが困難等）のある地域におい
て、保護者の就労の有無等に関係なく、
保育を必要とする乳幼児が保育所へ入
所することが可能となるよう、保育所入
所要件（保育の実施基準）を撤廃する。

○専業主婦家庭等における育児不安や
悩み等により、児童虐待などにつながる
恐れがあるなど、保育を必要とする乳幼
児の受入を可能にする。
○非正規雇用者の増加やリストラ等によ
る離職も多く見られる現在、親の就労状況
の変化による児童の保育環境の悪化させ
ないようにする。

保育所への入所要件は、保護者が就労、疾病等で十
分な保育が受けられない０歳から小学校入学前の乳
幼児ということになっている。一方、核家族化や地域
のコミュニケーションの希薄化などにより、近年は、専
業主婦家庭における育児不安や悩み等が増大してお
り、児童虐待などにつながる恐れがあるなどによる保
育を必要とする乳幼児は、現行の制度では対応でき
ない状況である。また、非正規雇用者の増加やリスト
ラ等による離職も多く見られる現在、親の就労状況の
変化により、保育所に通えなくなることによって、児童
の健全な幼児教育・保育環境が確保されない状況と
なる。このため、全ての就学前児童が保育所を利用で
きるよう入所要件（保育の実施基準）の撤廃を行う必
要がある。

C Ⅰ

○保育所の利用について保育に欠ける要件を撤廃し、全て
の子どもについて保育所での受入れを認めることについて
は、福祉施設としての性格を変えることになるため、子育て
支援施策全体のあり方やその負担のあり方について、根本
的な議論が必要であると考えており、現段階において対応
することは困難である。
　特に、保育に欠ける要件を撤廃した場合には、保育の必
要性の高い児童の利用が確保されない可能性があること、
０～2歳児で約280万人の在宅の子育て家庭に対し、現在
の就労家庭と同等の利用を保障する場合には多額の財政
負担が必要となることから慎重な検討が必要である。
　なお、定員に空きがある場合は、既に入所している児童の
保育に支障を生じない範囲で保育に欠けない児童を入所さ
せることについては、差し支えない旨を「保育所への入所の
円滑化について（平成10年2月13日児保第3号）」により通知
しているところである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

①保育所は、既に保育に欠ける児童の保
育を行うほか、就学前の児童及び子育て家
庭に対する支援を行う福祉施設として、入
所要件を撤廃していくことが必要と考える。
②すべての子どもを同等に取り扱うことに
なっても、入所優先順位を定めることによ
り、保育の必要性の高い児童の利用が確
保される。
③保育に欠けない児童を入所させた場合に
あっても、保育に欠ける子どもの入所が優
先されるため、後に、当該地域の保育需要
が増大した場合は、当該私的契約児を退所
させることとなり、当該児童の健全な保育環
境の確保が困難となる恐れがある。
以上のことから、更なる検討をお願いした
い。

C Ⅰ

○保育所の利用について保育に欠ける要件を撤廃し、全ての子どもに
ついて保育所での受入れを認めることについては、福祉施設としての性
格を変えることになるため、子育て支援施策全体のあり方やその負担
のあり方について、根本的な議論が必要であると考えており、現段階に
おいて対応することは困難である。
　特に、保育に欠ける要件を撤廃した場合には、保育の必要性の高い
児童の利用が確保されない可能性があること、０～2歳児で約280万人
の在宅の子育て家庭に対し、現在の就労家庭と同等の利用を保障する
場合には多額の財政負担が必要となることから慎重な検討が必要であ
る。
○入所優先順位を定めることは現行において保育に欠ける要件を判定
していることと同義であり、保育に欠ける要件を撤廃することとは主張が
矛盾していると考える。
○少子化の進行や教育・保育ニーズの多様化を踏まえ、親の就労の有
無に関わらず子どもを受け入れ、就学前の子どもに対する教育及び保
育を一体的に提供するとともに、地域における子育て支援を実施する施
設である「認定こども園」が制度化されたところであり、今回のケースに
おいても認定こども園への転換により対応可能と考える。私的契約児で
は当該児童の健全な保育環境の確保が懸念されるという指摘について
も、認定こども園制度を活用することにより、現行の認可保育所におけ
る私的契約児の扱いとは異なり、保育に欠けない子の入所枠が保障さ
れることとなる。
○更に、保育に欠けない子の受入れは、①学校教育法上の幼稚園教
育の目標の達成に向けた教育の提供が行われること、②保育に欠ける
子どもと私的契約児の一日の生活リズムや集団生活の経験年数の相
違等に配慮した対応が行われることが確保されることが必要であり、こ
れらは認定こども園において求められる教育・保育の内容と同じである
ことから、子どもの適切な処遇という観点から認定こども園制度で対応
することが適当と考える。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

保育に欠ける子、欠けない子がそれ
ぞれの定員枠一杯に入園している認
定こども園において、保育に欠ける子
が保育に欠けない状態になった場
合、新たに保育に欠ける子の入所希
望者があれば、欠けない子の枠が無
いことから、退所する必要が出てく
る。こうした状況では就学前の児童を
一貫して保育することができないこと
となるが、これは「保育に欠ける」こと
が保育所の入所要件となっているこ
とが要因と考えるため、入所要件の
撤廃が必要と考える。再度、検討をお
願いしたい。
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「保幼育士」（仮称）
の創設と資格認定
試験の一元化

児童福祉法第18条
の６

保育士となる資格を有する者
は、①厚生労働大臣の指定す
る保育士養成施設を卒業した
者、②保育士試験に合格した者
である。

「認定子ども園」における児童の保育・養
育に携わる要員として、新しい国家資格
「保幼育士（仮称）」を新設し、同資格の
認定試験を一元化する。

「保幼育士」（仮称）の資格認定試験は以
下によるものとする。①試験の内容は、現
行の幼稚園教員資格認定試験の一次試
験及び保育士資格認定試験（筆記試験と
保育実習実技）並びに小論文とする。②
試験は、同日同会場で一元化して実施す
る。③なお、現在、幼稚園教員資格を保有
している者は保育士資格認定試験を、保
育士資格を保有している者は幼稚園教員
資格認定試験（一次試験のみ）をそれぞ
れ受験する。④また、現在両資格を保有し
ている者は、「保幼育士」の名称を用いる
ことができる。

①幼保一元化の流れ、とりわけ「認定子ども園」のス
タートに伴ない、教育中心の幼稚園教員と保育中心
の保育士の役割を効果的に融合して遂行できる新し
い人材「保幼育士」が望まれる。認定試験は、新「保幼
育士」に相応しいものとするため左記の内容とする
が、知識偏重にならないよう、幼稚園教員資格認定試
験の二次試験は免状する一方、全人間的な魅力・コ
ミュニケーｼｮﾝ能力を把握するために小論文を課す
る。②受験者の便宜を図るため、認定試験は同日同
会場での、１回限りの試験とする。

C Ⅰ

認定こども園制度は、就学前の子どもに対する幼児
教育と保育を一体的に提供する機能を備える施設で
あり、幼稚園と保育所双方の水準を満たすことを基本
としています。このため、職員資格についても、幼稚
園教員免許状と保育士資格の併有を求める仕組みと
しています。
　幼稚園教諭免許と保育士資格については、①満3
歳からの子どもを対象に1日に4時間を標準とした教
育を行う学校である幼稚園と、②保護者の就労等の
事情により保育に欠ける0歳からの子どもを対象に1
日原則8時間の保育を行う児童福祉施設である保育
所という両施設の目的・役割の違いを踏まえたものと
なっています。
　このため、①幼稚園教諭免許保有者は、教職の意
義及び教員の役割を理解し、適切に教育課程を編成
して満3歳からの子どもの指導に当たる能力を有する
ことに力点が置かれているのに対し、②保育士資格
保有者は、児童福祉、小児保健、小児栄養、保育原
理、基礎的な教育原理を幅広く理解し、専門的知識を
持って0～2歳児の低年齢児を含む子どもの保育に当
たる能力の養成に力点が置かれているものであっ
て、これらを単純に一元化し、新たな国家資格を創設
することは困難です。
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カラオケ施設での保
育所運営における
調理施設兼用の要
望

児童福祉施設最低
基準第３２条第1項
第1号、第5号

保育所には調理室を設置しなけ
ればならない。

ｶﾗｵｹ施設は交通の利便性の高い場所
に立地しており、同施設での保育所提供
は親のﾆｰｽﾞに合致している。この利点を
生かして同じ建物内でｶﾗｵｹと保育所を
はっきり区分けして保育所の認証要件を
満たして兼業したいが、児童福祉法第45
条（最低基準）、児童福祉施設最低基
準、第33条、第34条により保育所自体に
調理室の設置義務があるためｶﾗｵｹ施
設の調理室からの給食提供は認められ
ていない。保育所を設置する場合のｺｽﾄ
ｱｯﾌﾟ抑制の観点からｶﾗｵｹと保育所の調
理施設兼用を認めて欲しい

ｶﾗｵｹ施設は交通の利便性の高い場所に
立地しており、同施設での保育所提供は
親のﾆｰｽﾞに合致している。この利点を生
かして同じ建物内でｶﾗｵｹと保育所をはっ
きり区分けして保育所の認証要件を満た
して兼業したいが、児童福祉法第45条（最
低基準）、児童福祉施設最低基準、第33
条、第34条により保育所自体に調理室の
設置義務があるためｶﾗｵｹ施設の調理室
からの給食提供は認められていない。保
育所を設置する場合のｺｽﾄｱｯﾌﾟ抑制の観
点からｶﾗｵｹと保育所の調理施設兼用を
認めて欲しい

ｶﾗｵｹ施設は交通の利便性の高い場所に立地してお
り、同施設での保育所提供は親のﾆｰｽﾞに合致してい
る。この利点を生かして同じ建物内でｶﾗｵｹと保育所を
はっきり区分けして保育所の認証要件を満たして兼業
したいが、児童福祉法第45条（最低基準）、児童福祉
施設最低基準、第33条、第34条により保育所自体に
調理室の設置義務があるためｶﾗｵｹ施設の調理室か
らの給食提供は認められていない。保育所を設置す
る場合のｺｽﾄｱｯﾌﾟ抑制の観点からｶﾗｵｹと保育所の調
理施設兼用を認めて欲しい

C Ⅲ

○保育所における食事は、乳幼児の健全な発
達・発育のために欠くことのできないものであり、
保育所に設置することとされている調理室は、離
乳食やアレルギー児の食事など、個々の子ども
の状況に応じたきめ細やかな対応等の観点か
ら、重要な役割を果たしているものであり、必置
規制を撤廃することは困難である。

提案では調理室を「撤
廃」するのではなく隣接
の施設との「兼用」が可
能かを聞いているの
で、その点につきご回
答願いたい。
また、提案とは逆に保
育所の調理室を、隣接
する他の施設にも利用
する場合は問題ない
か。問題ないとする場
合、今回の提案と扱い
が異なる考え方は何
か。
右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

調理室は乳幼児への栄養管理上重要
とのご回答であるが、当提案は、栄養
や健康管理基準は当然、遵守する上で
の調理室の兼用を提案している。カラオ
ケと言っても運営企業ｸﾞﾙｰﾌﾟで給食を
展開していたり、カラオケ事業といって
も歌のサービス提供だけでなく消費者
への食材の生産履歴の提示やアレル
ゲン表示までおこなっている。こうした
背景をご認識の上、再検討を御願いす
る。

C Ⅲ

○保育所における食事は、乳幼児の健全な
発達・発育のために欠くことのできないもので
あり、保育所に設置することとされている調
理室は、離乳食やアレルギー児の食事など、
個々の子どもの状況に応じたきめ細やかな
対応等の観点から、重要な役割を果たしてい
るものであり、保育所における調理業務は保
育所が責任をもって行えるよう、他施設の調
理室との兼用は適当ではないと考える。ま
た、保育所の調理室を他の施設と兼用するこ
とについても、同様の観点から適当ではない
と考える。

幼稚園、学校、社会福祉
施設の給食施設と保育所
の調理室の共用が認めら
れているが、その他の民
間施設との共用が認めら
れない理由は何か。また
認可外であれば、保育所
に調理室を設置せず他施
設の調理室との共用や、
保育所の調理室から他施
設への調理の提供は可
能か。
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おばすて山伝説を
活かす街づくり

介護保険法（平成9
年法律第123号）

児童福祉法（昭和
22年法律第164号）

障害者自立支援法
（平成１７年法律第
１２３号）

介護保険制度においては、要介護状態
の高齢者等が都道府県等から指定を
受けた事業者が提供する介護保険
サービスを利用した場合には、介護保
険法に基づき保険給付を行う。

児童館は児童に健全な遊びを与えて、
その健康を増進し、又は情操をゆたか
にすることを目的とする施設である。

障害者自立支援法においては、支給決
定障害者等が都道府県から指定を受
けた事業者が提供する障害福祉サー
ビスを利用した場合に、自立支援法に
基づく給付を行う。

高齢者、児童、障害者、外国人支援など
を一括して実施できる施設運営

おばすて山伝説とは、年老いた母親を山
に捨てるように命じられた息子が、母の助
言によって国を救った昔話です。社会的
弱者と言われている人達が有する知恵や
経験や文化を、２１世紀の子ども達の教育
に活かし、同時に高齢者が子ども達のパ
ワーで元気になるという街づくりを提案し
ます。具体的には、高齢者、児童、障害
者、外国人支援など、対象者毎の法律制
度により、高齢者は高齢者施設で、児童
は児童館で、障害者は障害者施設で、
等、別々のサービスとなっていますが、例
外的に同一施設受け入れ可能となる事を
要望します。相互間での相乗効果が期待
でき、地域全体での豊かな街づくりにつな
がります。

外国籍の母親や障害児者、両親の介護問題を抱える
働く女性、核家族化の弊害から生じる子ども達の問題
行動等々、まだまだ改善していかなけれならないこと
が山積みです。少子・高齢化や男女共同参画社会に
おいては、子育てや介護と仕事との両立は、男女共に
深刻な問題になりつつあります。そこで、より少ない予
算でより大きな成果が得られるように、既存の施設や
地域の人間力を有効活用していく規制緩和を要望し
ます。おばすて山伝説を活かした街づくりによって住
民が元気になれば、地域力が向上し、ひいては観光
業や商工業、農林業等の発展にも結びつくと思いま
す。おばすて山から望む善光寺平の絶景は、まさに美
しい日本です。緑豊かな信州の景色のように、日本や
世界に誇れる心豊かな街づくりを提言します！
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○介護保険制度においては、被保険者の要介護状
態等に関し必要な保険給付を行うこととしており、当
該保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護
状態となった場合においても、可能な限り、その居宅
においても、その有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるように配慮することとされてお
り、介護保険サービスを提供する事業者については、
高齢者に適切な介護サービスを提供するために必要
な人員、設備等を有すること等としているところであ
る。
　また、通所介護サービスにおいては、一定の要件を
満たす場合には、身体障害者、知的障害者、障害児
と高齢者の相互利用を行うことが認められている。
○児童館等児童厚生施設には、子どもが心身ともに
健やかに育成するために必要な人員、設備等を有す
ることとしているところである。
　なお、児童館を、他の社会福祉施設等と併設するこ
とは可能であり、さらに、施設の効率的な運営を期待
することができ、かつ、利用する児童の処遇に支障が
ない場合には、原則として、遊戯室、図書室及び放課
後児童クラブ室以外の設備について、他の社会福祉
施設等の設備と共用することができることとされてい
る。
○障害者自立支援法においては、障害者や障害児
が地域においてその有する能力や適性に応じて、自
立した日常生活や社会生活を営むことができるよう障
害福祉サービスに係る給付や支援をおこなうことで、
障害者や障害児の福祉の増進を図ることを目的とし
ている。その障害福祉サービスを提供する事業者に
は、障害者や障害児に適切なサービスを提供するた
めに必要な人員、設備等を有すること等を求めている
ところである。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

高齢者福祉と児童厚生の同一運営を提
案します。現状では高齢者施設での障
害児の利用が可能との回答でしたが、
外国籍児童、不登校生徒、学校帰りの
子ども達、等の利用も可能となるよう
に、施設毎や対象者毎に定められてい
る給付条件の緩和を希望します。知恵
の伝承、人権教育、国際理解教育、
ニート・引きこもり対策、児童館不足の
解消等のメリットがあります。スタッフと
して団塊世代が参画し、子ども達への
キャリア教育に繋げ、異年齢多国籍異
業種交流の中から産業創出のシーズを
生み出します。“福祉と教育と経済”が
結びついた豊かな街づくりが可能になり
ます。
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○介護保険法においては、都道府県知事等の指
定を受けた事業者が要介護者・要支援者に対し
て介護サービスを提供した場合には、市町村（保
険者）が保険給付を行うこととなっており、介護
サービスの質を確保するために事業者が遵守す
べき最低基準として、居宅サービスについては、
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準（平成11年厚生省令第37号）」
を定め、それに基づいて、都道府県が事業者の
指定・監督等を行っている。
また、当該省令において、通所介護サービスを実
施している指定通所介護事業所の設備は、「専ら
当該指定通所介護の事業の用に供するものでな
ければならない。ただし、利用者に対する指定通
所介護の提供に支障がない場合は、この限りで
はない。」とされており、当該事業所での他の業務
を行うことが一律に禁止されているものではなく、
指定通所介護と他の事業で人員等が明確に区分
されている場合等で、指定通所介護の提供に支
障がないと都道府県が認める場合等には、現行
の規定においても、指定通所介護事業所で他の
事業を行うことも可能と考える。
○さらに、児童館については、前回回答のとおり、
児童館を、他の社会福祉施設等と併設することは
可能であり、さらに、施設の効率的な運営を期待
することができ、かつ、利用する児童の処遇に支
障がない場合には、原則として、遊戯室、図書室
及び放課後児童クラブ室以外の設備について、
他の社会福祉施設等の設備と共用することがで
きることとされている。児童館は民間事業者等で
も設置することは可能であるが、児童福祉法第３
５条第４項により都道府県知事の認可が必要とさ
れている。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

今回提案した事業を数年前某自治体
に相談したところ、不可能との回答
だったので特区申請を行いました。厚
労省からの回答にはありませんでし
たが、昨年度創設の「高齢者と障害
者や子供との共生型サービスの推進
に要する経費」交付金制度を知りまし
た。この提案の中の外国人支援以外
はその制度に含まれています。そこ
で、制度の対象者の幅を広げ、中国
残留孤児や外国籍市民等も当該施
設を交流や学習等に利用できるよう
に要望します。2年後は北京五輪で
す！どこの国のどんな人でも夢を持
てるような社会に、平和の祭典オリン
ピック開催都市長野から提案します。
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社団法人21
世紀ニュー
ビジネス協
議会、社団
法人日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

厚生労働省

0
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5
3
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社会福祉法人の通
所リハビリテーショ
ンの活用等につい
て①

指定居宅サービス
等及び指定介護予
防サービス等に関
する基準について
（平成１１年老企第
２５号）

①通所介護の機能訓練室等と、
通所リハビリテーションのため
のスペースが、明確に区分され
ており、かつ、それぞれの設備
基準を満たす場合においては、
現在の制度においても同一の
部屋等であってよい。

福祉施設及び医療施設を合築した場合
に、医療施設に区分される通所リハビリ
テーションを福祉施設を運営する社会福
祉法人が活用できるようにする。
また、建築に当り求められる避難口等の
設置数の規制緩和を求める。

現在、別紙のとおり、福祉施設及び医療
施設の複合施設を建築した場合、通所リ
ハビリテーションは医療施設に区分される
ため、福祉施設を運営する社会福祉法人
による通所リハビリテーションの活用は禁
止されている。
当該規制を緩和することにより、入所者及
び患者の方へ一体的なサービスを行える
ようにする。
また、複合施設については、避難口、エレ
ベーター、出口、配膳室の設置がそれぞ
れ（計：２設備）求められるが、一体的施設
であることに鑑み、１設備で建築可能にな
るように求める。

現行では、入所者及び患者の方に一体的なサービス
を行うことができない現状となっている。
今後、ますます増加することが予想される高齢者へ対
応するためにも、この度の提案の実現は必要だと考え
る。

Ｅ Ⅳ

（①について）
　通所リハビリテーションの設備については、社会福祉法人
が運営する通所介護における食堂及び機能訓練室と、当
該通所介護事業所と併設関係にある介護老人保健施設、
病院、診療所で行われる通所リハビリテーションのためのス
ペースが、明確に区分されており、かつ、それぞれの設備
基準を満たす場合においては、現在の制度においても同一
の部屋等であってよいこととしているところであり、既に介護
サービス事業所間での一体的な活用が行える仕組みとなっ
ているところである。

福祉施設の複合施設、
例えば、通所介護施設
と短期入所生活介護施
設を併設する場合にお
いて、通所介護施設に
浴室を設けた場合、短
期入所生活介護の利用
者が当該浴室を利用す
ることは可能か。また、
両施設の食堂、機能訓
練室を、両施設の利用
者が相互に利用するこ
とは可能か。不可能な
場合、その理由を明ら
かにしていただきたい。

D Ⅲ

短期入所生活介護事業所は、通所介護事業
所を含む他の社会福祉施設等の設備を利用
することにより、通所介護事業所を含む他の
社会福祉施設等及び当該短期入所生活介
護事業所の効率的運営が可能であり、か
つ、当該社会福祉施設等の入所者等及び短
期入所生活介護事業所の利用者の処遇に
支障がない場合、浴室、食堂及び機能訓練
室の共用は可能となっているところ。
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個人 厚生労働省
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 09 厚生労働省（特区第10次 再々検討要請）

管
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具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
5
3
2

社会福祉法人の通
所リハビリテーショ
ンの活用等につい
て②

指定居宅サービス
等及び指定介護予
防サービス等に関
する基準について
（平成１１年老企第
２５号）

②また、病院又は診療所は、介
護施設との施設の共用は原則
として認められない。

福祉施設及び医療施設を合築した場合
に、医療施設に区分される通所リハビリ
テーションを福祉施設を運営する社会福
祉法人が活用できるようにする。
また、建築に当り求められる避難口等の
設置数の規制緩和を求める。

現在、別紙のとおり、福祉施設及び医療
施設の複合施設を建築した場合、通所リ
ハビリテーションは医療施設に区分される
ため、福祉施設を運営する社会福祉法人
による通所リハビリテーションの活用は禁
止されている。
当該規制を緩和することにより、入所者及
び患者の方へ一体的なサービスを行える
ようにする。
また、複合施設については、避難口、エレ
ベーター、出口、配膳室の設置がそれぞ
れ（計：２設備）求められるが、一体的施設
であることに鑑み、１設備で建築可能にな
るように求める。

現行では、入所者及び患者の方に一体的なサービス
を行うことができない現状となっている。
今後、ますます増加することが予想される高齢者へ対
応するためにも、この度の提案の実現は必要だと考え
る。

Ｃ Ⅳ

（②について）
　一方、病院又は診療所は、患者に対して適切な医療を提
供するという医療法上の趣旨から、病院又は診療所として
必要な構造設備基準を満たし、かつ、各設備において患者
等に対する治療その他のサービスを行う必要があり、その
ためには、医療機関として構造上、管理運営上独立性を確
保している必要がある。
　したがって、避難口、エレベーター、出口、配膳室を設置
する場合、病院又は診療所が通所リハビリテーション、通所
介護等の事業所を併設する場合において、同様の機能を
有する施設・設備であることをもって各施設共通の施設・設
備とすることは、医療機関としての独立性を確保できないた
め、困難である。

医療施設と福祉施設の
複合施設について、出
口、エレベーター、避難
口等を共通にした場合
に、患者に対する適切
な医療を提供する上で
の問題点は何か。例え
ば、雑居ビルに居を構
える診療所等は、他の
テナントと出入口、エレ
ベーター、避難口等を
共通にしている場合も
あると考えられるが、複
合施設の場合も同様、
共通にすることについ
て、再度検討し回答さ
れたい。

C -

○医療機関の独立性の確保という場合、構造上
他の施設と明確に区分され、医療機関毎に置か
れる管理者が医療機関の管理運営全般にわたり
その責任を負うとともに、その責任の所在が明確
化されていることが不可欠である。したがって、医
療施設と福祉施設の複合施設について、エレ
ベーター等を共通にした場合の問題点として、例
えば複合施設内で病気が感染したり、事故が起
こった場合等に、医療機関の管理者が負う責任
が不明確になるおそれがある。
○なお、雑居ビルの出入口やエレベーターが医療
機関と他のテナントで共通に使用されている場合
については、医療機関としての部分は雑居ビル自
体の出入口やエレベーター等と構造上明確に区
分され、医療機関の管理責任は明確化されてい
る必要があることから、雑居ビルについて、出入
口やエレベーター等を医療機関の施設の一部とし
て他のテナントとの共用を認めているということで
はない。

責任が明確であることが重
要であるならば、医療施設と
福祉施設の複合施設の場合
において、どちらかの管理者
が責任を負うことを明確にす
ることにより、玄関、階段、エ
レベーター等の共用化は認
められないか。
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個人 厚生労働省

介護老人保健施設
の人員、施設及び
設備並びに運営に
関する基準につい
て（平成１２年老企
第４４号）

介護老人保健施設においては、
常勤の医師が１名以上配置され
ていなければならない。

介護老人保健施設の人員に関する基準
に規定されている常勤の医師一人の配
置について、入所者の処遇に支障の無
い場合は、現行の3分の一から半分程度
の非常勤医師をもって充てても差し支え
ないこととし、管理者においても管理業
務に支障が無い場合は資格要件を緩和
する。

介護老人保健施設の医師を非常勤でもよ
いとすることにより介護老人保健施設にお
ける医師の確保を容易にし、地域の医師
不足の解消に繋がる。また管理者を福祉
業務に3年～5年程度従事した経験がある
ものでもよいとすることにより医師の管理
業務を軽減し、診療に専念できる環境が
できる。

介護老人保健施設に入所している利用者の多くは、
医師が常勤して診察しなければならない状態にはな
いと思われる。介護老人保健施設の医師確保や地域
における医師不足が深刻化する中、本特例措置によ
りそれらの解消に繋がる。また、介護福祉施設等との
差がなくなってきている中、人員配置基準を緩和する
ことにより人件費等のコスト削減をはかり、財政が逼
迫している介護報酬の見直しや削減にも繋げていけ
る。

C Ⅳ

　介護老人保健施設は、「要介護者に対し、施設サービス
計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び
機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行
うことを目的とする施設」（介護保険法第８条第２５項）であ
り、基本的性格としては、要介護状態にある入所者が在宅
復帰を目指すリハビリテーション施設である。
　このような介護老人保健施設の目的から、入所者の在宅
復帰を目指し、目標指向型のリハビリテーションを計画・実
施するためには、病状の不安定な高齢者の体調やリハビリ
テーションの状況等の継続的な管理が必要であり、こういっ
た観点からも、入所者に対して継続的に医学的管理を行う
ことのできる常勤医師１名を配置する現行制度が適当であ
ると考えている。
　また、介護老人保健施設は、リハビリテーション等を含む
医療を提供する施設であることから、原則としてこれらを総
合的に管理することのできる医師が管理者でなければなら
ない。

「常勤」の医師である必
要性はなにか。
また、非常勤の医師が
複数で任にあたる場合
であっても、十分な情報
共有を図れば、継続的
管理を担保できるので
問題ないのではない
か。再度検討し回答さ
れたい。

C Ⅳ

介護老人保健施設においては、入所者の在
宅復帰を目指し、目標指向型のリハビリテー
ションを計画・実施するため、病状の不安定
な高齢者の体調やリハビリテーションの状況
等の継続的な管理が必要である。
介護老人保健施設において、非常勤の医師
が複数で勤務する場合には、入所者の継続
的な医学的管理に支障を生ずるおそれがあ
ることから、入所者に対して継続的に医学的
管理を行うことのできる常勤医師１名の配置
は必要と考えている。
なお、管理者は原則として常勤の医師とされ
ており、施設の従業者としても兼務できること
から、常勤医師１名の配置は困難なものとは
考えていない。

へき地や離島等におい
て、医師の確保が困難な
場合が想定されるが、そ
れらへの対応として何ら
かの方策は考えられない
か。
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医療法人惇
慧会 介護老
人保健施設
勝平苑

厚生労働省

介護老人保健施設
の人員、施設及び
設備並びに運営に
関する基準につい
て（平成１２年老企
第４４号）

介護老人保健施設においては、
常勤の医師が１名以上配置され
ていなければならない。

常勤医師1名以上 →非常勤医師の組み
合わせによる常勤換算で1名以上

病院、診療所、介護老人保健施設、ｸﾞﾙｰ
ﾌﾟﾎｰﾑ、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、居宅介護支援事
業並びに訪問系ｻｰﾋﾞｽの運営

地域によっては医師の採用が困難なところもあり、採
用の幅を広げることで採用難が緩和されるとともに、
複数の診療科の医師によるより専門的な対応が可能
になるというﾒﾘｯﾄも考えられる。

C Ⅳ

　介護老人保健施設は、「要介護者に対し、施設サービス
計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び
機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行
うことを目的とする施設」（介護保険法第８条第２５項）であ
り、基本的性格としては、要介護状態にある入所者が在宅
復帰を目指すリハビリテーション施設である。
　このような介護老人保健施設の目的から、入所者の在宅
復帰を目指し、目標指向型のリハビリテーションを計画・実
施するためには、病状の不安定な高齢者の体調やリハビリ
テーションの状況等の継続的な管理が必要であり、こういっ
た観点からも、入所者に対して継続的に医学的管理を行う
ことのできる常勤医師１名を配置する現行制度が適当であ
ると考えている。

「常勤」の医師である必
要性はなにか。
また、非常勤の医師が
複数で任にあたる場合
であっても、十分な情報
共有を図れば、継続的
管理を担保できるので
問題ないのではない
か。再度検討し回答さ
れたい。

C Ⅳ

介護老人保健施設においては、入所者の在
宅復帰を目指し、目標指向型のリハビリテー
ションを計画・実施するため、病状の不安定
な高齢者の体調やリハビリテーションの状況
等の継続的な管理が必要である。
介護老人保健施設において、非常勤の医師
が複数で勤務する場合には、入所者の継続
的な医学的管理に支障を生ずるおそれがあ
ることから、入所者に対して継続的に医学的
管理を行うことのできる常勤医師１名の配置
は必要と考えている。
なお、管理者は原則として常勤の医師とされ
ており、施設の従業者としても兼務できること
から、常勤医師１名の配置は困難なものとは
考えていない。

へき地や離島等におい
て、医師の確保が困難な
場合が想定されるが、そ
れらへの対応として何ら
かの方策は考えられない
か。
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医療法人愛
広会、社団
法人日本
ニュービジネ
ス協議会連
合会

厚生労働省

0
9
0
5
5
0

要介護認定の再更
新認定時の有効期
間の緩和

介護保険法施行規
則
第３８条・第４１条

更新認定について、要介護認定
機関の範囲は２４か月まで認め
られているところ。

介護保険要介護5の第1号被保険者に対
して、再更新認定時に要介護認定有効
期間最大24ヶ月を36ヶ月とする。

　要介護５の認定者は、いわゆる寝たきり
状態の方がほとんどである。そのうち、第
1号被保険者の身体機能等は、一般的に
年齢とともに低下するため改善は難しい
状況であり、要介護５の要介護状態区分
の変更は極めて少ないと考えられる。この
ため、最重度の介護状態である要介護５
の第1号被保険者については、要介護認
定を更新した時点で、要介護状態区分が
要介護５と変わらず認定期間が24ヶ月と
なった者については、再更新認定時の状
況により、要介護認定期間の範囲を36ヶ
月まで可能とする。

　本市は神奈川県下において、65歳以上の高齢人口
比率が20.52％であり、県全体と比較して3％ほど高く、
反対に生産年齢人口比率が県全体と比較して3％ほ
ど低くなっている。このような状況で、介護保険につい
ては、18年7月31日現在で５８０人（第1号保険者のみ）
が要介護5の認定を受けている。
　要介護認定の再更新認定時の有効期間を延長する
ことにより、要介護者の家族の負担の軽減を図るとと
もに、今後増加すると考えられる介護保険の認定事務
を簡素化・効率化することが可能となる。

C Ⅲ

　介護保険制度における要介護認定の有効期間については、制度
施行以降、市町村における要介護認定の定着の状況及び要介護
認定事務の負担の増加により、当該事務の効率化に係る提案や
要望等が多かったこと等から、平成１６年４月より、要介護（更新）
認定の有効期間を原則１２月間、審査判定の状況が長期間にわ
たって変化しないと見込まれる場合等に２４月間まで設定できるよ
う、制度の見直しを行ったところである。
　なお、平成１７年度における要介護認定の実施状況について、各
市町村からの認定結果の報告を集計したところ、前回結果が要介
護５の者における認定結果については、約２２％の者が要介護４以
下の結果を得ている状況であり、要介護５の要介護状態区分の変
更が極めて少ないという状況には至っていない。
　介護保険制度における要介護認定は、給付の前提となるもので
あり、心身の状況等に即した要介護認定を適時適切に行うことによ
り、給付の適正化を推進する観点からも、現行の有効期間を維持
することが必要であると考えている。

C Ⅲ
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同一事業所におけ
る認知症グループ
ホームのユニット数
及び入居者地域制
限の許可緩和①

｢指定地域密着型
サービス事業の人
員、設備及び運営
に関する基準」第93
条第1項

「介護保険法」第78
条の2第4項第4号
「介護保険法」第42
条の2第1項

①指定認知症対応型共同生活介
護事業所は、共同生活住居を有す
るものとし、その数は1又は2とす
る。

現在進行中の医療モールに隣接して、
介護保険法及び運営基準の緩和及び撤
廃を受け、複数ユニット及び入居者の地
域制限にとらわれないグループホーム
運営を実現する。

現在のグループホームでは、認知症の原
因である医学的疾患、精神的疾病、及び
加齢によるもの等の入居者区分はされて
おらず、各市町村毎の一律的なケアがな
されている状態である。少人数ユニットに
おいて内容ごとにわけた運営を行い、症
状や生活環境等による入居者の区分わ
けを実現し、その為にも幅広い地域から
の入居者を募り、医学的・介護的治験を
行い、今後の認知症ケアの指針となる介
護方法の確立を目指す。(別紙詳細添付)

大和郡山市は県庁隣接地で歴史ある町にしては地場
産業も廃れ、福祉も充実した町とは言いがたい状況に
ある。大きな社会問題となっている認知症に対する治
験を行うことにより、新しい福祉の街づくりを目指す中
で、当該施設建設予定地は交通の利便性に加え、緑
豊かな自然も多く残る田舎の土地である。認知症高齢
者も地域社会の一員である以上、児童や職業訓練生
等との共存の場所作りの為にも、特区による規制撤
廃、緩和により、実現を目指したい。(別紙詳細添付)

Ｃ Ⅲ

（①について）
○　認知症高齢者グループホームは、これまでの施
設のように多数の要介護高齢者を一堂に集めて集団
生活の中でケアを提供することの反省の上に立ち、
認知症高齢者の特性を踏まえ、小規模な居住空間、
家庭的な雰囲気、なじみの人間関係、住み慣れた地
域での生活の継続といった要素を基本として、入居者
一人一人の個性と生活リズムを尊重したケアを行うも
のであり、可能な限り小規模な事業形態とし、住み慣
れた地域の中に設置できるようにすることが重要であ
る。
○　ユニットの数を増やすことは、1か所に多数の要
介護の認知症高齢者が集まることになり、家庭的な
環境を維持することが難しく、上記のケアの在り方か
ら考えて適切ではないと考えている。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

ご指摘の基本方針をより具体的・個別
的に実現するために、現行の混合画一
化でなく、花畑で囲まれた3・4棟の平屋
で、身体的重度・認知症の種類・育った
環境等にグループ分けすることにより、
きめこまかい専門的対応を行いたい。
病院退院後は著しく機能が低下し、グ
ループホームでは共同生活が営めず、
入居不可となり老健・特養は満所を口
実に認知症を断り、やむなくご家族に引
き取られる現状を数多く見、隣接した高
齢者対応の医療と連携して、ターミナル
ケアまで看たいので指定地域密着型
サービスの事業の人員・設備及び運営
に関する基準第94条（1）の撤廃も要望
するものです。

Ｄ

Ｅ

Ⅲ

－

（ユニット数について）
　グループホームのユニット数を増やすことは、1か所に多数
の要介護の認知症高齢者が集まることになり、家庭的な環境
を維持することが難しく、認知症高齢者に対するケアの在り方
から考えて適切ではないと考えているが、大規模な施設に複
数のユニットを設けるのではなく、小規模な居住空間や家庭的
な雰囲気等を確保した上で、複数の事業所（グループホーム）
を同一敷地内に別棟で設置することは可能である。

（基準第94条第1項について）
　基準第94条第１項に定めるサービス提供対象者である「共
同生活を営むことに支障がない者」に該当しない者とは、認知
症の原因となる疾患が急性の状態にある者であって、ご提案
のような病院退院後に著しく機能が低下した者については、グ
ループホームにおいて、改めて、認知症に伴う精神症状、問題
行動等の発生を抑え、落ち着いた日常生活を営むことを支援
する必要があるものであり、こうした者を受け入れることにつ
いては、特段の規制は存在しない。
　なお、本年４月の介護報酬改定において、日常的な健康管
理や医療機関との連絡・調整、看取りも見据えた体制の整備
など医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる体
制を整備している事業所に対して医療連携体制加算を新設し
たところであり、各事業所の判断により、ターミナルケアを行う
ことは可能である。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

ＮＨＫ認知症ＳＰで提起の如く、高齢者を
抱えた国民半数が認知症介護に関わり
ながら韓国等に比べ後進国と言われる。
ユニット制は導入されたが、認知症ケア
は認識の甘さか資料不足の為か、未だ
画一的で、行政的側面の締付けで終始
の感がある。家庭的環境維持や入居者
の個別性等を具体的に進めるには、老人
性、欠陥性、アルツハイマー病、うつ病等
や社会経験を考慮し、類型分けし、極め
細い専門的対応の必要を痛感している。
現法で対応可能に見えるが、各市町村の
指定許可の現状をご存知だろうか？京都
の例でも設立は１ユニットのみ、ターミナ
ルケアは共同生活が営めないとの判断で
不可とされ地域密着型の名の下に新設
は１年前より全面不可である。
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同一事業所におけ
る認知症グループ
ホームのユニット数
及び入居者地域制
限の許可緩和②

｢指定地域密着型
サービス事業の人
員、設備及び運営
に関する基準」第93
条第1項

「介護保険法」第78
条の2第4項第4号
「介護保険法」第42
条の2第1項

②市町村長は、地域密着型サービ
ス事業所の指定の申請があった場
合において、当該申請に係る事業
所が当該市町村の区域の外にある
場合であって、その所在地の市町
村の同意を得ていないときは、指定
をしてはならない。
　市町村は、要介護被保険者が、
当該市町村の長が指定する者から
地域密着型サービスを受けたとき
は、要介護被保険者に対し、地域
密着型サービスに要した費用につ
いて、地域密着型サービス費を支
給する。

現在進行中の医療モールに隣接して、
介護保険法及び運営基準の緩和及び撤
廃を受け、複数ユニット及び入居者の地
域制限にとらわれないグループホーム
運営を実現する。

現在のグループホームでは、認知症の原
因である医学的疾患、精神的疾病、及び
加齢によるもの等の入居者区分はされて
おらず、各市町村毎の一律的なケアがな
されている状態である。少人数ユニットに
おいて内容ごとにわけた運営を行い、症
状や生活環境等による入居者の区分わ
けを実現し、その為にも幅広い地域から
の入居者を募り、医学的・介護的治験を
行い、今後の認知症ケアの指針となる介
護方法の確立を目指す。(別紙詳細添付)

大和郡山市は県庁隣接地で歴史ある町にしては地場
産業も廃れ、福祉も充実した町とは言いがたい状況に
ある。大きな社会問題となっている認知症に対する治
験を行うことにより、新しい福祉の街づくりを目指す中
で、当該施設建設予定地は交通の利便性に加え、緑
豊かな自然も多く残る田舎の土地である。認知症高齢
者も地域社会の一員である以上、児童や職業訓練生
等との共存の場所作りの為にも、特区による規制撤
廃、緩和により、実現を目指したい。(別紙詳細添付)

Ｄ Ⅰ

（②について）
○　グループホームについては、原則として、事業所
所在の市町村の被保険者に利用が限られているが、
事業所所在の市町村の同意を得た上で、他の市町村
が事業所の指定を行えば、他の市町村の被保険者も
利用可能な仕組みとしているところであり、他の市町
村の被保険者の利用については、各保険者において
適切に判断されるべきものである。
○ご提案のような「症状や生活環境等による入居者
の区分わけ」については、2ユニットであっても対応は
可能であると考える。

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

現行法においても、確かに記載はされ
ておりますが、各市町村は介護保険料
の負担増額を避けるため、認めていな
いのが実状です。いわば、住み慣れた
地域と言いますが、市町村による縛りで
あり、介護保険制度が開始される前の
措置制度に変わりはありません。人が
尊厳をもって、好きな場所で、好きな者
達と過ごし、最後まで過ごすことの出来
るようにするために、本年4月に施行さ
れた地域密着型サービスにとらわれな
い特区を要望するものです。（補足資料
参照）

D Ⅰ

　グループホームなど地域密着型サービスに
ついては、高齢者が要介護状態となっても、
できる限り住み慣れた地域で生活を継続でき
るようにする観点から、原則として、事業所所
在の市町村の被保険者のみに利用を限定し
たところであるが、事業所所在の市町村の同
意を得た上で、他の市町村が事業所の指定
を行えば、他の市町村の被保険者も利用可
能な仕組みとしているところであり、他の市町
村の被保険者の利用については、各保険者
において適切に判断されるべきものと考え
る。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

認知症介護予防や訓練は楽しく頭を働か
せ少しでも気持ちよく過ごす事が最上に
求められ、身体を動かせる広い敷地で個
別棟を建て、花畑で成長を見、医療充実
した個別対応で終身まで行う為の申請で
ある。事業の経済性や専門的対応希望
者を考えると全国に開かれた施設が望ま
れる。しかし現状は１ユニットでさえ許可
が下りず、別紙の如く移転は原則不可と
通達している市や口頭では不可の市町
村が大半である。地域密着型では補足に
すぎず、当方提案の施設も現実不可能だ
から特区による申請を行ったものである。
当方提案のグループホームは市町村単
位にとらわれず、今後の高齢化社会を見
据え、認知症ケア専門事業所としての設
立を目指すものである。
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管
理

コ
ー

ド

具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
5
7
0

介護保険制度の円
滑な推進

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成１１
年厚生省令第３７
号）第６０条第１項
第１号

訪問看護ステーションにおける
人員配置基準では、保健師、看
護師又は准看護師の員数につ
いて、常勤換算方法で２．５人以
上と定められている。

介護保険制度に伴う指定居宅サービス
等の事業の人員、設備運営に関する基
準の緩和について

介護保険制度においては、法第７０条に
おいて、指定居宅サービス等の事業の人
員、設備運営に関する基準（平成１８年３
月３１日厚生省令第７９号）を遵守しなけ
ればならない。この、基準のなかの「指定
訪問看護ステーション」に関して、保健師
等の配置２．５人の最低基準の緩和をして
いただきたい。町内では、唯一社会福祉
協議会が同事業を運営しているが、赤字
であるため廃止したいという意向がある。
利用者にとっては在宅生活を可能にする
大切なサービスであり、行政としては運営
の存続を依頼しているところである。

現在、吉賀町においては社会福祉協議会が２．５人の
看護師を配置して、「訪問看護ステーション」を運営し
ている。当該事業所での損益分岐上の利用者数は３
５名程度であると推測しているが、平成１８年１０月１
日現在の利用者数は２０名である。現状では、利用者
の急激な増が生じる状況にはないので、苦しい経営
が続くこととなる。「訪問看護ステーション事業」は高齢
者の在宅生活を支える必要不可欠なサービスであり、
廃止することはできないと考えている。経費の大半が
人件費であることから、１．５もしくは２名であれば、収
入と支出のバランスがとれ、安定した経営が保てる。
可能であれば、下限２．５名を２名もしくは１．５名に緩
和してほしいと考えている。また利用増が生じた場合
は、臨時職員等の対応でニーズを満たせると考えてい
る。

C Ⅲ

　訪問看護ステーションにおける保健師、看護師
又は准看護師の員数については、常勤換算方
法で２．５人以上と定められたが、これについて
は、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数
として定められたものであり、当該基準を緩和す
ることは考えていない。

人員配置基準で、保健
師、看護師又は準看護
師の員数について常勤
換算で２．５人とされて
いるが、２．５人が必要
とする考え方はどのよう
なものか。
また、看護ステーション
における人員の基準
（常勤換算で２．５人）
は、利用者数の非常に
少ない過疎地でも全国
一律に守らねばならな
い基準か。地域特性に
より弾力的に対応でき
ないか。
さらに、例えば、過疎地
域では保健師等の人員
確保が困難である場合
や、利用者が少ないた
め採算が合わない場合
も想定され、看護ステー
ションが消滅するとした
ら問題であると考える
が、いかがか。
右の提案主体からの意
見も踏まえて、再度検
討し回答されたい。

各府省庁の回答においては、職員の支
援体制を含めた最低限の数値が２．５
人であるとのことである。同主旨は、当
然のこととして理解できるが、当該社会
福祉法人においては、ホームヘルプ・デ
イサービス・特別養護老人ホーム・地域
福祉事業など多様な介護保険サービス
を展開しており、各部署に看護師が配
置されている。したがって、実情に応じ
た柔軟な勤務体制が可能であると判断
している。したがって、２．５人の基準が
下がっても、同質の事業運営が可能で
あると判断し、特区申請をしたところで
ある。

C Ⅲ

　訪問看護ステーションにおける保健師、看
護師又は准看護師の員数については、職員
の支援体制等を考慮した最小限の員数とし
て常勤換算方法で２．５人としているものであ
り、全国一律の取扱いが必要である。
　なお、訪問看護については、病院又は診療
所である訪問看護事業所から行うこともで
き、こうした訪問看護事業所については、看
護職員の配置は、適当数となっていることか
ら、利用者が少ない場合等には病院又は診
療所である訪問看護事業所から訪問看護を
提供することが可能と考えている。

看護師等について、他の
事業所等と兼務であって
も常勤換算には算入され
ると解してよいか。また、
へき地等においてサービ
ス提供を行うことができる
よう方策は考えられない
か。
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“おたっしゃコール”
特区構想として「孤
立死ゼロ・プロジェ
クト」事業を実現す
るためには、地方自
治体の緊急通報シ
ステムなど電話回
線を使って、高齢者
の生命に関るシス
テムは、現行のずさ
んな保守管理体制
を見直し、管理責任
を明確にする規制
改革が必要である。

-

　緊急通報体制等整備事業は、
介護予防・地域支え合い事業の
メニューとして平成16年度まで
実施していたが、平成17年度か
ら一般財源化している。

現在、独居高齢者は４０５万人に達し、
孤独死も増加の一途を辿っている。この
ような社会現象を防止するには、有効な
安否確認システムが機能すれば可能で
ある。地方自治体の緊急通報システム
は、高齢者の安否確認や身体のケアに
関しては全く無力である。又、保守点検
しなくても管理責任は問われないため、
通報用電話機や通報装置は、一度設置
すると放置や使い捨てが現状であり、税
金の無駄遣いになっている。これから
は、有効なシステムとして「地域（人的交
流）再生ツール」を活用した安否確認シ
ステムに税金の有効活用を提言したい。

国は、「孤立死ゼロ・プロジェクト」を来年
度に実施する方針だが、私共は、平成１４
年１１月から大阪市内のＮＰＯ団体と連携
して、平成１６年７月から交野市藤が尾地
区の人々と連携して、“おたっしゃコール”
モデリング事業を実施し、現在もボラン
ティアとして継続実施中である。“おたっ
しゃコール”とは、定時自動発信機能を備
えた電話機を使い、一人暮らしの高齢者
や高齢者夫婦に、地域の方々が毎日決
まった時間に声をかけ、会話をすることで
心の交流を図り、住み慣れた地域で安心
して自立的に暮らせるよう高齢者をサ
ポートする新しい発想のシステムです。
「別紙 事業内容書あり」添付資料⑥⑦

平成１７年９月２２日の枚方市定例市議会で、緊急通
報システムの保守管理問題が質疑され、１０月７日に
は日経ＢＰ社の電子自治体ポータルサイトに「緊急時
につながらない危険性のある高齢者緊急通報サービ
ス」と題した取材レポートが発表されている。しかし現
状の保守管理体制は見直されていないので提案す
る。大阪市の緊急通報用電話機の設置台数は、枚方
市の１０倍の規模である。緊急通報用電話機は、毎年
3千台（購入単価７万円）を税金で購入している。死亡
や移転などにより短期間で利用を中止しても、電話機
は回収されず使い捨てが実情である。毎年設置台数
の１２～１３％の電話機が使い捨てられている。大阪
市の緊急通報受信も保守管理も一括受注しているの
が、大阪市社会福祉協議会である。税金の無駄遣い
が裏金づくりの温床となっている。これらの構造改革
をするために提案する。

E -

　緊急通報体制等整備事業は、介護予防・地域
支え合い事業のメニューとして平成16年度まで
実施していたが、平成17年度から一般財源化し
ており、ご提案のような事業を実施することにつ
いては、特段の規制はなく、各市町村の判断に
より可能と考える。

E -
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デイサービスの付
帯設備・空間（食
堂、浴室、厨房、デ
イルーム、トイレ等）
の一般利用につい
ての介護保険法の
規制緩和

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成11年
厚生省令第37号）
第95条（第3項）

介護保険法の規定に基づく指
定通所介護事業者は、指定通
所介護の提供に必要な設備を
備えなければならないこととなっ
ている。
また、その設備は、専ら当該指
定通所介護の事業の用に供す
るものでなければならない。た
だし、利用者に対する指定通所
介護の提供に支障がない場合
は、この限りではないとされてい
る。

現行介護保険法では、デイサービスの
利用対象者は、要介護認定を受けたも
のに限定される為、その設備や空間も使
用目的が限られているが、同法がめざ
す高齢者の自立支援と孤立防止のため
にデイサービスを24時間、一般開放・共
有化できるようにし、デイサービスが地
域の多世代交流の拠点となり、地域福
祉の向上と地域の元気づくりを応援する
役割を担うようにする。

地域に点在する通所介護施設のユニバー
サルな構造を、地域社会全体の資源とす
ることにより、様々な世代間交流が「福祉」
というフィルターを通して育まれ、支えあ
い、ふれあいのある地域づくりが展開する
ことを目的とする。それにより、高齢者が
暮らす地域の中で、孤立することなく元気
を取り戻せば、介護報酬の抑制につなが
り、食事を委託する業者も含めた交流促
進にむけてのビジネス展開の可能性も広
がり、広く地域の活性化と福祉の向上に
貢献できる。

地域の閉鎖性が背景ともいえる虐待や孤独死、自殺
が後を絶たない中で、公民館やコミュニティセンターよ
りもユニバーサルなデイサービス設備の一般利用、地
域開放を行うことにより、要介護高齢者の地域での生
活の継続を可能とし、地域からの孤立感や孤独感の
軽減を図ると同時に地域住人の多世代交流と支えあ
いの暮らしの場の再生を図る。現在、介護保険法や厚
生労働省令でも、通所介護の目的が要介護高齢者の
地域の中での孤立防止やその家族の心身の介護負
担の軽減とされているにも拘らず、その利用対象者の
みに使用を限定しているうえ、建築基準法も「福祉施
設」という枠で、その用途を限定している。地域交流拠
点にふさわしいデイサービスの設備環境とソフトの社
会化を促進することで、もっと活気ある地域とふれあ
いのまちづくりと新しい福祉ビジネスの展開が実現で
きる。
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○介護保険法においては、都道府県知事等の指定を受け
た事業者が要介護者・要支援者に対して介護サービスを提
供した場合には、市町村（保険者）が保険給付を行うことと
なっている。また、居宅サービスについては、介護サービス
の質を確保するために事業者が遵守すべき最低基準とし
て、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準（平成11年厚生省令第37号）」を定め、それに基
づいて、都道府県が事業者の指定・監督等を行っている。
○当該省令において、指定通所介護事業所の設備は、「専
ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければ
ならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に
支障がない場合は、この限りではない。」とされており、当該
事業所での他の業務を行うことが一律に禁止されているも
のではなく、指定通所介護と他の事業で人員等が明確に区
分されている場合等で、指定通所介護の提供に支障がない
と都道府県が認める場合等には、現行の規定においても、
指定通所介護事業所で他の事業を行うことも可能である。
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介護保険法におけ
る訪問リハビリテー
ション事業所の設置
認可基準の一部緩
和

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成１１
年厚生省令第３７
号）第７７条第１項

訪問リハビリテーション事業所
は、病院、診療所又は介護老人
保健施設でなければならない。

①訪問リハビリテーション事業所の設置
基準の中において、事業所は病院、診
療所または老人保健施設という基準を
撤廃し、理学療法士または作業療法士
を常勤換算で２．５人以上配置すれば基
準を満たすものとする。
（訪問介護事業所では介護福祉士等が
常勤換算で２．５人以上、訪問看護事業
所では看護師等が常勤換算で２．５人以
上必要という基準がある）
②訪問リハビリテーションを実施するとき
には、必ず主治医から理学療法士等へ
の医学的指示によることとする。

　訪問リハビリテーション事業所の設置基
準には当該事業所が病院、診療所または
老人保健施設であることとされている。し
かし、病院等では外来や入院治療等が主
体であり、介護保険の訪問リハビリを実施
していくのは困難な状況である。そこで同
じ介護保険制度のなかの訪問看護事業
所が看護師配置のみで設置が認められる
ように、訪問リハビリテーション事業所に
おいても理学療法士または作業療法士の
みの配置で訪問リハビリテーション事業所
の設置が認められるように設置基準を緩
和し、訪問リハビリテーション事業所の設
置を促し、介護サービスの充実を図る。

　本年4月の医療保険制度の一部改正により、病院で
のリハビリテーションは短期集中型となり、それ以降
のリハビリは原則として介護保険制度が担うものと
なった。しかし本市の現状としては、訪問リハビリテー
ション事業所が少なく、訪問看護ステーションの理学
療法士等の訪問看護（リハビリ）が、市民ニーズに対
応している。しかし、その訪問看護におけるリハビリ
も、理学療法士等の訪問が看護師の訪問を上回らな
いようにという国・県の指導があり、リハビリを継続し
て自宅で利用したいという市民ニーズに応えることが
困難になっている。また、本市では、訪問リハビリテー
ション事業所を起業し事業を実施したいという理学療
法士等の専門職が多くいるが、設置基準が障害となっ
ている。このため、主治医の医学的指示を必須条件と
して、訪問リハビリテーション事業所の設置基準の一
部緩和を行うことで、事業所の新設による介護サービ
スの充実が図られると考える。
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　訪問リハビリテーションについては、平成１８年４月に施行
された介護報酬改定において、要介護認定を受けた直後や
退院又は退所後、計画的に集中してリハビリテーションを実
施し、早期に在宅生活における自立性の向上に資する場
合等について評価を行いその機能を明確化したところ。
　今回のご提案の内容は、理学療法士、作業療法士等が、
病院や診療所等からではなく単独の事業所から在宅に出
向き、リハビリテーションを行うことが可能となるようにすべ
きとの内容であるが、上記のような平成１８年４月の介護報
酬改定を踏まえた訪問リハビリテーションの在り方等を踏ま
えると、サービス提供の在り方としてはむしろ病院若しくは
診療所又は介護老人保健施設における入院患者・入所者
の病状等を最も把握している医師の継続的な医学的管理
の下、当該病院や介護老人保健施設等と密接に連携した
在宅におけるフォローアップの一環として、退院・退所後に
これらの入院患者・入所者が、早期に実用的な在宅生活に
おける諸活動の自立性の向上が図れるようリハビリテー
ションが提供されることが、最も利用者にとって効果的であ
り、かつ、制度として効率的であると考えている。

利用者のかかりつけ医
師と事業提携を結んだ
理学療法士について、
当該医師の訪問リハビ
リテーション事業所に属
するものとして扱うこと
はできないか。また、右
の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

①病院等を退院直後の回復期の訪問リ
ハビリにおいては、主治医の医学的指
示のもと、病院職員、介護支援専門員
等の専門職との連携を図り、理学療法
士等による訪問リハビリを行うことは可
能である。
②維持期の訪問リハビリにおいては、
本市の利用者の主治医は、居宅療養を
管理する「かかりつけ医」である場合が
多く、現行では、この「かかりつけ医」が
訪問リハビリ事業所の医師に指示し、さ
らにこの医師が当該事業所の理学療法
士に指示をだす仕組みであるが、本提
案が認められることで、かかりつけ医が
理学療法士等に直接指示することが可
能となり、より効率的かつ効果的なリハ
ビリを提供し、利用者のニーズを満たす
ことができる。
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御指摘の「事業提携」の内容は必ずしも明ら
かではないが、一般的には理学療法士が訪
問リハビリテーション事業所に属するものとし
て扱われるためには、当該事業所の管理者
等との雇用契約が必要になるものと考えてい
る。
　なお、訪問リハビリテーション事業所で訪問
リハビリテーションの提供に当たる理学療法
士、作業療法士又は言語聴覚士（以下「理学
療法士等」という。）は、常勤を求められるも
のではないため、御指摘のかかりつけ医との
雇用契約を結ぶことにより、当該かかりつけ
医の属する医療機関から訪問する理学療法
士等としてリハビリテーションを提供すること
も可能と考えている。（保険医療機関には介
護保険法第７１条第１項の規定に基づき、訪
問リハビリテーション事業所の指定を受けた
ものとみなされるため。）。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　かかりつけ医との雇用契約を結ぶ
ことで現行制度で可能とのことである
が、理学療法士等が複数の利用者に
サービスを提供する場合、利用者ご
とにかかりつけ医が異なるため、複数
のかかりつけ医と雇用契約を結ぶこ
ととなる。
　複数の事業所に所属する、常勤で
ない理学療法士等が訪問リハビリ
テーションを提供することとなるより
も、理学療法士等が独自に事業所を
設置できるよう設置基準を緩和し、利
用者ごとに異なるかかりつけ医の指
示のもと、訪問リハビリテーションを提
供することを可能とする方が、実務上
効率的であるとともに、利便性の向上
及び地域の活性化が図られることか
ら、基準緩和を再考されたい。
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在宅生活の療養者
支援強化のため
に、訪問看護ステ－
ションから、訪問リ
ハビリテ－ションの
独立

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準（平成１１
年厚生省令第３７
号）第６０条第１項

訪問リハビリテーション事業所
は、病院、診療所又は介護老人
保健施設でなければならない。

訪問リハビリテ－ションを訪問看護ステ
－ションから独立させ、医師やケアマネ
ジャ－から直接の依頼が可能とするも
の。

現在、訪問リハビリテ－ションは、病院や
診療所、老人保健施設からの指定訪問リ
ハビリテ－ションという形で訪問する場合
と、指定訪問看護ステ－ションの中に属し
て行う場合がある。現状では、さまざまな
障壁があり、患者・医師・ケアマネジャ－
から、訪問リハビリテ－ションへのアクセ
スが容易ではない。今回の申請で、訪問
リハビリテ－ションへのアクセスが容易に
なると、必要な時にサ－ビスを提供できる
体制が整う。そうすると、在宅生活の療養
者に対して、自立支援の促進や重度化予
防も実現しやすくなる。

患者・医師・ケアマネジャ－から、訪問リハビリテ－
ションへのアクセスが容易になり、現在のまだ少ない
在宅サ－ビスの受け皿としての役割を担う事ができ
る。また、地域連携パスの作成も容易になる。さらに、
規制緩和による不利益は特にないと考える。株式会
社参入を容易に許す口実になると心配するむきもある
が、指定訪問看護ステ－ション事業所は既に株式会
社や有限会社が運営しており、何ら変化はない。まし
て、赤字経営が明らかな訪問リハビリテ－ション事業
に新たに参入する企業はありえない。
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　訪問リハビリテーションについては、平成１８年４月に施行された
介護報酬改定において、要介護認定を受けた直後や退院又は退
所後、計画的に集中してリハビリテーションを実施し、早期に在宅
生活における自立性の向上に資する場合等について評価を行いそ
の機能を明確化したところ。
　今回のご提案の内容は、理学療法士、作業療法士等が、病院や
診療所等からではなく単独の事業所から在宅に出向き、リハビリ
テーションを行うことが可能となるようにすべきとの内容であるが、
上記のような平成１８年４月の介護報酬改定を踏まえた訪問リハビ
リテーションの在り方等を踏まえると、サービス提供の在り方として
はむしろ病院若しくは診療所又は介護老人保健施設における入院
患者・入所者の病状等を最も把握している医師の継続的な医学的
管理の下、当該病院や介護老人保健施設等と密接に連携した在
宅におけるフォローアップの一環として、退院・退所後にこれらの入
院患者・入所者が、早期に実用的な在宅生活における諸活動の自
立性の向上が図れるようリハビリテーションが提供されることが、最
も利用者にとって効果的であり、かつ、制度として効率的であると
考えている。

C Ⅲ

1
1
2
1
0
1
0

秀友会 厚生労働省

0
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6
2
0

在留外国人の介護
福祉士への養成と
国家資格取得後の
老人介護施設での
就労

出入国管理及び難
民認定法
出入国管理及び難
民認定法第7条第1
項第2号の基準を定
める省令

介護業務に従事することを目的
とした在留資格は存在しない。

外国人介護福祉士の研修・就労の受入
れは、１８年９月にフィリピンとのＥＰＡに
て一部解禁されたのは、周知の事実で
ある。しかし、今後、介護を必要とする高
齢者は激増し、今回の受入れ枠では十
分とはいえない。
そこで、老人介護施設の整備に伴い、介
護人材を特に必要としている地域には
次の規制を緩和する。留学卒業生など
で、日本に在住する外国人で、一定レベ
ルの語学力と見識を持った者を介護福
祉士として養成し、国家資格取得後の就
労を認める。

外国人留学卒業生の日本での就職率は、
約２０％で、就職したくても就職が出来な
い者が多数いると予想される。
日本語を習熟し、日本文化を知る大学卒
業生に、更に就学・専門学校卒業生など
で且、母国の大学卒業生または母国の看
護師資格を持つ者を介護福祉士として養
成し、就業の機会を拡げ活用する。横浜
市は日本最大規模の政令市で、高齢人口
も急増し、それに伴い介護施設を増設して
いるが、介護人材の不足が顕著である。
開港１５０年間近な国際都市として、高齢
社会への対応は待ったなしの必須要件で
あり、国際貢献も担いたい。

横浜市では、現在第３期介護保険事業計画に基づき
特別養護老人ホームを急ピッチで整備している。加え
て、有料老人ホームの増設も進んでいる。高齢社会の
進展により高齢者施策はますます重要になるが、介護
分野で働きたい人材は反対に先細りの状況にある。
世界でも高齢化が進む国は多く、特に中国において
は、今後、高齢化の進展は顕著になると考えられる。
外国人留学生などに就労の機会を与えると共に、世
界で最も高齢化の進んだ日本の現状とその先進技術
を学んでもらい、そこで得た知識や技術を帰国した後
に母国で活用してもらう。一方、急激な整備で人材の
確保がままならない横浜市内の老人介護施設運営の
安定を図る。

C Ⅰ

　外国人介護福祉士の我が国での就労については、
次の理由から認められない。
①介護分野は介護福祉士の資格がなくとも就労でき
る分野であり、資格者・無資格者の区分なく同一の労
働市場を形成しているため、外国人介護福祉士を受
け入れることは、日本人介護福祉士だけでなく、日本
人介護労働者全体との競合・代替が生じること。
②将来的にも、国内の供給余力が常に労働力需要を
上回ることが見込まれる中、外国人介護福祉士を受
け入れることは、この分野への就業希望の多い若
者、女性等の雇用機会の喪失、日本人介護労働者の
労働条件の低下などの悪影響が大きいこと。
③介護分野において低労働条件が固定化すれば、
介護サービスの質的向上を阻害すること

右の提案主体からの意
見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。

(1)機械的に推計された人口動態の結果だ
けで、将来の介護労働供給が国内だけで全
て足りるという結論を導いてよいのか？　横
浜市内では、介護分野への就職希望を持
つ若者は、需要の一割にも満たない状況に
あり、介護人材の不足が顕著である。貴省
ではこのような地域特性をどのように認識し
ているのか、見解を伺いたい。
(2)外国人であっても、日本人と同等の条件
が前提にされなければなりません。なぜ介
護サービスの質的向上が阻害されることに
つながるのか、見解を伺いたい。
(3)EPAで解禁されているのだから、就労条
件や労働者の管理方法を議論すべきであっ
て、一律に認めないとする回答は矛盾する
と思いますが、見解を伺いたい。

C Ⅰ

（１）一部地域や事業所での人手不足感につ
いては、雇用管理の改善を通じた定着促進
や、有資格者の未就労者の就労促進により
対応すべきと考えている。
（２）将来的にも国内の供給余力が常に労働
力需要を上回ることが見込まれる中、外国人
介護福祉士を受け入れるとすれば、供給過
剰による労働条件の低下、労働条件の向上
の阻害、ひいては介護サービスの質的向上
の阻害につながるものと考えている。
（３）ＥＰＡによる介護福祉士の受入れは、経
済連携協定の枠組みにおいて特例的に受入
れを認めたものであり、外国人労働者受入れ
についての基本的考え方を変更したもので
はない。我が国に受け入れるべき外国人労
働者の範囲は、あくまで、出入国管理及び難
民認定法上「我が国の産業及び国民生活に
与える影響」を勘案して決定するものである

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回
答されたい。

１）市も母子家庭の母を対象にヘル
パー研修支援等を行い、人材確保の
努力をしているが、各施設の様々な
方法での職員確保努力もままならな
い。｢有資格未就労者の就労促進」に
向けて国の具体的な対応策をお示し
いただきたい。　２）極端な人材不足
により、採用時にレベルを下げざるを
得ず、結果として介護サービスの質
的低下はもとより、事故や虐待に繋
がる危惧がある。補足資料を参考
に、介護分野における労働力不足の
実態を直視・認識し再検討されたい。
３）提案は外国人の新たな受け入れ
でなく、在留人材で日本語をクリア
し、即戦力化でき、国家資格取得の
可能性も高い。これら人材により、む
しろ「介護サービスの質的向上」が期
待できる。

1
0
6
3
0
1
0

横浜市健康
福祉局、横
浜市福祉事
業経営者
会、日総ニフ
ティ株式会
社、横浜市
社会福祉協
議会、横浜
市福祉サー
ビス協会、
NPOグロー
バル人材育
成協会

警察庁
法務省

厚生労働省
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具体的事業を実現
するために必要な

措置
(事項名)

該当法令等 制度の現状 提案の具体的内容 具体的事業の実施内容 提案理由
措置の
分類

措置の
内容

各府省庁からの提案に対する回答 再検討要請 提案主体からの意見
「措置の
分類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回
答

再々検討要請 提案主体からの再意見

提案
事項
管理
番号

提案主体名
制度の所
管・関係官
庁

0
9
0
6
3
0

民間企業による介
護福祉士養成施設
の設立を可能とす
る。

介護福祉士養成施
設等指導要領取扱
い細則第1条(1)
社会福祉士介護福
祉士学校職業能力
開発校等養成施設
指定規則第7条第1
項
社会福祉士及び介
護福祉士法第39条
第1項

介護福祉士養成施設の設置主
体については、地方公共団体、
学校法人及び社会福祉法人を
原則とすることとしている。

現在民間企業による介護福祉士養成施
設の設立は認められていないが、特区
により民間企業による魅力ある複数の
資格取得と再教育を行う介護専門学校
を設立し、教育と就労の提供を行う。ま
た、外国人による介護従業者を国内に
定着させるため、外国人に対する入学資
格を緩和し、外国人を多く受け入れ、資
格取得を可能とする。

介護従業者は慢性的な不足状態の上に、
質の低下を危惧される状態にあり、今後
その充足のため、実践に重点をおいた教
育及び常識力豊かな人材育成を行うた
め、介護従業希望者、特に外国人介護従
業者に対して介護福祉士等の資格取得
のための専門学校を民間企業にて運営
し、当該施設において就労場所も同時提
供し、彼らの生活の安定を図る。　又、既
資格取得者に対し、認知症介護の専門家
として再教育を行い、ターミナルケアを含
む認知症介護の発展を目指す。(別紙詳
細添付)

交通の利便性に加え、歴史的文化財も多くある土地で
ありながら、観光面での衰退は著しいものがある。介
護施設運営と同時に民間企業による専門学校設立に
より、就労と勉学両方の場を設け、従来の専門学校で
は不足している教育(外国人介護従業者には日本文
化、慣習を教え、既資格取得者に対してはより専門知
識教育)を行うことにより、介護従業者の充足と同時に
安定した生活の場を提供し、別紙記載の街づくりと合
わせた国際化と地域の活性に結びつけようと考えるも
のである。(別紙詳細添付)

C Ⅳ

  介護福祉士養成施設の設置主体については、
事業の十分な継続性、安定性を担保するため、
地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人を
原則としているところである。
　介護福祉士の在り方については、介護福祉士
資格の取得方法も含め、全面的な見直しを行う
こととしており、成案が得られれば、次期通常国
会に社会福祉士及び介護福祉士法の改正法案
を提出する予定である。
　この制度改正に併せて、養成課程における教
育内容の全面的な見直し、養成施設の要件の
見直しを行う方針であるので、民間企業（営利法
人）による養成施設の設置の可否についても、
その中で検討して参りたい。

次期通常国会で介護福
祉法の改正案を提出す
るとのことであるが、年
明けの通常国会を意味
しているのであれば、す
でに一定の結論が出さ
れていると想定される
が、具体的な検討状況
をお聞かせ願いたい。

C Ⅳ

○　介護福祉士制度及び社会福祉士制度の
在り方については、社会保障審議会福祉部
会において御議論いただき、１２月１２日に、
特にその養成の在り方を中心とした制度の
見直しの方向について、意見書が取りまとめ
られたところである。これを受けて、次期通常
国会に、介護福祉士資格の取得方法の見直
し等に関し、所要の法律案を提出する予定で
ある。

○　また、これと並行して、介護福祉士養成
課程における教育内容等の見直しについて
は、専門家・実践者による作業チームにおい
て検討を行っているところである。その検討
結果を受けて、介護福祉士養成施設に係る
指定要件の見直しを行う予定であり、この中
で、民間企業（営利法人）による養成施設の
設置の可否についても、検討していくこととし
ている。
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1
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ウェルコンサ
ル株式会社

厚生労働省

0
9
0
6
4
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外国人介護従業者
に対し、入学資格を
緩和し、資格取得を
可能とする。

出入国管理及び難
民認定法
出入国管理及び難
民認定法第7条第1
項第2号の基準を定
める省令

介護業務に従事することを目的
とした在留資格は存在しない。

現在民間企業による介護福祉士養成施
設の設立は認められていないが、特区
により民間企業による魅力ある複数の
資格取得と再教育を行う介護専門学校
を設立し、教育と就労の提供を行う。ま
た、外国人による介護従業者を国内に
定着させるため、外国人に対する入学資
格を緩和し、外国人を多く受け入れ、資
格取得を可能とする。

介護従業者は慢性的な不足状態の上に、
質の低下を危惧される状態にあり、今後
その充足のため、実践に重点をおいた教
育及び常識力豊かな人材育成を行うた
め、介護従業希望者、特に外国人介護従
業者に対して介護福祉士等の資格取得
のための専門学校を民間企業にて運営
し、当該施設において就労場所も同時提
供し、彼らの生活の安定を図る。　又、既
資格取得者に対し、認知症介護の専門家
として再教育を行い、ターミナルケアを含
む認知症介護の発展を目指す。(別紙詳
細添付)

交通の利便性に加え、歴史的文化財も多くある土地で
ありながら、観光面での衰退は著しいものがある。介
護施設運営と同時に民間企業による専門学校設立に
より、就労と勉学両方の場を設け、従来の専門学校で
は不足している教育(外国人介護従業者には日本文
化、慣習を教え、既資格取得者に対してはより専門知
識教育)を行うことにより、介護従業者の充足と同時に
安定した生活の場を提供し、別紙記載の街づくりと合
わせた国際化と地域の活性に結びつけようと考えるも
のである。(別紙詳細添付)

C Ⅰ

　外国人介護福祉士の我が国での就労については、
次の理由から認められない。
①介護分野は介護福祉士の資格がなくとも就労でき
る分野であり、資格者・無資格者の区分なく同一の労
働市場を形成しているため、外国人介護福祉士を受
け入れることは、日本人介護福祉士だけでなく、日本
人介護労働者全体との競合・代替が生じること。
②将来的にも、国内の供給余力が常に労働力需要を
上回ることが見込まれる中、外国人介護福祉士を受
け入れることは、この分野への就業希望の多い若
者、女性等の雇用機会の喪失、日本人介護労働者の
労働条件の低下などの悪影響が大きいこと。
③介護分野において低労働条件が固定化すれば、
介護サービスの質的向上を阻害すること

C Ⅰ
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ウェルコンサ
ル株式会社

警察庁
厚生労働省
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